
資料編

131 132

1.用語集
2.第6次佐々町総合計画の振り返り検証
3.第1期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略
　の振り返り検証
4.佐々町長期人口ビジョン
5.町民アンケート調査（概要）
6.「SAZA未来カフェ」実施報告
7.「第７次佐々町総合計画」における実行計画と
　総合戦略の相関表
8.「実行計画」・「総合戦略」における基本目標の
　成果指標一覧
9.関連する個別計画
10.策定体制
11.策定の経緯・総合計画審議会答申書
12.総合計画審議会委員名簿

P133
P142
P153

P159
P188
P213
P217

P219

P223
P226
P227
P231

資
料
編

皿山公園の菖蒲園

ら行

　年齢にともなって変化する生活段階。人間の
一生における出生から、就学、就職、結婚、出産、
子育て、リタイアなど、人生の節目によって生活
スタイルが変わることや、これに着目した考え方
をいう。

ライフステージ

　電気、ガス、上下水道、電話、通信など、都市生
活や都市活動を支えるために地域にはりめぐら
されている供給処理・情報通信の施設。

ライフライン

　療育（発達支援）に特化した専門科目。
※発達支援とは、身近な地域で、その子の発達特
性に応じた支援を受けられるようにすること。

療育専門外来

　計画を進めるにあたって、毎年度、修正や補完
を行いながら、社会経済状況の変化や事業の実
施状況に対応し、計画と現状とのかい離を調整す
る方法。

ローリング方式

　医療機関が保険者（市町村、健康保険組合な
ど）に請求する医療報酬の詳細を記した明細書。
患者の個人情報(氏名・性別・生年月日など)、健
康保険への加入情報、診療詳細（医療機関名、病
名、診療点数など）などが記載されている。

レセプト

　企業や団体の従業員や職員が、事業所や事務
所以外の遠隔の場所（自宅やカフェ、コワーキン
グスペースなど）で業務を行うこと。

リモートワーク
（関連：コワーキングスペース）
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第６次佐々町総合計画構成のイメージ図

わ行

　「仕事と生活の調和」のことであり、これが実現
された社会では、一人一人がやりがいや充実感を
感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、
中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現することができる。

ワークライフバランス

第6次佐々町総合計画の振り返り検証2
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　SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略であり、平成27（2015）年９月の国連

サミットで採択された令和12（2030）年を期限とする、17の貧困や飢餓の根絶・福祉の推進などの

開発目標が掲げられ、国際社会全体の課題として取り組まれているものです。

　平成27（2015）年までを計画期間としていた発展途上国向けの開発目標「MDGs（ミレニアム開

発目標）」の後継として採択されたSDGsは、発展途上国のみならず先進国を含む国際社会全体の開

発目標として、持続可能な世界を実現するための包括的な17の目標及び細分化された169のター

ゲットから構成され、地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境を

めぐる広範囲な課題に対する統合的な取組が示されています。

　国は、SDGｓの17の目標や169のターゲットに示される多様な項目の追及が、日本の各地域にお

ける諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであるとしています。今後の地方創生におい

ては、「SDGs未来都市」、「自治体SDGsモデル事業」など経済・社会・環境の統合的な施策展開によ

る、新たな価値の創出が求められます。SDGsの理念（「誰一人取り残さない」社会の実現）を踏まえ、

SDGsを原動力とした地方創生の推進に向け、地方公共団体のみならず、民間企業、金融機関などの

多様なステークホルダーにおける一層の浸透・主流化を図ることが求められています。

1 SDGsとは

　SDGsの目標やターゲット及びそれらの進捗管理のための指標の中には、グローバルな規模で国

家として取り組むべきものなどが多く含まれることから、これらの中から取捨選択し、各地域の実情

にあわせて落とし込む作業が必要です。一般財団法人建築環境・省エネルギー機構は、それぞれの

目標に対し、自治体行政が果たし得る役割を「私たちのまちにとってのSDGs（持続可能な開発目

標）－導入のためのガイドライン－」で下表のように整理しています1。

2 17の目標と地方公共団体に求められる役割

（貧困）
あらゆる場所のあらゆる形
態の貧困を終わらせる。

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し、支援する上で最も
適したポジションにいます。各自治体においてすべての市民に必要
最低限の暮らしが確保されるよう、きめ細やかな支援策が求められ
ています。

（飢餓） 
飢餓を終わらせ、食料安全
保障及び栄養改善を実現し、
持続可能な農業を促進する。

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの
食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利
用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産
活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

（保健）
あらゆる年齢のすべての人々
の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する。

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険
制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に
保つことによって住民の健康状態を維持・改善可能であるという研
究成果も得られています。

（教育） 
すべての人に包摂的かつ公
正な質の高い教育を確保し、
生涯学習の機会を促進す
る。

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果た
すべき役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引
き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政
の取組は重要です。

（ジェンダー）
ジェンダー平等を達成し、す
べての女性及び女児の能力
強化を行う。
る。

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要で
す。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させる
ために行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも
重要な取組といえます。

（水・衛生）
 すべての人々の水と衛生の
利用可能性と持続可能な管
理を確保する。

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。
水道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水
源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責
務です。

（エネルギー） 
すべての人々の、安価かつ信
頼できる持続可能な近代的
エネルギーへのアクセスを
確保する。

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり、住民が省/ 再
エネ対策を推進する際に補助を出す等、安価かつ効率的で信頼性の
高い持続可能なエネルギー源へのアクセスを増やすことも自治体の
大きな役割といえます。

1国際的な地方自治体の連合組織であるUCLG（United Cities & Local Governments）が示した内容を日本語訳したもの
2外務省が日本語訳したもの（関係各省庁においても同訳を引用）

目標（Goal） 説明2 自治体が果たしうる役割
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　町民等と町の協働による快適なまちづくりを
推進するため、町が管理する道路・公園・河川等
を対象とした美化清掃作業等の愛護活動を継続
して行うボランティア団体。

あ行

愛護団体

　佐々町地域包括支援センターに登録をした介
護予防ボランティアが、通所型・訪問型のボラン
ティア活動を行う。通所型は2時間1スタンプ、訪
問型は30分1スタンプが押印される。4月1日から
翌年3月31日までの活動実績に応じたスタンプ
数が、1スタンプ200円に算定され、交付申請に
応じて評価ポイント交付金に交換される。年間最
大300ポイントとする。

か行

介護ボランティアポイント制度

　移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交
流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関
わる人々のことを指す。地方圏は、人口減少・高齢
化により、地域づくりの担い手不足という課題に
直面しているが、地域によっては若者を中心に、
変化を生み出す人材が地域に入り始めており、
「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づく
りの担い手となることが期待されている。

関係人口（関連：交流人口）

　し尿等の生活排水を微生物の働きなどを利
用して浄化する施設を浄化槽というが、し尿だ
けを浄化する単独浄化槽に対し、し尿と炊事、
風呂、洗濯などの排水を併せて浄化する施設の
ことをいう。

合併処理浄化槽

　コミュニティスクール（学校運営協議会制度）
の中心となる協議会で、学校の所在する地域住
民や保護者などで構成され、学校運営への必要
な支援に関する協議などを行っている。学校運
営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体と
なって特色ある学校づくりを目指すことを目的
としている。

学校運営協議会

　不妊治療のうち、特定不妊治療を除くもの。この
うち医療保険の適用外となっている体外受精の医
療費に対し、佐々町で一部助成を行っている。

一般不妊治療（関連：特定不妊治療）
　観光客を集客するための手段の総称。佐々町
では、佐々川の河津桜や皿山公園などの観光地、
三大花まつりなどのイベントを指す。

観光コンテンツ

　望ましい職業観・勤労観、職業に関する知識や
技能を身に付けさせ、自己の個性を理解し、主体
的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。

キャリア教育

　Quality of Life（生活の質）の略。高齢者や治
療・療養者などの肉体的・精神的・社会的・経済的
すべてを含めた生活の質を意味する。疾病などに
より、これまでと同じような生活ができなくなっ
た場合にも、自分らしく納得のいく生活の質の維
持を目指すという考え方。

QOL（キューオーエル）

　これまで必ずしも十分に社会参加できるよう
な環境になかった障がい者などが、積極的に参
加・貢献していくことができる社会のことであり、
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々
の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型
の社会。

共生社会

　行政改革の不断の取組として、効率的かつ効
果的な町政運営実現のため、事務事業につい
て、妥当性・有効性・効率性などの観点から評価
し、その結果を政策決定や予算編成等に反映す
る制度。

行政評価（制度）

　地方公共団体が行う地方創生の取組に対す
る企業の寄附について、法人関係税を税額控除
する制度。

企業版ふるさと納税
（関連：ふるさと納税、地方創生）　公的機関や専門職による制度に基づく介護

サービスや支援（フォーマルサービス）以外の支
援。具体的には、家族、近隣、友人、民生委員、ボラ
ンティア、非営利団体（NPO)などの制度に基づ
かない援助などが挙げられる。

インフォーマルサービス

　Assistant Language Teacherの略。主に英
語を母国語とする若者を外国から招致し、小中
学校の英語授業に参加させることで、生の英語や
外国人とのふれ合いを高め、国際感覚を育てるた
めの人材。

ALT（エーエルティー）

　ソーシャルネットワーキングサービス(Social 
Networking Service)の略。人と人とのつなが
りを通じて新たな人間関係を築く場をウェブサイ
トで提供する会員制サービス。

SNS（エスエヌエス）

Sustainable
Development
Goals（持続的な開発目標）の略。
　平成27（2015）年9月の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された平成28（2016）年から令和12
（2030）年までの国際目標で、持続可能な世界を
実現するための17のゴール・169のターゲットから
構成され、地球上の誰一人として取り残さない
（leave no one behind）ことを誓っている。

SDGs（エスディージーズ）

　九州北部の神社で行われている秋の祭礼行事
のひとつ。全国的には、長崎くんち、博多くんち、
唐津くんちが有名だが、佐々町では、10月8日に
小浦くんち、9日に佐々くんち、11日に市瀬くんち
が開催され、秋の恒例行事となっている。

おくんち

　情報通信技術。知識やデータといった情報
（ I n f o r m a t i o n ）を適切に他者に伝達
（Communication）するための技術
(Technology)。

ICT（アイシーティー）

　学校における教員のICT活用（授業、校務、教
員研修等）をサポートすることにより、ICTを活用
した授業等を教員がスムーズに行うための支援
を行う人材。

ICT（アイシーティー）支援員

　長期間にわたって新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらに
は近距離での会話への対策を、これまで以上に
日常生活に定着させ、持続させる生活様式。

新しい生活様式

　高齢者ができる限り要介護状態に陥ることな
く、健康でいきいきとした生活を送れるように支
援することを目指し、高知県高知市で開発された
体操。筋力運動をメインとしており、日常生活で
必要とされる動作とそれらに必要な筋力を向上
させることを目的としている。

いきいき百歳体操

　鴨川免に所在する江戸時代の窯跡。瀬戸焼の
磁祖と呼ばれる加藤民吉が修行した地である。
昭和25（1950）年4月に長崎県指定文化財に指
定された。

市の瀬窯跡

用語集1
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療・療養者などの肉体的・精神的・社会的・経済的
すべてを含めた生活の質を意味する。疾病などに
より、これまでと同じような生活ができなくなっ
た場合にも、自分らしく納得のいく生活の質の維
持を目指すという考え方。

QOL（キューオーエル）

　これまで必ずしも十分に社会参加できるよう
な環境になかった障がい者などが、積極的に参
加・貢献していくことができる社会のことであり、
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々
の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型
の社会。

共生社会

　行政改革の不断の取組として、効率的かつ効
果的な町政運営実現のため、事務事業につい
て、妥当性・有効性・効率性などの観点から評価
し、その結果を政策決定や予算編成等に反映す
る制度。

行政評価（制度）

　地方公共団体が行う地方創生の取組に対す
る企業の寄附について、法人関係税を税額控除
する制度。

企業版ふるさと納税
（関連：ふるさと納税、地方創生）　公的機関や専門職による制度に基づく介護

サービスや支援（フォーマルサービス）以外の支
援。具体的には、家族、近隣、友人、民生委員、ボラ
ンティア、非営利団体（NPO)などの制度に基づ
かない援助などが挙げられる。

インフォーマルサービス

　Assistant Language Teacherの略。主に英
語を母国語とする若者を外国から招致し、小中
学校の英語授業に参加させることで、生の英語や
外国人とのふれ合いを高め、国際感覚を育てるた
めの人材。

ALT（エーエルティー）

　ソーシャルネットワーキングサービス(Social 
Networking Service)の略。人と人とのつなが
りを通じて新たな人間関係を築く場をウェブサイ
トで提供する会員制サービス。

SNS（エスエヌエス）

Sustainable
Development
Goals（持続的な開発目標）の略。
　平成27（2015）年9月の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された平成28（2016）年から令和12
（2030）年までの国際目標で、持続可能な世界を
実現するための17のゴール・169のターゲットから
構成され、地球上の誰一人として取り残さない
（leave no one behind）ことを誓っている。

SDGs（エスディージーズ）

　九州北部の神社で行われている秋の祭礼行事
のひとつ。全国的には、長崎くんち、博多くんち、
唐津くんちが有名だが、佐々町では、10月8日に
小浦くんち、9日に佐々くんち、11日に市瀬くんち
が開催され、秋の恒例行事となっている。

おくんち

　情報通信技術。知識やデータといった情報
（ I n f o r m a t i o n ）を適切に他者に伝達
（Communication）するための技術
(Technology)。

ICT（アイシーティー）

　学校における教員のICT活用（授業、校務、教
員研修等）をサポートすることにより、ICTを活用
した授業等を教員がスムーズに行うための支援
を行う人材。

ICT（アイシーティー）支援員

　長期間にわたって新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらに
は近距離での会話への対策を、これまで以上に
日常生活に定着させ、持続させる生活様式。

新しい生活様式

　高齢者ができる限り要介護状態に陥ることな
く、健康でいきいきとした生活を送れるように支
援することを目指し、高知県高知市で開発された
体操。筋力運動をメインとしており、日常生活で
必要とされる動作とそれらに必要な筋力を向上
させることを目的としている。

いきいき百歳体操

　鴨川免に所在する江戸時代の窯跡。瀬戸焼の
磁祖と呼ばれる加藤民吉が修行した地である。
昭和25（1950）年4月に長崎県指定文化財に指
定された。

市の瀬窯跡

用語集1
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政策目標1.1 誰もが健康に暮らしているまち 政策目標1. 2 みんなが支えあって暮らしているまち

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。今後も、町内ウォーキングコースの周知
を図るとともに、広報紙を活用した体力づくりについての啓発を実施することなどを通じて、町
民一人一人が健康づくりを進められるよう、更なる充実を図っていきます。

戦略目標1.2.1「安心して出産・子育てができる環境をつくる」については、一定の成果がみられ
ています。今後は、療育専門外来新設に向けて専門医師の確保に努め、療育相談事業の更なる
機能拡充を図っていきます。
戦略目標1.2.3「障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるまちづくりを進め
る」については、すべての指標において、目標を達成できていません。今後はどのようなニーズが
あるかの把握に努めるとともに、事業の見直しを含めて検討していく必要があります。

達成状況の評価判定

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

○ ○

○
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１－１：一人一人が健康づくりを進められる
環境をつくる

１－2：誰もが安心できる医療体制を整える

１－3：安心して出産・子育てができる環境を
つくる

１－4：高齢者が自立した生活を送れる
仕組みをつくる

１－5：障がいのある人が地域で自立した生活
を送ることができるまちづくりを進める

１－6：社会保障が充実し、健康で安心した
生活環境を整える

基本目標1：
「医療・福祉」
が充実した
やさしいまち

2－１：「生きる力」を育む学校教育を充実する

2－2： 学校・家庭・地域が連携協力し子どもの
教育を充実する

2－3： 生涯にわたって学ぶことができる機会
をつくる

2－4： 誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション
を楽しめる環境を充実する

2－5： 歴史や文化財、伝統文化を守り、育てる

2－6： 多彩な芸術・文化の充実を図る

基本目標2：
「教育・文化」
で輝くまち

　総合計画で示した戦略目標及び総合戦略で示した基本目標に基づいて取り組むことは、国際社会

全体の開発目標であるSDGsの目指す17の目標とスケールは違うものの、その目指すべき方向性は

同様であることから、総合計画及び総合戦略の推進を図ることでSDGsの目標達成にも資するもの

と考えます。

3 第７次佐々町総合計画と17の目標の関係

Ⅶ  S DG s（持続的な開発目標）についてⅦ  S DG s（持続的な開発目標）について

（経済成長と雇用）
包摂的かつ持続可能な経済成
長及びすべての人々の完全かつ
生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用（ディーセント・
ワーク）を促進する。

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の
創出に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善や
社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可
能な立場にあります。

（インフラ、産業化、イノベーション）
強靱（レジリエント）なインフラ
構築，包摂 的かつ持続可能な産
業化の促進及びイノベーション
の推進を図る。

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有してい
ます。地域経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込
むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献するこ
とができます。

（不平等）
各国内及び各国間の不平等
を是正する。

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うこ
とができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまち
づくりを行うことが求められています。

（持続可能な都市） 
包摂的で安全かつ強靱（レジ
リエント）で持続可能な都市
及び人間居住を実現する。

包摂的で、安全な、強靭で持続可能なまちづくりを進めることは首長
や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのもの
です。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々
大きくなっています。

（持続可能な生産と消費）
持続可能な生産消費形態を
確保する。

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要な
テーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行動を
見直す必要があります。省エネや3Ｒの徹底など、市民対象の環境教
育などを行うことでこの流れを加速させることが可能です。

（気候変動） 
気候変動及びその影響を軽
減するための緊急対策を講
じる。

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化し
ています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気
候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求め
られています。

（海洋資源） 
持続可能な開発のために海
洋・海洋資源を保全し、持続
可能な形で利用する。

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われていま
す。まちの中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ること
がないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講
じることが重要です。

（陸上資源） 
陸域生態系の保護、回復、持続可
能な利用の推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対処、ならび
に土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止する。

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大
きな役割を有するといえます。自然資産を広域に保護するためには、
自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関
係者との連携が不可欠です。

（平和）
持続可能な開発のための平和で
包摂的な社会を促進し、すべての
人々に司法へのアクセスを提供
し、あらゆるレベルにおいて効果
的で説明責任のある包摂的な制
度を構築する。

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っていま
す。地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴
力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

（実施手段） 
持続可能な開発のための実
施手段を強化し、 グローバ
ル・パートナーシップを活性
化する。

自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／NPOなど多くの関係者
を結び付け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得
ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を
築くことは極めて重要です。

目標（Goal） 説明2 自治体が果たしうる役割

総合計画の基本目標（戦略目標）とSDGs目標の関係1

基本目標 戦略目標 関連するSDGsゴール
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　同じ目的のために、対等の立場で協力して共に
働くこと。

協働

　平成30（2018）年度の制度改正により、都道
府県が国民健康保険の安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等において中心的な役割を
担うこととなった。市町村は、地域住民と身近な
関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、
賦課・徴収、保健事業など、地域におけるきめ細
かい事業を引き続き担っている。

さ行
国民健康保険制度改革

　妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポー
トを提供するため、令和２（2020）年度から健康
相談センター内に設置した窓口。妊娠・出産・育
児に関連する不安な気持ちを持った町民が安心
して出産し子育てができるよう、保健師等の専門
職や関係機関のスタッフが連携して、総合的なサ
ポートを行う。
通称「ぽっかぽか」

子育て世代支援センター

　独立して働くフリーランスや起業家、企業に所
属していても働く場所を自由に選択しながら仕事
をするノマドワーカーなどが事務所設備や会議
スペースなどを共有し、それぞれの仕事を行う共
有オフィス環境およびそれを提供するサービス。

コワーキングスペース

　様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々
が、相互に理解を深めること。

心のバリアフリー

　各小中学校に配置された児童生徒の心のケ
アを行う相談員。

心の教室相談員

　平成13（2001）年６月から始まった、子ども
たちの心のねっこを育てるために、大人のあり
方を見直し、みんなで子どもを育てる長崎県の
県民運動。

ココロねっこ運動

　Reduce（リデュース）ゴミを減らす、Reuse（リ
ユース）再利用する、Recycle（リサイクル）再び
資源として利用する３Rに、不要なものは買わな
いRefuse(リフューズ)、修理して長く使い続ける
Repair（リペア）を加えた５つの英語の頭文字を
表したもの。

５R（５アール）

　地方公共団体の財政力の強弱を示すものであ
り、一般財源必要額に対して町税等の一般財源
収入額がどの程度確保されているかを図るもの
で、指数が高いほど自主財源の割合が高く、１
以上の地方公共団体は普通交付税が交付され
ない。

財政力指数（関連：普通交付税）

　学校・家庭・地域の三者が連携して、佐々の子
どもたちの育ちを応援する組織で、平成25
（2013）年に発足した。「あいさつ日本一・マ
ナーアップ運動」を強化活動に掲げ、子どもたち
の登下校時の見守り活動等を地域ぐるみで行っ
ている。

佐々っ子応援団
　公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進
するための計画。老朽化の状況や利用状況等と
いった施設の状況、人口の見通し、維持管理・更
新等に係る中長期的な経費や財源の見込みにつ
いて、現状や課題を客観的に把握・分析したうえ
で、施設全体の管理に関する基本的な方針を策
定したもの。

公共施設等総合管理計画

　その年次の15～49歳までの女性の年齢別出
生率を合計したもの。

合計特殊出生率

　町が国や金融機関などから借り入れた地方債
（借入金）の償還（返済）に使われる費用で、元金
と利子（元利償還金）からなる。

公債費

　明治35（1902）年、佐賀県西有田町（現有田
町）曲川の桃谷自牽和尚が、神田に来て正福寺門
徒に伝えたもので、古老から若い世代へ伝承され
ている古典邦楽である。
　昭和57（1982）年10月に町指定文化財に指定
されている。

神田雅楽

　観光などでその地域に訪れる人々。その地域
に住んでいる定住人口や居住人口に対する概念。

交流人口（関連：関係人口）

　財政構造の弾力性を測定する指標。低ければ
低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使
えるお金が多くあることを示す。

経常収支比率

　Key Performance Indicatorの略。行政や
企業などの組織の目標を達成するための重要な
業績評価の指標。達成状況を定点観測すること
で、目標達成に向けた組織のパフォーマンスの動
向を把握できるようになる。仮に、目標値から
ギャップが生まれた場合には、組織行動が当初想
定の方向に向かっていないことを意味し、活動の
修正が必要となる。

KPI（重要業績評価指標）

　高齢者や障がい・介護の有無を問わず、誰もが
生涯現役の生きがいを感じられる活動の場をつ
くり、また、誰もが安心して集うことができる居
場所をつくることを目的とし、通所型・訪問型で
活動されている住民主体の任意団体。

元気カフェ・ぷらっと

　健康寿命の延伸を目的として、平成27（2015）
年3月に佐々町健康増進計画及び佐々町食育推
進計画を一体的に策定したもの。

健康さざ21

　日常生活に制限のない期間。平均寿命から寝
たきりや認知症など介護状態の期間を差し引い
た期間。

健康寿命

　｢自分たちの地域は自分たちで守る｣という意
識に基づき、地域住民が自発的に、初期消火、
救出・救護、集団避難、給水・給食などの防災活
動を行う団体(自治会単位の組織)。

自主防災組織

　自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守る
こと、または備えること。共助とは、近隣が互い
に助け合って地域を守ること、または備えるこ
と。公助とは、町をはじめ警察・消防・ライフライ
ンを支える各社による応急・復旧対策活動。

自助 共助 公助

　借入金（町債）の返済額及びこれに準じる額
の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す
比率で、この数値が小さければ実質的な借入
金が少なく、資金繰りの影響が少ないことを示
している。

実質公債費比率

　企業または団体の本拠から離れたところに
設置されたオフィス。

サテライトオフィス

　戦略目標を実現するための具体的な個々
の事業。

事務事業（関連：基本目標、戦略目標）

　若い世代（30才代）から自分の健康状態を把握
し、早期に改善して将来の生活習慣病の予防に
つなげるための健康診査。

若年層健康診査（関連：特定健康診査）
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　同じ目的のために、対等の立場で協力して共に
働くこと。

協働

　平成30（2018）年度の制度改正により、都道
府県が国民健康保険の安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等において中心的な役割を
担うこととなった。市町村は、地域住民と身近な
関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、
賦課・徴収、保健事業など、地域におけるきめ細
かい事業を引き続き担っている。

さ行
国民健康保険制度改革

　妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポー
トを提供するため、令和２（2020）年度から健康
相談センター内に設置した窓口。妊娠・出産・育
児に関連する不安な気持ちを持った町民が安心
して出産し子育てができるよう、保健師等の専門
職や関係機関のスタッフが連携して、総合的なサ
ポートを行う。
通称「ぽっかぽか」

子育て世代支援センター

　独立して働くフリーランスや起業家、企業に所
属していても働く場所を自由に選択しながら仕事
をするノマドワーカーなどが事務所設備や会議
スペースなどを共有し、それぞれの仕事を行う共
有オフィス環境およびそれを提供するサービス。

コワーキングスペース

　様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々
が、相互に理解を深めること。

心のバリアフリー

　各小中学校に配置された児童生徒の心のケ
アを行う相談員。

心の教室相談員

　平成13（2001）年６月から始まった、子ども
たちの心のねっこを育てるために、大人のあり
方を見直し、みんなで子どもを育てる長崎県の
県民運動。

ココロねっこ運動

　Reduce（リデュース）ゴミを減らす、Reuse（リ
ユース）再利用する、Recycle（リサイクル）再び
資源として利用する３Rに、不要なものは買わな
いRefuse(リフューズ)、修理して長く使い続ける
Repair（リペア）を加えた５つの英語の頭文字を
表したもの。

５R（５アール）

　地方公共団体の財政力の強弱を示すものであ
り、一般財源必要額に対して町税等の一般財源
収入額がどの程度確保されているかを図るもの
で、指数が高いほど自主財源の割合が高く、１
以上の地方公共団体は普通交付税が交付され
ない。

財政力指数（関連：普通交付税）

　学校・家庭・地域の三者が連携して、佐々の子
どもたちの育ちを応援する組織で、平成25
（2013）年に発足した。「あいさつ日本一・マ
ナーアップ運動」を強化活動に掲げ、子どもたち
の登下校時の見守り活動等を地域ぐるみで行っ
ている。

佐々っ子応援団
　公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進
するための計画。老朽化の状況や利用状況等と
いった施設の状況、人口の見通し、維持管理・更
新等に係る中長期的な経費や財源の見込みにつ
いて、現状や課題を客観的に把握・分析したうえ
で、施設全体の管理に関する基本的な方針を策
定したもの。

公共施設等総合管理計画

　その年次の15～49歳までの女性の年齢別出
生率を合計したもの。

合計特殊出生率

　町が国や金融機関などから借り入れた地方債
（借入金）の償還（返済）に使われる費用で、元金
と利子（元利償還金）からなる。

公債費

　明治35（1902）年、佐賀県西有田町（現有田
町）曲川の桃谷自牽和尚が、神田に来て正福寺門
徒に伝えたもので、古老から若い世代へ伝承され
ている古典邦楽である。
　昭和57（1982）年10月に町指定文化財に指定
されている。

神田雅楽

　観光などでその地域に訪れる人々。その地域
に住んでいる定住人口や居住人口に対する概念。

交流人口（関連：関係人口）

　財政構造の弾力性を測定する指標。低ければ
低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使
えるお金が多くあることを示す。

経常収支比率

　Key Performance Indicatorの略。行政や
企業などの組織の目標を達成するための重要な
業績評価の指標。達成状況を定点観測すること
で、目標達成に向けた組織のパフォーマンスの動
向を把握できるようになる。仮に、目標値から
ギャップが生まれた場合には、組織行動が当初想
定の方向に向かっていないことを意味し、活動の
修正が必要となる。

KPI（重要業績評価指標）

　高齢者や障がい・介護の有無を問わず、誰もが
生涯現役の生きがいを感じられる活動の場をつ
くり、また、誰もが安心して集うことができる居
場所をつくることを目的とし、通所型・訪問型で
活動されている住民主体の任意団体。

元気カフェ・ぷらっと

　健康寿命の延伸を目的として、平成27（2015）
年3月に佐々町健康増進計画及び佐々町食育推
進計画を一体的に策定したもの。

健康さざ21

　日常生活に制限のない期間。平均寿命から寝
たきりや認知症など介護状態の期間を差し引い
た期間。

健康寿命

　｢自分たちの地域は自分たちで守る｣という意
識に基づき、地域住民が自発的に、初期消火、
救出・救護、集団避難、給水・給食などの防災活
動を行う団体(自治会単位の組織)。

自主防災組織

　自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守る
こと、または備えること。共助とは、近隣が互い
に助け合って地域を守ること、または備えるこ
と。公助とは、町をはじめ警察・消防・ライフライ
ンを支える各社による応急・復旧対策活動。

自助 共助 公助

　借入金（町債）の返済額及びこれに準じる額
の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す
比率で、この数値が小さければ実質的な借入
金が少なく、資金繰りの影響が少ないことを示
している。

実質公債費比率

　企業または団体の本拠から離れたところに
設置されたオフィス。

サテライトオフィス

　戦略目標を実現するための具体的な個々
の事業。

事務事業（関連：基本目標、戦略目標）

　若い世代（30才代）から自分の健康状態を把握
し、早期に改善して将来の生活習慣病の予防に
つなげるための健康診査。
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政策目標1. 3 災害に強く、生活の安全が守られているまち 政策目標1. 4 未来を担う子ども達が育っているまち

戦略目標1.3.1「まちの防災力を高め、被害を最小限にとどめる」については、一定の成果がみら
れています。今後も、自主防災組織運営マニュアルによる育成等を行い、町内会による活動差の
解消に努めるなどして、まち全体の防災力の向上に向けて、更なる充実を図っていきます。ま
た、床上浸水戸数については、令和３年に雨水支線整備工事の実施を予定しているなど、本工事
の完成を通じて、浸水リスクを軽減していきます。

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に戦略目標1.4.1「『生きる力』を育む
学校教育を充実する」に関しては、ICT教育環境の整備や空調設備設置等を行ったことにより、
安定した満足度を得られていると考えられますが、今後も更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.4.2「学校・家庭・地域が連携協力し子どもの教育を充実する」については、今後、参
加者数の増加だけでなく、満足度等も把握するよう努め、より一層取組を充実させていく必要
があります。

○ ○

○
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127 128

3－１：快適な生活に必要な市街地や
施設環境を整える

3－2：身近な交通ネットワークや
広域交通ネットワークを確保する

3－3：ライフスタイルに応じた安心の住まいの
場を提供する

3－4：まちの中心にふさわしい機能の充実を
図る

3－5：水環境を守り、育てる

4－１：自然と調和した美しいまちをつくる

4－2：ごみの減量化・資源化を進め、環境負
荷の少ないスタイルを確立する

3－6：おいしく安全な水を供給する

3－7：犯罪や交通事故から町民を守る

3－8：まちの防災力を高め、被害を最小限に
とどめる

基本目標3：
「生活・安全」
を大切にする
まち

5－１：消費者ニーズに対応した魅力ある
農産物を生産・供給する

5－2：地域に密着した産業を創出・育成し、
活力と賑わいのある商店街を形成する
とともに、町産業力を強化する

5－3：世代・地域を超えて様々な交流を育む
環境をつくる

5－4：出会いから結婚、移住・定住を応援し、
多くの人で賑わうまちをつくる

6－1：機能的かつ効率的な行政運営を行う

6－2：健全な財政運営を行う

基本目標5：
「産業・観光」
でにぎわう
まち

基本目標6：
「行政・財政」
が持続可能
なまち

7－1： 情報を適切に管理し、積極的な公開・
共有化を進める

7－2： すべての町民が尊重され、生きがいの
ある社会をつくる

7－3：身近な課題を解決する地域コミュニティ
を育てる

7－4：自立した町民活動を支援し、町政への
町民参画機会を広げ、協働によるまち
づくりを進める

基本目標7：
「情報共有・
協働」の
みんなのまち

基本目標4：
「自然・環境」
を守り続ける
まち

Ⅶ  S DG s（持続的な開発目標）についてⅦ  S DG s（持続的な開発目標）について

基本目標 戦略目標 関連するSDGsゴール
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　人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことの
できる新しいタイプのスポーツクラブで、子ども
から高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好
する人々が(多種目)、初心者からトップレベルま
で、それぞれの志向・レベルに合わせて参加でき
る(多志向)、という特徴を持ち、地域住民により
自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。

た行

総合型地域スポーツクラブ

　松瀬免に所在する弥生時代の墓跡。支石墓は、
縄文末期から弥生初期にかけて、稲作と同じころ
に渡来したもので、稲作文化の薫り高い遺跡と
なっている。
　昭和33（1958）年6月に長崎県指定文化財に
指定された。

狸山支石墓群

　地域の高齢者や住民が気軽に集まることで、見
守りや閉じこもりの防止、また、仲間づくりや社会
参加を目的として行われる居場所づくり事業。

地域サロン（関連：地域まるごとサロン）

　日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政
は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担う
ようにするとともに、地域住民が自らの判断と責
任において地域の諸課題に取り組むことができ
るようにするための改革。

地域主権改革

　女性も男性も、個性や能力を発揮し、自分らし
く生きることのできる社会。

男女共同参画社会

　IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビックデータ
等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取
り入れ、格差なく、多様なニーズにきめ細やかに
対応したモノやサービスを提供し、経済発展と
社会的課題の解決を両立する社会。

Society5.0（ソサイエティ5.0）

　「私達の健康は、私達の手で」をスローガンに、
食を通した健康づくり活動を行う、全国組織のボ
ランティア。健康づくりの3本柱である栄養・運
動・休養を基本とした、適切な食生活の普及、住
みよい健康で文化的なまちづくりを目指し、活動
を行っている。

食生活改善推進委員

　地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援することを目的として、①介護
予防事業のマネジメント、②介護保険外のサー
ビスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相
談・支援、③被保険者に対する虐待の防止、早
期発見等の権利擁護事業、④支援困難ケースへ
の対応などケアマネジャーへの支援の４つの事
業を地域において一体的に実施する役割を担
う中核拠点として設置されるもの。

地域包括支援センター

　令和３（2021）年度から実施する、地域の集
会所、公民館を利用した、地域の住民の方が誰
でも参加できる地域サロン。

地域まるごとサロン（関連：地域サロン）

　国内の地域で生産された農林水産物(食用
に供されるものに限る。)を、その生産された
地域内において消費する取組。食料自給率の
向上に加え、直売所や加工の取組などを通じ
て、6次産業化にもつながる。

地産地消

　本来、地方の税収入とすべきであるが、団体
間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団
体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障
する見地から、国税として国が代わって徴収
し、一定の合理的な基準によって再配分するも
の。「国が地方に代わって徴収する地方税」と
いう性格を持っている。

地方交付税（関連：普通交付税）

　スポーツ推進のために、教育委員会規則の定
めるところにより、スポーツの推進のための事業
の実施に係る連絡調整ならびに、住民に対するス
ポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指
導、助言を行う非常勤職員。

スポーツ推進委員

　行政活動の成果（政策の成果）を測る指標。受
益者（町民）の観点から捉えた具体的な効果や効
用を基準としている。

成果指標

　職場における性的な言動に対する他の従業員
の対応などにより 当該従業員の労働条件に関し
て不利益を与えること又は性的な言動により他
の従業員の就業環境を害 すること。

セクシャル・ハラスメント

　町が目指すまちづくりの方向性や目的を示し
た基本目標を実現するための方策や対策。

戦略目標（関連：基本目標、事務事業）

　集落など地縁的にまとまりのある一定の地域
内の概ね過半の農家が、農地利用あるいは農業
生産過程の一部、または全部についての共同化・
統一化に関する合意の下に実施される営農形態。

集落営農

　廃棄物等の発生を抑制し(ごみをなるべく出さ
ず)、廃棄物等のうち有益なものは資源として活
用し(ごみをできるだけ資源として使い)、適正な
廃棄物の処理(使えないごみはきちんと処分)を
行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷をできる限り減らす社会。

循環型社会

　小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動
がとれない、授業中に椅子に座っていられないな
ど、小学校の生活になかなかなじめない状況に
なること。

小１プロブレム（関連：中１ギャップ）

　国立社会保障・人口問題研究所による人口推
計などを基に、町として将来のある時点における
目指すべき人口を示すもの。

将来展望人口

　一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実
現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、
自らの食について考える習慣や食に関する様々
な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付け
るための学習等の取組。

食育

　認定農業者をはじめとする地域農業の担い手
の育成・確保を図ることを目的に、全国、都道府
県、地域の各段階において、関係する農業団体、
地方公共団体等で構成されている組織。担い手
に対する支援活動を総合的に実施する。

地域農業担い手総合支援協議会
（関連：認定農業者） 　少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ
の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地
域で住みよい環境を確保して、将来にわたっ
て活力ある日本社会を維持していくことを目
指すもの。

地方創生
（関連：まち・ひと・しごと創生法）

　行政機構において、新しい予算や事業、組織
等の新設を行う場合、肥大化を防ぐために、既存
の予算や事業、組織を廃止すること。

スクラップ＆ビルド

　食事や運動、ストレス、喫煙、飲酒などの生活習
慣がその発症・進行に深く関与する病気の総称。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心臓病、脳
卒中などがある。

生活習慣病
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　人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことの
できる新しいタイプのスポーツクラブで、子ども
から高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好
する人々が(多種目)、初心者からトップレベルま
で、それぞれの志向・レベルに合わせて参加でき
る(多志向)、という特徴を持ち、地域住民により
自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。

た行

総合型地域スポーツクラブ

　松瀬免に所在する弥生時代の墓跡。支石墓は、
縄文末期から弥生初期にかけて、稲作と同じころ
に渡来したもので、稲作文化の薫り高い遺跡と
なっている。
　昭和33（1958）年6月に長崎県指定文化財に
指定された。

狸山支石墓群

　地域の高齢者や住民が気軽に集まることで、見
守りや閉じこもりの防止、また、仲間づくりや社会
参加を目的として行われる居場所づくり事業。

地域サロン（関連：地域まるごとサロン）

　日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政
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食生活改善推進委員

　地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援することを目的として、①介護
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の対応などケアマネジャーへの支援の４つの事
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地域包括支援センター

　令和３（2021）年度から実施する、地域の集
会所、公民館を利用した、地域の住民の方が誰
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地域まるごとサロン（関連：地域サロン）

　国内の地域で生産された農林水産物(食用
に供されるものに限る。)を、その生産された
地域内において消費する取組。食料自給率の
向上に加え、直売所や加工の取組などを通じ
て、6次産業化にもつながる。

地産地消

　本来、地方の税収入とすべきであるが、団体
間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団
体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障
する見地から、国税として国が代わって徴収
し、一定の合理的な基準によって再配分するも
の。「国が地方に代わって徴収する地方税」と
いう性格を持っている。

地方交付税（関連：普通交付税）

　スポーツ推進のために、教育委員会規則の定
めるところにより、スポーツの推進のための事業
の実施に係る連絡調整ならびに、住民に対するス
ポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指
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スポーツ推進委員

　行政活動の成果（政策の成果）を測る指標。受
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　職場における性的な言動に対する他の従業員
の対応などにより 当該従業員の労働条件に関し
て不利益を与えること又は性的な言動により他
の従業員の就業環境を害 すること。

セクシャル・ハラスメント

　町が目指すまちづくりの方向性や目的を示し
た基本目標を実現するための方策や対策。
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ず)、廃棄物等のうち有益なものは資源として活
用し(ごみをできるだけ資源として使い)、適正な
廃棄物の処理(使えないごみはきちんと処分)を
行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷をできる限り減らす社会。

循環型社会

　小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動
がとれない、授業中に椅子に座っていられないな
ど、小学校の生活になかなかなじめない状況に
なること。

小１プロブレム（関連：中１ギャップ）

　国立社会保障・人口問題研究所による人口推
計などを基に、町として将来のある時点における
目指すべき人口を示すもの。

将来展望人口

　一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実
現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、
自らの食について考える習慣や食に関する様々
な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付け
るための学習等の取組。

食育

　認定農業者をはじめとする地域農業の担い手
の育成・確保を図ることを目的に、全国、都道府
県、地域の各段階において、関係する農業団体、
地方公共団体等で構成されている組織。担い手
に対する支援活動を総合的に実施する。

地域農業担い手総合支援協議会
（関連：認定農業者） 　少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ
の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地
域で住みよい環境を確保して、将来にわたっ
て活力ある日本社会を維持していくことを目
指すもの。

地方創生
（関連：まち・ひと・しごと創生法）

　行政機構において、新しい予算や事業、組織
等の新設を行う場合、肥大化を防ぐために、既存
の予算や事業、組織を廃止すること。

スクラップ＆ビルド

　食事や運動、ストレス、喫煙、飲酒などの生活習
慣がその発症・進行に深く関与する病気の総称。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心臓病、脳
卒中などがある。

生活習慣病
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政策目標1. 5 生きがいをもって学び、楽しんでいるまち 政策目標2 .1 自然環境と都市機能のバランスが取れているまち

戦略目標1.5.3「歴史や文化財、伝統文化を守り、育てる」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、郷土史学習の機会の更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.5.2「誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。今後、サン・ビレッジさざ等を活か
しながら、「ジョギングフェスティバルinさざ」をはじめとしたスポーツイベントの更なる充実を
図っていく必要があります。

戦略目標2.1.2「ごみの減量化・資源化を進め、環境負荷の少ないスタイルを確立する」について
は、一定の成果がみられています。今後も、事業所へのごみ減量の啓発活動を推進することによ
り、ごみ排出量の更なる削減を図っていきます。
戦略目標2.1.4「まちの中心にふさわしい機能の充実を図る」については、目標を達成できてい
ません。今後、本町の置かれている状況を把握するとともに、適切なKPIの設定を検討していく
必要があります。

○

○

○

○
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基本目標1 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、
まちの未来を担う人材を育成する

基本目標2 誰もがいきいきと安心して暮らすことのできる
まちをつくる

基本目標3 町民の生活を支える産業を持続・発展させる

基本目標4 まちの魅力を発信し、新しいひとの流れと
つながりをつくる

Ⅶ  S DG s（持続的な開発目標）についてⅦ  S DG s（持続的な開発目標）について

総合戦略の基本目標とSDGs目標の関係2

基本目標 関連するSDGsゴール
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　農業経営を行うために農地を取得できる法人。
平成28年の農地法改正により、「農業生産法人」
から「農地所有適格法人」に名称変更となった。

な行

は行

ま行

農地所有適格法人

　行政等の計画案を公表し、この計画案に対し
て広く公に(＝パブリック)、 意見・情報・改善案な
ど（=コメント）を求める手続きのこと。

パブリックコメント

　事業活動における生産管理や品質管理などの
管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計
画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action
（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を
継続的に改善する。

PDCAサイクル

　域内を主たる販売市場としている産業で、建設
業、小売業、対個人サービス、公共的サービス、公
務、金融保険業(支店、営業所)、 不動産業などが
該当。

非基盤産業

　災害発生時において自ら避難することが困難
であり、円滑かつ迅速な避難を行うにあたり、特
に支援を要する人。

避難行動要支援者

　Public Relationsの略。企業体や官公庁が事
業内容などの公共的価値を大衆や関係方面によ
く知ってもらい、その信頼・協力を強めようとする
宣伝広告活動。

PR（ピーアール）

　国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環
境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承な
ど、農村で農業生産活動が行われることにより
生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以
外の多面にわたる機能。

農業の多面的機能

　公営住宅の入居収入基準（月額所得が
158,000円以下）を超えるため、一般の公営住
宅に入居できない中堅所得者向けに町が建設し
た賃貸住宅。

特定公共賃貸住宅

　地方交付税のうち、基準財政需要額（町の必
要経費）に対し、基準財政収入額（町税等の収
入見込額）が不足する額を基準に交付される
もの。

普通交付税（関連：地方交付税）

　自治体への寄附金。個人が2,000円を超え
る寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度
が還付、控除される。

ふるさと納税（関連：企業版ふるさと納税）

　「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレス
に対する回復力が低下した状態」を表す
「frailty」の日本語訳として日本老年医学会が
提唱した用語。要介護状態に至る前段階とし
て位置づけられるが、身体的脆弱性のみなら
ず精神心理的脆弱、性や社会的脆弱性などの
多面的な問題を抱えやすく、自立障がいや死
亡を含む健康障がいを招きやすいハイリスク
状態を意味する。

フレイル

　IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビックデータ
などSociety 5.0 の実現に向けた技術。

未来技術（関連：Society5.0）

　少子高齢化の進行に的確に対応し、人口の
減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人
口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で
住みよい環境を確保して、将来にわたって活力
ある日本社会を維持していくための法律。平
成26（2014）年12月に施行された。

まち・ひと・しごと創生法（関連：地方創生）

　消費者の購買意欲を喚起するための活動。
プロモーション

　不妊治療のうち、医療費の高額な体外受精及
び顕微授精を指す。国及び都道府県から医療費
の一部助成が行われており、これに上乗せする形
で佐々町でも助成を行っている。

特定不妊治療（関連：一般不妊治療）

　都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村
が設置管理している公園。

都市公園

　佐世保市を中心に佐賀県の自治体（伊万里市・
有田町）を含む12市町で形成される連携中枢都
市圏 (※平成31（2019）年に形成され、佐々町は
令和２（2020）年から加入)。 「連携中枢都市圏」
とは、近隣の市町と連携して、行政サービスにか
かる費用を節減するなど、スケールメリットを活
かした取組を進めるための枠組み。

西九州させぼ広域都市圏

　経営規模の拡大や集約化、複合化などによって
魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農
業法人を含む)。 農業経営改善計画の提出によっ
て市町村が認定する。

認定農業者

　幼児・高齢者などの社会的弱者に対し、その保
護・養育義務を果たさず放任する行為。最近は、
本人自身の基本ニーズ（衛生面、服飾面、食事な
ど）を顧みない行為について、セルフ・ネグレクト
と称することもある。

ネグレクト

　農業集落からのし尿、生活雑排水または雨水
を処理する施設を整備する事業。

農業集落排水事業

　児童が、小学校から中学校への進学において、
新しい環境での学習や生活になじめずに、不登
校になったりする問題。

中１ギャップ（関連：小１プロブレム）

　Domestic Violence（ドメスティック・バイオ
レンス）の略。明確な定義はないが、日本では「配
偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった
者から振るわれる暴力」という意味で使用される
ことが多い。

DV（ディーブイ）

　日本糖尿病学会が発行する、患者本人と、関係
する医療機関や医療関係者とが検査結果や治療
方針を共有でき、糖尿病連携をスムーズに行うた
めの手帳。

糖尿病連携手帳

　特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症
リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病
の予防効果が多く期待できる人に対して、専門ス
タッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を
見直すためのサポートを行うこと。

特定保健指導
（関連：特定健康診査、生活習慣病）

　各保険者が40歳から74歳までの加入者に対
し実施することが義務付けられるメタボリックシ
ンドロームの予防と解消を目的とした健康診査。

特定健康診査
（関連：若年層健康診査、特定保健指導）

　身体障がい、知的障がい、精神障がい等の
様々な障がいのある人も移動しやすく生活
しやすいまちづくり。

ユニバーサルデザインのまちづくり

や行
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都市公園

　佐世保市を中心に佐賀県の自治体（伊万里市・
有田町）を含む12市町で形成される連携中枢都
市圏 (※平成31（2019）年に形成され、佐々町は
令和２（2020）年から加入)。 「連携中枢都市圏」
とは、近隣の市町と連携して、行政サービスにか
かる費用を節減するなど、スケールメリットを活
かした取組を進めるための枠組み。

西九州させぼ広域都市圏

　経営規模の拡大や集約化、複合化などによって
魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農
業法人を含む)。 農業経営改善計画の提出によっ
て市町村が認定する。

認定農業者

　幼児・高齢者などの社会的弱者に対し、その保
護・養育義務を果たさず放任する行為。最近は、
本人自身の基本ニーズ（衛生面、服飾面、食事な
ど）を顧みない行為について、セルフ・ネグレクト
と称することもある。

ネグレクト

　農業集落からのし尿、生活雑排水または雨水
を処理する施設を整備する事業。

農業集落排水事業

　児童が、小学校から中学校への進学において、
新しい環境での学習や生活になじめずに、不登
校になったりする問題。

中１ギャップ（関連：小１プロブレム）

　Domestic Violence（ドメスティック・バイオ
レンス）の略。明確な定義はないが、日本では「配
偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった
者から振るわれる暴力」という意味で使用される
ことが多い。

DV（ディーブイ）

　日本糖尿病学会が発行する、患者本人と、関係
する医療機関や医療関係者とが検査結果や治療
方針を共有でき、糖尿病連携をスムーズに行うた
めの手帳。

糖尿病連携手帳

　特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症
リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病
の予防効果が多く期待できる人に対して、専門ス
タッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を
見直すためのサポートを行うこと。

特定保健指導
（関連：特定健康診査、生活習慣病）

　各保険者が40歳から74歳までの加入者に対
し実施することが義務付けられるメタボリックシ
ンドロームの予防と解消を目的とした健康診査。

特定健康診査
（関連：若年層健康診査、特定保健指導）

　身体障がい、知的障がい、精神障がい等の
様々な障がいのある人も移動しやすく生活
しやすいまちづくり。

ユニバーサルデザインのまちづくり

や行
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政策目標2 . 2 豊かな生活を支える基盤が整っているまち 政策目標3 .1 地域経済を担う農業や商工業が育っているまち

戦略目標2.2.3「おいしく安全な水を供給する」については、一定の成果がみられています。今後
も、漏水調査や施設更新等を行うことを通じて、安定した原水の確保を図っていきます。
戦略目標2.2.1「身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する」については、他の
事業との関連もあり、その多くの指標において目標を達成できていませんが、引き続き各種計
画等に基づいて順次対策を講じていきます。

戦略目標3.1.1「消費者ニーズに対応した魅力ある農林水産物を生産・供給する」については、一
定の成果がみられています。今後も、認定農業者数、新規就農者の確保に向けて、関係機関との
連携を図っていきます。
戦略目標3.1.2「新しいビジネスや地域に密着した産業を育成し、雇用を創出する」については、
その多くの指標において、目標を達成できていません。今後、平成30年度に創設した創業支援
融資制度等を活用しながら、支援機関とも連携しつつ、新規事業者を支援しやすい体制を整備
していきます。

○

○

○

○
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皿山公園の菖蒲園

ら行

　年齢にともなって変化する生活段階。人間の
一生における出生から、就学、就職、結婚、出産、
子育て、リタイアなど、人生の節目によって生活
スタイルが変わることや、これに着目した考え方
をいう。

ライフステージ

　電気、ガス、上下水道、電話、通信など、都市生
活や都市活動を支えるために地域にはりめぐら
されている供給処理・情報通信の施設。

ライフライン

　療育（発達支援）に特化した専門科目。
※発達支援とは、身近な地域で、その子の発達特
性に応じた支援を受けられるようにすること。

療育専門外来

　計画を進めるにあたって、毎年度、修正や補完
を行いながら、社会経済状況の変化や事業の実
施状況に対応し、計画と現状とのかい離を調整す
る方法。

ローリング方式

　医療機関が保険者（市町村、健康保険組合な
ど）に請求する医療報酬の詳細を記した明細書。
患者の個人情報(氏名・性別・生年月日など)、健
康保険への加入情報、診療詳細（医療機関名、病
名、診療点数など）などが記載されている。

レセプト

　企業や団体の従業員や職員が、事業所や事務
所以外の遠隔の場所（自宅やカフェ、コワーキン
グスペースなど）で業務を行うこと。

リモートワーク
（関連：コワーキングスペース）
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第６次佐々町総合計画構成のイメージ図

わ行

　「仕事と生活の調和」のことであり、これが実現
された社会では、一人一人がやりがいや充実感を
感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、
中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現することができる。

ワークライフバランス

第6次佐々町総合計画の振り返り検証2
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基本目標1
ずっと住みたい、
住みたくなる
暮らしづくり

基本目標2
自然とまちが
融合する
顔づくり

基本目標3
まちの発展を支え
元気に働ける
仕事づくり

基本目標4
手と手をつなぎ
未来をつくる
協働のまちづくり
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政策目標3 . 2 多くの人が訪れ、交流しているまち 政策目標4 . 2 自立的な行財政運営を行なっているまち

政策目標4 .1 町民と行政が協働し、地域の課題解決を進めているまち

政策目標全体を通して、その多くの指標において、目標を達成できていません。SNSフォロワー
数に関しては、地域おこし協力隊の卒業等による影響から目標値を大きく下回る結果となりま
した。他方、年間観光入込客数に関しては、春のストロベリーフェスティバル、秋のサザンフェス
おさんぽマルシェが定着しつつあることにより、イベント来場者の増加が見込まれますが、引き
続き、観光協会のホームページをはじめ、広報紙等の媒体も活用し、情報発信・広報活動をさら
に充実させていきます。

戦略目標4.2.4「健全な財政運営を行なう」については、一定の成果がみられています。今後も、
町税の適正賦課徴収や使用料の適正化などにより、自主財源の確保を図っていきます。
戦略目標4.2.2「自立した町民活動を支援し、まちづくりへの町民参画機会を広げる」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。本町の現状を把握したうえで、成
果指標の見直し、ひいては事業の見直しも含めて検討していく必要があります。

戦略目標4.1.1「身近な課題を解決する地域コミュニティを育てる」については、一定の成果がみ
られています。他方で、自治会加入率は年々に低下傾向にあるなど、地域コミュニティの希薄化
が進んでいるとも考えられます。引き続き、地域コミュニティ活動の活発化に向けて、行政とし
ての支援を講じていく必要があります。

○

○

○

○
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　町民等と町の協働による快適なまちづくりを
推進するため、町が管理する道路・公園・河川等
を対象とした美化清掃作業等の愛護活動を継続
して行うボランティア団体。

あ行

愛護団体

　佐々町地域包括支援センターに登録をした介
護予防ボランティアが、通所型・訪問型のボラン
ティア活動を行う。通所型は2時間1スタンプ、訪
問型は30分1スタンプが押印される。4月1日から
翌年3月31日までの活動実績に応じたスタンプ
数が、1スタンプ200円に算定され、交付申請に
応じて評価ポイント交付金に交換される。年間最
大300ポイントとする。

か行

介護ボランティアポイント制度

　移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交
流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関
わる人々のことを指す。地方圏は、人口減少・高齢
化により、地域づくりの担い手不足という課題に
直面しているが、地域によっては若者を中心に、
変化を生み出す人材が地域に入り始めており、
「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づく
りの担い手となることが期待されている。

関係人口（関連：交流人口）

　し尿等の生活排水を微生物の働きなどを利
用して浄化する施設を浄化槽というが、し尿だ
けを浄化する単独浄化槽に対し、し尿と炊事、
風呂、洗濯などの排水を併せて浄化する施設の
ことをいう。

合併処理浄化槽

　コミュニティスクール（学校運営協議会制度）
の中心となる協議会で、学校の所在する地域住
民や保護者などで構成され、学校運営への必要
な支援に関する協議などを行っている。学校運
営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体と
なって特色ある学校づくりを目指すことを目的
としている。

学校運営協議会

　不妊治療のうち、特定不妊治療を除くもの。この
うち医療保険の適用外となっている体外受精の医
療費に対し、佐々町で一部助成を行っている。

一般不妊治療（関連：特定不妊治療）
　観光客を集客するための手段の総称。佐々町
では、佐々川の河津桜や皿山公園などの観光地、
三大花まつりなどのイベントを指す。

観光コンテンツ

　望ましい職業観・勤労観、職業に関する知識や
技能を身に付けさせ、自己の個性を理解し、主体
的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。

キャリア教育

　Quality of Life（生活の質）の略。高齢者や治
療・療養者などの肉体的・精神的・社会的・経済的
すべてを含めた生活の質を意味する。疾病などに
より、これまでと同じような生活ができなくなっ
た場合にも、自分らしく納得のいく生活の質の維
持を目指すという考え方。

QOL（キューオーエル）

　これまで必ずしも十分に社会参加できるよう
な環境になかった障がい者などが、積極的に参
加・貢献していくことができる社会のことであり、
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々
の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型
の社会。

共生社会

　行政改革の不断の取組として、効率的かつ効
果的な町政運営実現のため、事務事業につい
て、妥当性・有効性・効率性などの観点から評価
し、その結果を政策決定や予算編成等に反映す
る制度。

行政評価（制度）

　地方公共団体が行う地方創生の取組に対す
る企業の寄附について、法人関係税を税額控除
する制度。

企業版ふるさと納税
（関連：ふるさと納税、地方創生）　公的機関や専門職による制度に基づく介護

サービスや支援（フォーマルサービス）以外の支
援。具体的には、家族、近隣、友人、民生委員、ボラ
ンティア、非営利団体（NPO)などの制度に基づ
かない援助などが挙げられる。

インフォーマルサービス

　Assistant Language Teacherの略。主に英
語を母国語とする若者を外国から招致し、小中
学校の英語授業に参加させることで、生の英語や
外国人とのふれ合いを高め、国際感覚を育てるた
めの人材。

ALT（エーエルティー）

　ソーシャルネットワーキングサービス(Social 
Networking Service)の略。人と人とのつなが
りを通じて新たな人間関係を築く場をウェブサイ
トで提供する会員制サービス。

SNS（エスエヌエス）

Sustainable
Development
Goals（持続的な開発目標）の略。
　平成27（2015）年9月の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
にて記載された平成28（2016）年から令和12
（2030）年までの国際目標で、持続可能な世界を
実現するための17のゴール・169のターゲットから
構成され、地球上の誰一人として取り残さない
（leave no one behind）ことを誓っている。

SDGs（エスディージーズ）

　九州北部の神社で行われている秋の祭礼行事
のひとつ。全国的には、長崎くんち、博多くんち、
唐津くんちが有名だが、佐々町では、10月8日に
小浦くんち、9日に佐々くんち、11日に市瀬くんち
が開催され、秋の恒例行事となっている。

おくんち

　情報通信技術。知識やデータといった情報
（ I n f o r m a t i o n ）を適切に他者に伝達
（Communication）するための技術
(Technology)。

ICT（アイシーティー）

　学校における教員のICT活用（授業、校務、教
員研修等）をサポートすることにより、ICTを活用
した授業等を教員がスムーズに行うための支援
を行う人材。

ICT（アイシーティー）支援員

　長期間にわたって新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらに
は近距離での会話への対策を、これまで以上に
日常生活に定着させ、持続させる生活様式。

新しい生活様式

　高齢者ができる限り要介護状態に陥ることな
く、健康でいきいきとした生活を送れるように支
援することを目指し、高知県高知市で開発された
体操。筋力運動をメインとしており、日常生活で
必要とされる動作とそれらに必要な筋力を向上
させることを目的としている。

いきいき百歳体操

　鴨川免に所在する江戸時代の窯跡。瀬戸焼の
磁祖と呼ばれる加藤民吉が修行した地である。
昭和25（1950）年4月に長崎県指定文化財に指
定された。

市の瀬窯跡

用語集1
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政策目標1.1 誰もが健康に暮らしているまち 政策目標1. 2 みんなが支えあって暮らしているまち

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。今後も、町内ウォーキングコースの周知
を図るとともに、広報紙を活用した体力づくりについての啓発を実施することなどを通じて、町
民一人一人が健康づくりを進められるよう、更なる充実を図っていきます。

戦略目標1.2.1「安心して出産・子育てができる環境をつくる」については、一定の成果がみられ
ています。今後は、療育専門外来新設に向けて専門医師の確保に努め、療育相談事業の更なる
機能拡充を図っていきます。
戦略目標1.2.3「障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるまちづくりを進め
る」については、すべての指標において、目標を達成できていません。今後はどのようなニーズが
あるかの把握に努めるとともに、事業の見直しを含めて検討していく必要があります。

達成状況の評価判定

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

○ ○

○
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達成状況の評価判定

第１期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略構成のイメージ図

基本目標１ 暮らしを支える雇用を佐々町内に創出する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に戦略的取組
1-2-1「新たなビジネスの創出」については、目標値からの乖離がみられます。他方で、新規起業・
創業者支援に関しては、商工会において、創業検討者向けイベントや創業支援塾、空き店舗調査
等を実施したことにより、少しずつ創業者を引き込める環境が整いつつあります。今後も、PR活
動の充実をはじめ、新たな雇用を創出するための取組を加速させていく必要があります。

第1期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略の振り返り検証3

○

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

 

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標町の基本目標

基本目標1
暮らしを支える雇用を
佐々町に創出する

基本目標2
色んな世代が交流する
新しいひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえ、

子育てのしやすい環境を高める

基本目標4
豊かな地域コミュニティが息づく
安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標5
全員参加型のまちづくりを

進める

国の基本目標

基本目標1
地方における安定した
雇用を創出する

基本目標2
地方への新しい
ひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

基本目標4
時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

24取組10目標5目標4目標
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　同じ目的のために、対等の立場で協力して共に
働くこと。

協働

　平成30（2018）年度の制度改正により、都道
府県が国民健康保険の安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等において中心的な役割を
担うこととなった。市町村は、地域住民と身近な
関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、
賦課・徴収、保健事業など、地域におけるきめ細
かい事業を引き続き担っている。

さ行
国民健康保険制度改革

　妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポー
トを提供するため、令和２（2020）年度から健康
相談センター内に設置した窓口。妊娠・出産・育
児に関連する不安な気持ちを持った町民が安心
して出産し子育てができるよう、保健師等の専門
職や関係機関のスタッフが連携して、総合的なサ
ポートを行う。
通称「ぽっかぽか」

子育て世代支援センター

　独立して働くフリーランスや起業家、企業に所
属していても働く場所を自由に選択しながら仕事
をするノマドワーカーなどが事務所設備や会議
スペースなどを共有し、それぞれの仕事を行う共
有オフィス環境およびそれを提供するサービス。

コワーキングスペース

　様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々
が、相互に理解を深めること。

心のバリアフリー

　各小中学校に配置された児童生徒の心のケ
アを行う相談員。

心の教室相談員

　平成13（2001）年６月から始まった、子ども
たちの心のねっこを育てるために、大人のあり
方を見直し、みんなで子どもを育てる長崎県の
県民運動。

ココロねっこ運動

　Reduce（リデュース）ゴミを減らす、Reuse（リ
ユース）再利用する、Recycle（リサイクル）再び
資源として利用する３Rに、不要なものは買わな
いRefuse(リフューズ)、修理して長く使い続ける
Repair（リペア）を加えた５つの英語の頭文字を
表したもの。

５R（５アール）

　地方公共団体の財政力の強弱を示すものであ
り、一般財源必要額に対して町税等の一般財源
収入額がどの程度確保されているかを図るもの
で、指数が高いほど自主財源の割合が高く、１
以上の地方公共団体は普通交付税が交付され
ない。

財政力指数（関連：普通交付税）

　学校・家庭・地域の三者が連携して、佐々の子
どもたちの育ちを応援する組織で、平成25
（2013）年に発足した。「あいさつ日本一・マ
ナーアップ運動」を強化活動に掲げ、子どもたち
の登下校時の見守り活動等を地域ぐるみで行っ
ている。

佐々っ子応援団
　公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進
するための計画。老朽化の状況や利用状況等と
いった施設の状況、人口の見通し、維持管理・更
新等に係る中長期的な経費や財源の見込みにつ
いて、現状や課題を客観的に把握・分析したうえ
で、施設全体の管理に関する基本的な方針を策
定したもの。

公共施設等総合管理計画

　その年次の15～49歳までの女性の年齢別出
生率を合計したもの。

合計特殊出生率

　町が国や金融機関などから借り入れた地方債
（借入金）の償還（返済）に使われる費用で、元金
と利子（元利償還金）からなる。

公債費

　明治35（1902）年、佐賀県西有田町（現有田
町）曲川の桃谷自牽和尚が、神田に来て正福寺門
徒に伝えたもので、古老から若い世代へ伝承され
ている古典邦楽である。
　昭和57（1982）年10月に町指定文化財に指定
されている。

神田雅楽

　観光などでその地域に訪れる人々。その地域
に住んでいる定住人口や居住人口に対する概念。

交流人口（関連：関係人口）

　財政構造の弾力性を測定する指標。低ければ
低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使
えるお金が多くあることを示す。

経常収支比率

　Key Performance Indicatorの略。行政や
企業などの組織の目標を達成するための重要な
業績評価の指標。達成状況を定点観測すること
で、目標達成に向けた組織のパフォーマンスの動
向を把握できるようになる。仮に、目標値から
ギャップが生まれた場合には、組織行動が当初想
定の方向に向かっていないことを意味し、活動の
修正が必要となる。

KPI（重要業績評価指標）

　高齢者や障がい・介護の有無を問わず、誰もが
生涯現役の生きがいを感じられる活動の場をつ
くり、また、誰もが安心して集うことができる居
場所をつくることを目的とし、通所型・訪問型で
活動されている住民主体の任意団体。

元気カフェ・ぷらっと

　健康寿命の延伸を目的として、平成27（2015）
年3月に佐々町健康増進計画及び佐々町食育推
進計画を一体的に策定したもの。

健康さざ21

　日常生活に制限のない期間。平均寿命から寝
たきりや認知症など介護状態の期間を差し引い
た期間。

健康寿命

　｢自分たちの地域は自分たちで守る｣という意
識に基づき、地域住民が自発的に、初期消火、
救出・救護、集団避難、給水・給食などの防災活
動を行う団体(自治会単位の組織)。

自主防災組織

　自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守る
こと、または備えること。共助とは、近隣が互い
に助け合って地域を守ること、または備えるこ
と。公助とは、町をはじめ警察・消防・ライフライ
ンを支える各社による応急・復旧対策活動。

自助 共助 公助

　借入金（町債）の返済額及びこれに準じる額
の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す
比率で、この数値が小さければ実質的な借入
金が少なく、資金繰りの影響が少ないことを示
している。

実質公債費比率

　企業または団体の本拠から離れたところに
設置されたオフィス。

サテライトオフィス

　戦略目標を実現するための具体的な個々
の事業。

事務事業（関連：基本目標、戦略目標）

　若い世代（30才代）から自分の健康状態を把握
し、早期に改善して将来の生活習慣病の予防に
つなげるための健康診査。

若年層健康診査（関連：特定健康診査） 資
料
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政策目標1. 3 災害に強く、生活の安全が守られているまち 政策目標1. 4 未来を担う子ども達が育っているまち

戦略目標1.3.1「まちの防災力を高め、被害を最小限にとどめる」については、一定の成果がみら
れています。今後も、自主防災組織運営マニュアルによる育成等を行い、町内会による活動差の
解消に努めるなどして、まち全体の防災力の向上に向けて、更なる充実を図っていきます。ま
た、床上浸水戸数については、令和３年に雨水支線整備工事の実施を予定しているなど、本工事
の完成を通じて、浸水リスクを軽減していきます。

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に戦略目標1.4.1「『生きる力』を育む
学校教育を充実する」に関しては、ICT教育環境の整備や空調設備設置等を行ったことにより、
安定した満足度を得られていると考えられますが、今後も更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.4.2「学校・家庭・地域が連携協力し子どもの教育を充実する」については、今後、参
加者数の増加だけでなく、満足度等も把握するよう努め、より一層取組を充実させていく必要
があります。

○ ○

○
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た、床上浸水戸数については、令和３年に雨水支線整備工事の実施を予定しているなど、本工事
の完成を通じて、浸水リスクを軽減していきます。

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に戦略目標1.4.1「『生きる力』を育む
学校教育を充実する」に関しては、ICT教育環境の整備や空調設備設置等を行ったことにより、
安定した満足度を得られていると考えられますが、今後も更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.4.2「学校・家庭・地域が連携協力し子どもの教育を充実する」については、今後、参
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○ ○
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基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子育てのしやすい環境を高める基本目標2 色んな世代が交流する新しいひとの流れをつくる

基本目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に、戦略的取組3-1-1「結婚・妊娠・出
産・育児までの一貫した支援」において、就学前の転入世帯数が目標値を上回るなかで、戦略的
取組3-1-2「安心して子育てできる環境づくり」において、待機児童数が発生していないことか
ら、基本目標全体としての施策が機能していることが確認できます。今後も、子育てしやすい環
境整備を継続していきます。
具体的な取組に至らなかった事業もあることから、子育て世代のニーズの把握に努めつつ、既存
事業との関係性も踏まえ、事業の見直しも含めて、取組内容を検討していく必要があります。

戦略的取組2-1-3「高齢者の活躍の場づくり」については、一定の成果がみられています。「いき
いき百歳体操」の展開や「元気カフェぷらっと」の活動の広がりにより、住民主体の介護予防・地
域づくりを推進できているものと考えられます。今後も、こうした取組を推進していきます。
戦略的取組2-2-1「コミュニティが生まれやすい住まいづくり」については、その多くの指標にお
いて、目標を達成できていません。今後も、商工会等と連携しながら、取組を加速させていく必
要があります。

○

○

○

○
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　人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことの
できる新しいタイプのスポーツクラブで、子ども
から高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好
する人々が(多種目)、初心者からトップレベルま
で、それぞれの志向・レベルに合わせて参加でき
る(多志向)、という特徴を持ち、地域住民により
自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。

た行

総合型地域スポーツクラブ

　松瀬免に所在する弥生時代の墓跡。支石墓は、
縄文末期から弥生初期にかけて、稲作と同じころ
に渡来したもので、稲作文化の薫り高い遺跡と
なっている。
　昭和33（1958）年6月に長崎県指定文化財に
指定された。

狸山支石墓群

　地域の高齢者や住民が気軽に集まることで、見
守りや閉じこもりの防止、また、仲間づくりや社会
参加を目的として行われる居場所づくり事業。

地域サロン（関連：地域まるごとサロン）

　日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政
は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担う
ようにするとともに、地域住民が自らの判断と責
任において地域の諸課題に取り組むことができ
るようにするための改革。

地域主権改革

　女性も男性も、個性や能力を発揮し、自分らし
く生きることのできる社会。

男女共同参画社会

　IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビックデータ
等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取
り入れ、格差なく、多様なニーズにきめ細やかに
対応したモノやサービスを提供し、経済発展と
社会的課題の解決を両立する社会。

Society5.0（ソサイエティ5.0）

　「私達の健康は、私達の手で」をスローガンに、
食を通した健康づくり活動を行う、全国組織のボ
ランティア。健康づくりの3本柱である栄養・運
動・休養を基本とした、適切な食生活の普及、住
みよい健康で文化的なまちづくりを目指し、活動
を行っている。

食生活改善推進委員

　地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援することを目的として、①介護
予防事業のマネジメント、②介護保険外のサー
ビスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相
談・支援、③被保険者に対する虐待の防止、早
期発見等の権利擁護事業、④支援困難ケースへ
の対応などケアマネジャーへの支援の４つの事
業を地域において一体的に実施する役割を担
う中核拠点として設置されるもの。

地域包括支援センター

　令和３（2021）年度から実施する、地域の集
会所、公民館を利用した、地域の住民の方が誰
でも参加できる地域サロン。

地域まるごとサロン（関連：地域サロン）

　国内の地域で生産された農林水産物(食用
に供されるものに限る。)を、その生産された
地域内において消費する取組。食料自給率の
向上に加え、直売所や加工の取組などを通じ
て、6次産業化にもつながる。

地産地消

　本来、地方の税収入とすべきであるが、団体
間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団
体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障
する見地から、国税として国が代わって徴収
し、一定の合理的な基準によって再配分するも
の。「国が地方に代わって徴収する地方税」と
いう性格を持っている。

地方交付税（関連：普通交付税）

　スポーツ推進のために、教育委員会規則の定
めるところにより、スポーツの推進のための事業
の実施に係る連絡調整ならびに、住民に対するス
ポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指
導、助言を行う非常勤職員。

スポーツ推進委員

　行政活動の成果（政策の成果）を測る指標。受
益者（町民）の観点から捉えた具体的な効果や効
用を基準としている。

成果指標

　職場における性的な言動に対する他の従業員
の対応などにより 当該従業員の労働条件に関し
て不利益を与えること又は性的な言動により他
の従業員の就業環境を害 すること。

セクシャル・ハラスメント

　町が目指すまちづくりの方向性や目的を示し
た基本目標を実現するための方策や対策。

戦略目標（関連：基本目標、事務事業）

　集落など地縁的にまとまりのある一定の地域
内の概ね過半の農家が、農地利用あるいは農業
生産過程の一部、または全部についての共同化・
統一化に関する合意の下に実施される営農形態。

集落営農

　廃棄物等の発生を抑制し(ごみをなるべく出さ
ず)、廃棄物等のうち有益なものは資源として活
用し(ごみをできるだけ資源として使い)、適正な
廃棄物の処理(使えないごみはきちんと処分)を
行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷をできる限り減らす社会。

循環型社会

　小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動
がとれない、授業中に椅子に座っていられないな
ど、小学校の生活になかなかなじめない状況に
なること。

小１プロブレム（関連：中１ギャップ）

　国立社会保障・人口問題研究所による人口推
計などを基に、町として将来のある時点における
目指すべき人口を示すもの。

将来展望人口

　一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実
現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、
自らの食について考える習慣や食に関する様々
な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付け
るための学習等の取組。

食育

　認定農業者をはじめとする地域農業の担い手
の育成・確保を図ることを目的に、全国、都道府
県、地域の各段階において、関係する農業団体、
地方公共団体等で構成されている組織。担い手
に対する支援活動を総合的に実施する。

地域農業担い手総合支援協議会
（関連：認定農業者） 　少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ
の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地
域で住みよい環境を確保して、将来にわたっ
て活力ある日本社会を維持していくことを目
指すもの。

地方創生
（関連：まち・ひと・しごと創生法）

　行政機構において、新しい予算や事業、組織
等の新設を行う場合、肥大化を防ぐために、既存
の予算や事業、組織を廃止すること。

スクラップ＆ビルド

　食事や運動、ストレス、喫煙、飲酒などの生活習
慣がその発症・進行に深く関与する病気の総称。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心臓病、脳
卒中などがある。

生活習慣病
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政策目標1. 5 生きがいをもって学び、楽しんでいるまち 政策目標2 .1 自然環境と都市機能のバランスが取れているまち

戦略目標1.5.3「歴史や文化財、伝統文化を守り、育てる」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、郷土史学習の機会の更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.5.2「誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。今後、サン・ビレッジさざ等を活か
しながら、「ジョギングフェスティバルinさざ」をはじめとしたスポーツイベントの更なる充実を
図っていく必要があります。

戦略目標2.1.2「ごみの減量化・資源化を進め、環境負荷の少ないスタイルを確立する」について
は、一定の成果がみられています。今後も、事業所へのごみ減量の啓発活動を推進することによ
り、ごみ排出量の更なる削減を図っていきます。
戦略目標2.1.4「まちの中心にふさわしい機能の充実を図る」については、目標を達成できてい
ません。今後、本町の置かれている状況を把握するとともに、適切なKPIの設定を検討していく
必要があります。

○

○

○

○
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政策目標1. 5 生きがいをもって学び、楽しんでいるまち 政策目標2 .1 自然環境と都市機能のバランスが取れているまち

戦略目標1.5.3「歴史や文化財、伝統文化を守り、育てる」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、郷土史学習の機会の更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.5.2「誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。今後、サン・ビレッジさざ等を活か
しながら、「ジョギングフェスティバルinさざ」をはじめとしたスポーツイベントの更なる充実を
図っていく必要があります。

戦略目標2.1.2「ごみの減量化・資源化を進め、環境負荷の少ないスタイルを確立する」について
は、一定の成果がみられています。今後も、事業所へのごみ減量の啓発活動を推進することによ
り、ごみ排出量の更なる削減を図っていきます。
戦略目標2.1.4「まちの中心にふさわしい機能の充実を図る」については、目標を達成できてい
ません。今後、本町の置かれている状況を把握するとともに、適切なKPIの設定を検討していく
必要があります。

○

○

○

○

 

 

 

 

資
料
編

資料編資料編

157 158

基本目標5 全員参加型のまちづくりを進める基本目標4 豊かな地域コミュニティが息づく安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に、ふるさと納税
件数に関しては、地方税法の改正に伴う返礼品の適用範囲の厳格化により、寄附額の大幅な減
少となったため、今後、魅力ある返礼品の開拓を進めるなどして、寄附額の増額につながる取組
を実施していく必要があります。

戦略的取組4-1-1「歩き回れる、魅力あるまちなかの創出」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、補助金等を通じた松浦鉄道の安全運行、利便性向上の支援等を継続していきます。
戦略的取組4-2-3「防犯・防災性の高い地域づくり」についても、一定の成果がみられています。
今後も「国土強靭化地域計画」をはじめとした各種計画に基づき、総合的な防災・減災対策を推
進していきます。

○

○
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　農業経営を行うために農地を取得できる法人。
平成28年の農地法改正により、「農業生産法人」
から「農地所有適格法人」に名称変更となった。

な行

は行

ま行

農地所有適格法人

　行政等の計画案を公表し、この計画案に対し
て広く公に(＝パブリック)、 意見・情報・改善案な
ど（=コメント）を求める手続きのこと。

パブリックコメント

　事業活動における生産管理や品質管理などの
管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計
画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action
（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を
継続的に改善する。

PDCAサイクル

　域内を主たる販売市場としている産業で、建設
業、小売業、対個人サービス、公共的サービス、公
務、金融保険業(支店、営業所)、 不動産業などが
該当。

非基盤産業

　災害発生時において自ら避難することが困難
であり、円滑かつ迅速な避難を行うにあたり、特
に支援を要する人。

避難行動要支援者

　Public Relationsの略。企業体や官公庁が事
業内容などの公共的価値を大衆や関係方面によ
く知ってもらい、その信頼・協力を強めようとする
宣伝広告活動。

PR（ピーアール）

　国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環
境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承な
ど、農村で農業生産活動が行われることにより
生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以
外の多面にわたる機能。

農業の多面的機能

　公営住宅の入居収入基準（月額所得が
158,000円以下）を超えるため、一般の公営住
宅に入居できない中堅所得者向けに町が建設し
た賃貸住宅。

特定公共賃貸住宅

　地方交付税のうち、基準財政需要額（町の必
要経費）に対し、基準財政収入額（町税等の収
入見込額）が不足する額を基準に交付される
もの。

普通交付税（関連：地方交付税）

　自治体への寄附金。個人が2,000円を超え
る寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度
が還付、控除される。

ふるさと納税（関連：企業版ふるさと納税）

　「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレス
に対する回復力が低下した状態」を表す
「frailty」の日本語訳として日本老年医学会が
提唱した用語。要介護状態に至る前段階とし
て位置づけられるが、身体的脆弱性のみなら
ず精神心理的脆弱、性や社会的脆弱性などの
多面的な問題を抱えやすく、自立障がいや死
亡を含む健康障がいを招きやすいハイリスク
状態を意味する。

フレイル

　IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビックデータ
などSociety 5.0 の実現に向けた技術。

未来技術（関連：Society5.0）

　少子高齢化の進行に的確に対応し、人口の
減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人
口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で
住みよい環境を確保して、将来にわたって活力
ある日本社会を維持していくための法律。平
成26（2014）年12月に施行された。

まち・ひと・しごと創生法（関連：地方創生）

　消費者の購買意欲を喚起するための活動。
プロモーション

　不妊治療のうち、医療費の高額な体外受精及
び顕微授精を指す。国及び都道府県から医療費
の一部助成が行われており、これに上乗せする形
で佐々町でも助成を行っている。

特定不妊治療（関連：一般不妊治療）

　都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村
が設置管理している公園。

都市公園

　佐世保市を中心に佐賀県の自治体（伊万里市・
有田町）を含む12市町で形成される連携中枢都
市圏 (※平成31（2019）年に形成され、佐々町は
令和２（2020）年から加入)。 「連携中枢都市圏」
とは、近隣の市町と連携して、行政サービスにか
かる費用を節減するなど、スケールメリットを活
かした取組を進めるための枠組み。

西九州させぼ広域都市圏

　経営規模の拡大や集約化、複合化などによって
魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農
業法人を含む)。 農業経営改善計画の提出によっ
て市町村が認定する。

認定農業者

　幼児・高齢者などの社会的弱者に対し、その保
護・養育義務を果たさず放任する行為。最近は、
本人自身の基本ニーズ（衛生面、服飾面、食事な
ど）を顧みない行為について、セルフ・ネグレクト
と称することもある。

ネグレクト

　農業集落からのし尿、生活雑排水または雨水
を処理する施設を整備する事業。

農業集落排水事業

　児童が、小学校から中学校への進学において、
新しい環境での学習や生活になじめずに、不登
校になったりする問題。

中１ギャップ（関連：小１プロブレム）

　Domestic Violence（ドメスティック・バイオ
レンス）の略。明確な定義はないが、日本では「配
偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった
者から振るわれる暴力」という意味で使用される
ことが多い。

DV（ディーブイ）

　日本糖尿病学会が発行する、患者本人と、関係
する医療機関や医療関係者とが検査結果や治療
方針を共有でき、糖尿病連携をスムーズに行うた
めの手帳。

糖尿病連携手帳

　特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症
リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病
の予防効果が多く期待できる人に対して、専門ス
タッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を
見直すためのサポートを行うこと。

特定保健指導
（関連：特定健康診査、生活習慣病）

　各保険者が40歳から74歳までの加入者に対
し実施することが義務付けられるメタボリックシ
ンドロームの予防と解消を目的とした健康診査。

特定健康診査
（関連：若年層健康診査、特定保健指導）

　身体障がい、知的障がい、精神障がい等の
様々な障がいのある人も移動しやすく生活
しやすいまちづくり。

ユニバーサルデザインのまちづくり

や行
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政策目標2 . 2 豊かな生活を支える基盤が整っているまち 政策目標3 .1 地域経済を担う農業や商工業が育っているまち

戦略目標2.2.3「おいしく安全な水を供給する」については、一定の成果がみられています。今後
も、漏水調査や施設更新等を行うことを通じて、安定した原水の確保を図っていきます。
戦略目標2.2.1「身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する」については、他の
事業との関連もあり、その多くの指標において目標を達成できていませんが、引き続き各種計
画等に基づいて順次対策を講じていきます。

戦略目標3.1.1「消費者ニーズに対応した魅力ある農林水産物を生産・供給する」については、一
定の成果がみられています。今後も、認定農業者数、新規就農者の確保に向けて、関係機関との
連携を図っていきます。
戦略目標3.1.2「新しいビジネスや地域に密着した産業を育成し、雇用を創出する」については、
その多くの指標において、目標を達成できていません。今後、平成30年度に創設した創業支援
融資制度等を活用しながら、支援機関とも連携しつつ、新規事業者を支援しやすい体制を整備
していきます。

○

○

○

○
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政策目標2 . 2 豊かな生活を支える基盤が整っているまち 政策目標3 .1 地域経済を担う農業や商工業が育っているまち

戦略目標2.2.3「おいしく安全な水を供給する」については、一定の成果がみられています。今後
も、漏水調査や施設更新等を行うことを通じて、安定した原水の確保を図っていきます。
戦略目標2.2.1「身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する」については、他の
事業との関連もあり、その多くの指標において目標を達成できていませんが、引き続き各種計
画等に基づいて順次対策を講じていきます。

戦略目標3.1.1「消費者ニーズに対応した魅力ある農林水産物を生産・供給する」については、一
定の成果がみられています。今後も、認定農業者数、新規就農者の確保に向けて、関係機関との
連携を図っていきます。
戦略目標3.1.2「新しいビジネスや地域に密着した産業を育成し、雇用を創出する」については、
その多くの指標において、目標を達成できていません。今後、平成30年度に創設した創業支援
融資制度等を活用しながら、支援機関とも連携しつつ、新規事業者を支援しやすい体制を整備
していきます。

○

○

○

○
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Ⅰ：人口ビジョン策定の趣旨

　1.人口ビジョン策定の趣旨　
　2.国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

佐々町長期人口ビジョン

Ⅱ：人口の現状分析

　1.人口数・人口構成
　2.世帯数・住まい
　3.人口動態
　4.就業人口・通勤通学人口

Ⅲ：将来人口分析

　1.人口減少段階の分析
　2.将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

Ⅳ：アンケート調査からみた町民の意向分析

　1.町民アンケート調査（令和元年実施）

Ⅴ：人口の将来展望

　1.目指すべき将来の方向性
　2.人口の将来展望

Ⅰ：人口ビジョン策定の趣旨
1.人口ビジョン策定の趣旨　
2.国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

160



ら行

　年齢にともなって変化する生活段階。人間の
一生における出生から、就学、就職、結婚、出産、
子育て、リタイアなど、人生の節目によって生活
スタイルが変わることや、これに着目した考え方
をいう。

ライフステージ

　電気、ガス、上下水道、電話、通信など、都市生
活や都市活動を支えるために地域にはりめぐら
されている供給処理・情報通信の施設。

ライフライン

　療育（発達支援）に特化した専門科目。
※発達支援とは、身近な地域で、その子の発達特
性に応じた支援を受けられるようにすること。

療育専門外来

　計画を進めるにあたって、毎年度、修正や補完
を行いながら、社会経済状況の変化や事業の実
施状況に対応し、計画と現状とのかい離を調整す
る方法。

ローリング方式

　医療機関が保険者（市町村、健康保険組合な
ど）に請求する医療報酬の詳細を記した明細書。
患者の個人情報(氏名・性別・生年月日など)、健
康保険への加入情報、診療詳細（医療機関名、病
名、診療点数など）などが記載されている。

レセプト

　企業や団体の従業員や職員が、事業所や事務
所以外の遠隔の場所（自宅やカフェ、コワーキン
グスペースなど）で業務を行うこと。

リモートワーク
（関連：コワーキングスペース）
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第６次佐々町総合計画構成のイメージ図

わ行

　「仕事と生活の調和」のことであり、これが実現
された社会では、一人一人がやりがいや充実感を
感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、
中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現することができる。

ワークライフバランス

第6次佐々町総合計画の振り返り検証2

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

123取組

将
来
像
　
暮
ら
し
い
ち
ば
ん
！
住
む
な
ら
さ
ざ

基本目標1
ずっと住みたい、
住みたくなる
暮らしづくり

基本目標2
自然とまちが
融合する
顔づくり

基本目標3
まちの発展を支え
元気に働ける
仕事づくり

基本目標4
手と手をつなぎ
未来をつくる
協働のまちづくり

政策目標

基本構想 基本計画 実施計画

11目標

政策目標

政策目標

政策目標

政策目標

政策目標

政策目標

政策目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

34目標
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政策目標3 . 2 多くの人が訪れ、交流しているまち 政策目標4 . 2 自立的な行財政運営を行なっているまち

政策目標4 .1 町民と行政が協働し、地域の課題解決を進めているまち

政策目標全体を通して、その多くの指標において、目標を達成できていません。SNSフォロワー
数に関しては、地域おこし協力隊の卒業等による影響から目標値を大きく下回る結果となりま
した。他方、年間観光入込客数に関しては、春のストロベリーフェスティバル、秋のサザンフェス
おさんぽマルシェが定着しつつあることにより、イベント来場者の増加が見込まれますが、引き
続き、観光協会のホームページをはじめ、広報紙等の媒体も活用し、情報発信・広報活動をさら
に充実させていきます。

戦略目標4.2.4「健全な財政運営を行なう」については、一定の成果がみられています。今後も、
町税の適正賦課徴収や使用料の適正化などにより、自主財源の確保を図っていきます。
戦略目標4.2.2「自立した町民活動を支援し、まちづくりへの町民参画機会を広げる」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。本町の現状を把握したうえで、成
果指標の見直し、ひいては事業の見直しも含めて検討していく必要があります。

戦略目標4.1.1「身近な課題を解決する地域コミュニティを育てる」については、一定の成果がみ
られています。他方で、自治会加入率は年々に低下傾向にあるなど、地域コミュニティの希薄化
が進んでいるとも考えられます。引き続き、地域コミュニティ活動の活発化に向けて、行政とし
ての支援を講じていく必要があります。

○

○

○

○
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政策目標3 . 2 多くの人が訪れ、交流しているまち 政策目標4 . 2 自立的な行財政運営を行なっているまち

政策目標4 .1 町民と行政が協働し、地域の課題解決を進めているまち

政策目標全体を通して、その多くの指標において、目標を達成できていません。SNSフォロワー
数に関しては、地域おこし協力隊の卒業等による影響から目標値を大きく下回る結果となりま
した。他方、年間観光入込客数に関しては、春のストロベリーフェスティバル、秋のサザンフェス
おさんぽマルシェが定着しつつあることにより、イベント来場者の増加が見込まれますが、引き
続き、観光協会のホームページをはじめ、広報紙等の媒体も活用し、情報発信・広報活動をさら
に充実させていきます。

戦略目標4.2.4「健全な財政運営を行なう」については、一定の成果がみられています。今後も、
町税の適正賦課徴収や使用料の適正化などにより、自主財源の確保を図っていきます。
戦略目標4.2.2「自立した町民活動を支援し、まちづくりへの町民参画機会を広げる」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。本町の現状を把握したうえで、成
果指標の見直し、ひいては事業の見直しも含めて検討していく必要があります。

戦略目標4.1.1「身近な課題を解決する地域コミュニティを育てる」については、一定の成果がみ
られています。他方で、自治会加入率は年々に低下傾向にあるなど、地域コミュニティの希薄化
が進んでいるとも考えられます。引き続き、地域コミュニティ活動の活発化に向けて、行政とし
ての支援を講じていく必要があります。

○

○

○

○
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　平成26（2014）年11月、「まち・ひと・しごと創生法」が公布・施行され、本町では、平成27（2015）

年10月に、「佐々町長期人口ビジョン」を策定するとともに、人口減少及び地方創生関連施策に特化

した「佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「第６次佐々町総合計画」とともに一体とし

て推進してきました。

　今般、「第２期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、その前提となる、

「佐々町長期人口ビジョン」について、改訂を行います。

1 人口ビジョン策定の趣旨

2 国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

総合計画および総合戦略と人口ビジョンの関係

人口問題をめぐる現状と
見通し2-1

（1）人口減少の現状と見通し
2008 年に始まった人口減少は、今後加速度
的に進み、2020 年代初めは毎年50万人程度
の減少だが、2040 年代頃には年 90万人程
度の減少にまで加速すると推計されている。
人口減少は、第一段階（若年減少、老年増加）、
第二段階（若年減少、老年維持・微減）、第三段

●

●

●

人口減少問題に取り組む
意義　2-2

（1）人口減少に対する危機感の高まり
平成26（2014）年に民間機関が発表した「消
滅可能性」に関する分析結果は、多くの地方公
共団体や地方関係者に強い衝撃を与えた。
内閣府が、平成26（2014）年に実施した世論
調査においては、９割以上の国民が「人口減少
は望ましくない」と答えており、「政府は人口
減少の歯止めに取り組んでいくべき」とする回
答は７割を超えるなど、人口減少に対する意
識や危機感は浸透している。

●

●

（3）国民の希望とその実現
国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研
という）が実施した「出生動向基本調査」（平
成27（2014）年）によると、結婚した場合の希
望子ども数は男性で1.91人、女性で2.02人。
こうした希望等が叶うとした場合に想定され
る合計特殊出生率を「国民希望出生率」とし
て、一定の仮定に基づく計算を行えば、おおむ
ね1.8程度となることに対し、平成30（2018）
年の合計特殊出生率は1.42となっている。
地域の実情に合わせた取組を通じて、結婚・出
産・子育てに関する国民の希望を実現してい
くことが重要。

●

●

●

●

（2）人口減少が地域経済社会に
　 与える影響
地域社会の担い手が減少するだけでなく、消
費市場が縮小し地方の経済が縮小するなど、
様々な社会的・経済的な課題（生活サービスや
都市機能の維持）が生じる。
この状況が継続すると、人口減少が地域経済

●

●

（2）東京圏への一極集中の
　　現状と見通し
東京圏には日本の総人口の約29%（2018年）
もの人が住んでおり、過度に人口が集中してお
り、欧米などの首都圏の人口比率と比べても
相当程度高い水準。
今日、大幅な転入超過が続いているのは、東
京圏のみ。（2018年年間転入超過数：約 13.6 
万人）
近年は地方でも求人状況は高い水準となって
いるが、若い世代にとって魅力的な仕事が東
京圏に集まっており、就職時に地元に帰るU
ターンなどの動きも減少している。
東京圏は、通勤時間や家賃などの居住にかか
るコストなどで、地方に比べてデメリットを有
している。また、過度な東京圏への一極集中の
進行により、首都直下地震などの巨大災害に
伴う被害が増大するリスクも高まっている。

●

●

●

●

階（若年減少、老年減少）を経て進行するが、東
京都区部や中核市などが「第一段階」であるの
に対し、人口５万人以下の市町村では「第二段
階」、過疎地域市町村では「第三段階」に入って
いる。
地方における人口急減は、若い世代が大量に
流出する「社会減」と、出生率が低下する「自然
減」の両者が相まって生じている。また、地方の
人口が減少し、地方から大都市への人材供給
が枯渇すると、いずれ大都市も衰退する。

の縮小を呼び、地域経済の縮小が更に人口減
少を加速させるという負のスパイラルに陥る
こととなる。
地方では、地域経済社会の維持が重大な局面
を迎える。このまま推移すると、2050年には、
現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下
に減少、２割の地域では無居住化すると推計
されている。

第7次佐々町総合計画

総合戦略

実行計画

基本
構想

人口
ビジョン

目指す将来のまちの姿として「将来像」、将来像実現のため
の施策の基本的な方向を示す「基本目標」から構成される

基本構想（期間：10年）

基本構想に掲げる「将来像」および「基本目標」を達成する
ための政策目標を示し、実行する計画

実行計画（期間：5年）

実行計画のうち、人口減少・地方創生関連施策に特化した
計画

総合戦略（期間：5年）

基本構想とともに、実行計画・総合戦略の前提となる40年
先を見据えた人口の将来展望

人口ビジョン（期間：40年）
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政策目標1.1 誰もが健康に暮らしているまち 政策目標1. 2 みんなが支えあって暮らしているまち

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。今後も、町内ウォーキングコースの周知
を図るとともに、広報紙を活用した体力づくりについての啓発を実施することなどを通じて、町
民一人一人が健康づくりを進められるよう、更なる充実を図っていきます。

戦略目標1.2.1「安心して出産・子育てができる環境をつくる」については、一定の成果がみられ
ています。今後は、療育専門外来新設に向けて専門医師の確保に努め、療育相談事業の更なる
機能拡充を図っていきます。
戦略目標1.2.3「障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるまちづくりを進め
る」については、すべての指標において、目標を達成できていません。今後はどのようなニーズが
あるかの把握に努めるとともに、事業の見直しを含めて検討していく必要があります。

達成状況の評価判定

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

○ ○

○
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達成状況の評価判定

第１期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略構成のイメージ図

基本目標１ 暮らしを支える雇用を佐々町内に創出する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に戦略的取組
1-2-1「新たなビジネスの創出」については、目標値からの乖離がみられます。他方で、新規起業・
創業者支援に関しては、商工会において、創業検討者向けイベントや創業支援塾、空き店舗調査
等を実施したことにより、少しずつ創業者を引き込める環境が整いつつあります。今後も、PR活
動の充実をはじめ、新たな雇用を創出するための取組を加速させていく必要があります。

第1期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略の振り返り検証3

○

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

 

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標町の基本目標

基本目標1
暮らしを支える雇用を
佐々町に創出する

基本目標2
色んな世代が交流する
新しいひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえ、

子育てのしやすい環境を高める

基本目標4
豊かな地域コミュニティが息づく
安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標5
全員参加型のまちづくりを

進める

国の基本目標

基本目標1
地方における安定した
雇用を創出する

基本目標2
地方への新しい
ひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

基本目標4
時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

24取組10目標5目標4目標
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達成状況の評価判定

第１期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略構成のイメージ図

基本目標１ 暮らしを支える雇用を佐々町内に創出する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に戦略的取組
1-2-1「新たなビジネスの創出」については、目標値からの乖離がみられます。他方で、新規起業・
創業者支援に関しては、商工会において、創業検討者向けイベントや創業支援塾、空き店舗調査
等を実施したことにより、少しずつ創業者を引き込める環境が整いつつあります。今後も、PR活
動の充実をはじめ、新たな雇用を創出するための取組を加速させていく必要があります。

第1期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略の振り返り検証3

○

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

 

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標町の基本目標

基本目標1
暮らしを支える雇用を
佐々町に創出する

基本目標2
色んな世代が交流する
新しいひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえ、

子育てのしやすい環境を高める

基本目標4
豊かな地域コミュニティが息づく
安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標5
全員参加型のまちづくりを

進める

国の基本目標

基本目標1
地方における安定した
雇用を創出する

基本目標2
地方への新しい
ひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

基本目標4
時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

24取組10目標5目標4目標
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長期的な展望　2-3

（1）人口の長期的展望
社人研「将来推計人口（平成29（2017）年推
計）」によれば、このまま人口が推移すると、
2060年の総人口は9,284万人にまで落ち込
むと推計されている。
仮に2040年に合計特殊出生率が、人口置換
水準と同程度の値である2.07まで回復する
ならば、2060年に総人口１億人程度を確保
し、その後の2100年前後には人口が定常状
態になることが見込まれる。
若い世代の結婚・出産・子育ての希望が実現す
るならば、我が国の合計特殊出生率は1.8程
度の水準まで向上することが見込まれるた
め、我が国においてまず目指すべきは、特に若
い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現に取
り組み、合計特殊出生率の向上を図ることで
ある。
既に高齢者数がピークを迎えている地方は、
人口流出の歯止めと合計特殊出生率の改善
によって、人口構造が若返る余地が大きく、仮
に合計特殊出生率の全国平均値が2040年ま
でに2.07に回復するとした場合、地方が東京
圏より先行して若返っていくこととなる。

●

●

●

●

（2）地域経済社会の長期的展望
人口構造の若返りは、若い世代の「働き手」が
経済成長の原動力となるとともに、高齢者等
を支える「働き手」の一人当たり負担が低下し
ていく「人口ボーナス」が期待できる。
さらに、高齢者が健康な状態を保ち、経済社
会に参加することができる「健康寿命」が伸
び、高齢期もできる限り就労する「健康長寿社
会」が到来すれば、高齢者の更なる労働力の
確保が期待できる。
グローバル化が急速に進展し、日進月歩で変
化する世界経済の荒波の中では、それぞれの
地域が、独自性を活かし、その潜在力を引き出
すことにより多様な地域社会を創り出してい
くことが基本となる。
そのためには、自らが、将来の成長・発展の種
となるような地域資源を活用し、地域の内に
とどまらず、地域の外からも稼ぐ力を高め、地
域内経済循環の実現に取り組んでいくことが
重要である。
それぞれの地域の潜在力を引き出すために
は、外部の人材を取り込んでいくことに加え、
外に向かって地域を開き、外部の良さを取り
込み、外部と積極的につながっていく必要が
ある。
在留資格「特定技能」の創設に伴って、外国人
住民の更なる増加が見込まれる中で、多様な
価値観や経験、技術を有する海外からの人材
が日本でその能力を一層発揮してもらいやす
くすることや、特定の地域に継続的に多様な
形で関わる関係人口の創出・拡大に取り組む
ことが重要である。

●

●

●

●

●

●
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政策目標1. 3 災害に強く、生活の安全が守られているまち 政策目標1. 4 未来を担う子ども達が育っているまち

戦略目標1.3.1「まちの防災力を高め、被害を最小限にとどめる」については、一定の成果がみら
れています。今後も、自主防災組織運営マニュアルによる育成等を行い、町内会による活動差の
解消に努めるなどして、まち全体の防災力の向上に向けて、更なる充実を図っていきます。ま
た、床上浸水戸数については、令和３年に雨水支線整備工事の実施を予定しているなど、本工事
の完成を通じて、浸水リスクを軽減していきます。

政策目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に戦略目標1.4.1「『生きる力』を育む
学校教育を充実する」に関しては、ICT教育環境の整備や空調設備設置等を行ったことにより、
安定した満足度を得られていると考えられますが、今後も更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.4.2「学校・家庭・地域が連携協力し子どもの教育を充実する」については、今後、参
加者数の増加だけでなく、満足度等も把握するよう努め、より一層取組を充実させていく必要
があります。

○ ○

○
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基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子育てのしやすい環境を高める基本目標2 色んな世代が交流する新しいひとの流れをつくる

基本目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に、戦略的取組3-1-1「結婚・妊娠・出
産・育児までの一貫した支援」において、就学前の転入世帯数が目標値を上回るなかで、戦略的
取組3-1-2「安心して子育てできる環境づくり」において、待機児童数が発生していないことか
ら、基本目標全体としての施策が機能していることが確認できます。今後も、子育てしやすい環
境整備を継続していきます。
具体的な取組に至らなかった事業もあることから、子育て世代のニーズの把握に努めつつ、既存
事業との関係性も踏まえ、事業の見直しも含めて、取組内容を検討していく必要があります。

戦略的取組2-1-3「高齢者の活躍の場づくり」については、一定の成果がみられています。「いき
いき百歳体操」の展開や「元気カフェぷらっと」の活動の広がりにより、住民主体の介護予防・地
域づくりを推進できているものと考えられます。今後も、こうした取組を推進していきます。
戦略的取組2-2-1「コミュニティが生まれやすい住まいづくり」については、その多くの指標にお
いて、目標を達成できていません。今後も、商工会等と連携しながら、取組を加速させていく必
要があります。

○

○

○

○
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基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子育てのしやすい環境を高める基本目標2 色んな世代が交流する新しいひとの流れをつくる

基本目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に、戦略的取組3-1-1「結婚・妊娠・出
産・育児までの一貫した支援」において、就学前の転入世帯数が目標値を上回るなかで、戦略的
取組3-1-2「安心して子育てできる環境づくり」において、待機児童数が発生していないことか
ら、基本目標全体としての施策が機能していることが確認できます。今後も、子育てしやすい環
境整備を継続していきます。
具体的な取組に至らなかった事業もあることから、子育て世代のニーズの把握に努めつつ、既存
事業との関係性も踏まえ、事業の見直しも含めて、取組内容を検討していく必要があります。

戦略的取組2-1-3「高齢者の活躍の場づくり」については、一定の成果がみられています。「いき
いき百歳体操」の展開や「元気カフェぷらっと」の活動の広がりにより、住民主体の介護予防・地
域づくりを推進できているものと考えられます。今後も、こうした取組を推進していきます。
戦略的取組2-2-1「コミュニティが生まれやすい住まいづくり」については、その多くの指標にお
いて、目標を達成できていません。今後も、商工会等と連携しながら、取組を加速させていく必
要があります。

○

○

○

○
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Ⅱ：人口の現状分析
1.人口数・人口構成
2.世帯数・住まい
3.人口動態
4.就業人口・通勤通学人口

　本町の人口は、平成27（2015）年国勢調査では13,626人となり、増加傾向となっています。

　しかし、平成30（2018）年社人研の推計によると、令和２（2020）年以降は減少傾向に転じると

予測され、令和42年（2060）年には10,105人まで減少すると予測されています。

　一方、本町の住民基本台帳でみた人口の推移は、国勢調査が実施された平成27（2015）年以降で

増加をしており、令和２（2020）年１月１日現在の人口は14,013人となっています。

1 人口数・人口構成

総人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

総人口の推移と将来推計

●佐々町の総人口数は増加傾向が続いているが、将来推計では
　減少に転じると予測される。

1-1

総人口の推移（住民基本台帳人口）
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政策目標1. 5 生きがいをもって学び、楽しんでいるまち 政策目標2 .1 自然環境と都市機能のバランスが取れているまち

戦略目標1.5.3「歴史や文化財、伝統文化を守り、育てる」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、郷土史学習の機会の更なる充実を図っていきます。
戦略目標1.5.2「誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。今後、サン・ビレッジさざ等を活か
しながら、「ジョギングフェスティバルinさざ」をはじめとしたスポーツイベントの更なる充実を
図っていく必要があります。

戦略目標2.1.2「ごみの減量化・資源化を進め、環境負荷の少ないスタイルを確立する」について
は、一定の成果がみられています。今後も、事業所へのごみ減量の啓発活動を推進することによ
り、ごみ排出量の更なる削減を図っていきます。
戦略目標2.1.4「まちの中心にふさわしい機能の充実を図る」については、目標を達成できてい
ません。今後、本町の置かれている状況を把握するとともに、適切なKPIの設定を検討していく
必要があります。

○

○

○

○
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基本目標5 全員参加型のまちづくりを進める基本目標4 豊かな地域コミュニティが息づく安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に、ふるさと納税
件数に関しては、地方税法の改正に伴う返礼品の適用範囲の厳格化により、寄附額の大幅な減
少となったため、今後、魅力ある返礼品の開拓を進めるなどして、寄附額の増額につながる取組
を実施していく必要があります。

戦略的取組4-1-1「歩き回れる、魅力あるまちなかの創出」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、補助金等を通じた松浦鉄道の安全運行、利便性向上の支援等を継続していきます。
戦略的取組4-2-3「防犯・防災性の高い地域づくり」についても、一定の成果がみられています。
今後も「国土強靭化地域計画」をはじめとした各種計画に基づき、総合的な防災・減災対策を推
進していきます。

○

○

○ 
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基本目標5 全員参加型のまちづくりを進める基本目標4 豊かな地域コミュニティが息づく安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に、ふるさと納税
件数に関しては、地方税法の改正に伴う返礼品の適用範囲の厳格化により、寄附額の大幅な減
少となったため、今後、魅力ある返礼品の開拓を進めるなどして、寄附額の増額につながる取組
を実施していく必要があります。

戦略的取組4-1-1「歩き回れる、魅力あるまちなかの創出」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、補助金等を通じた松浦鉄道の安全運行、利便性向上の支援等を継続していきます。
戦略的取組4-2-3「防犯・防災性の高い地域づくり」についても、一定の成果がみられています。
今後も「国土強靭化地域計画」をはじめとした各種計画に基づき、総合的な防災・減災対策を推
進していきます。

○

○

○ 
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　本町の総人口を５年ごとの増減率でみると、平成２（1990）年や平成22年（2010）年に微減と

なっていることを除き、増加となってきましたが、社人研による令和２年（2020）年以降の将来推計

では、増加率がマイナスに転じていくと予測され、令和42（2060）年には▲4.4％の減少になると推

計されています。

人口増減率の推移（国勢調査及び社人研推計）

　人口ピラミッドにより、人口を比較すると、平成27（2015）年では、男女ともに60歳代の人口が最

も多くなっています。また、令和42（2060）年の推計では、生産年齢人口（15～64歳）を中心に、総

人口が大きく縮小する一方で、80歳以上の人口については、増加する予測となっており、特に90歳以

上の人口は、２倍超で増加すると予測されます。

平成27年の人口ピラミッド（総人口：13,626人）（国勢調査）

令和42年の人口ピラミッド（総人口：10,105人）（社人研推計）

※年齢不詳は除く

総人口の増減率の推移と将来推計 年齢階級別の人口推移

●佐々町の総人口の増減率は令和２年度以降の将来推計ではマイナス
　に転じ、令和42（2060）年には▲4.4％程度の減少になると予測される。

1-2

●総人口が大きく縮減する一方で、8 0歳以上の人口が増加するものと
　予測される。

1-3
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政策目標2 . 2 豊かな生活を支える基盤が整っているまち 政策目標3 .1 地域経済を担う農業や商工業が育っているまち

戦略目標2.2.3「おいしく安全な水を供給する」については、一定の成果がみられています。今後
も、漏水調査や施設更新等を行うことを通じて、安定した原水の確保を図っていきます。
戦略目標2.2.1「身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する」については、他の
事業との関連もあり、その多くの指標において目標を達成できていませんが、引き続き各種計
画等に基づいて順次対策を講じていきます。

戦略目標3.1.1「消費者ニーズに対応した魅力ある農林水産物を生産・供給する」については、一
定の成果がみられています。今後も、認定農業者数、新規就農者の確保に向けて、関係機関との
連携を図っていきます。
戦略目標3.1.2「新しいビジネスや地域に密着した産業を育成し、雇用を創出する」については、
その多くの指標において、目標を達成できていません。今後、平成30年度に創設した創業支援
融資制度等を活用しながら、支援機関とも連携しつつ、新規事業者を支援しやすい体制を整備
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○

○

○

○
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　本町の人口の推移と将来推計を年齢３区分別で見ると、平成12（2000）年に、老年人口（65歳

以上）が年少人口（０～14歳）を上回るなど、高齢化が進展してきましたが、令和２（2020）年以降

の将来推計では、老齢人口の伸びがやや横ばいから減少傾向に推移することにより、高齢化の進

展のスピードは、徐々に緩くなっていくものと予想されます。また、生産年齢人口（15～64歳）の割

合は、減少を続ける見込みである一方、年少人口（０～14歳）の割合は、比較的維持されていくもの

と予想されます。

年齢3区分別人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

年齢3区分別人口割合の推移（国勢調査及び社人研推計）

　本町の世帯数は、平成27（2015）年国勢調査では、5,102世帯となり、人口の増加傾向にあわせ、増

加しています。一方、世帯当たりの人員は年々減少しており、核家族化が進んでいることが分かります。

　また、平成27（2015）年国勢調査による高齢者単身世帯数は、565世帯となっており、25年前の平

成2（1990）年の約2.7倍と急速に増えていることが分かります。今後の高齢化に伴い、高齢者単身世

帯の増加傾向がさらに高まることが予測され、将来的に空き家が増加することも懸念されます。

世帯数・世帯当たりの人員数の推移（国勢調査）

※年齢不詳は除く

2 世帯数・住まい

高齢者単身世帯数の推移（国勢調査）

年齢３区分別人口の推移と将来推計　

世帯数の推移

1-4

2-1

高齢化が進展してきているものの、老年人口が横ばいから減少傾向に転じるこ
となどにより、その進展のスピードは徐々に緩くなっていくものと予想される。

●

世帯数の増加は続いているが、世帯当たりの人員数は減少し、核家族化が進
んでいる。
高齢者単身世帯の増加が顕著になっており、今後、空き家の増加が懸念される。

●

●
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社人研推計
国勢調査
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24.7% 62.6% 12.7%
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14.5% 49.6% 35.9%
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政策目標3 . 2 多くの人が訪れ、交流しているまち 政策目標4 . 2 自立的な行財政運営を行なっているまち

政策目標4 .1 町民と行政が協働し、地域の課題解決を進めているまち

政策目標全体を通して、その多くの指標において、目標を達成できていません。SNSフォロワー
数に関しては、地域おこし協力隊の卒業等による影響から目標値を大きく下回る結果となりま
した。他方、年間観光入込客数に関しては、春のストロベリーフェスティバル、秋のサザンフェス
おさんぽマルシェが定着しつつあることにより、イベント来場者の増加が見込まれますが、引き
続き、観光協会のホームページをはじめ、広報紙等の媒体も活用し、情報発信・広報活動をさら
に充実させていきます。

戦略目標4.2.4「健全な財政運営を行なう」については、一定の成果がみられています。今後も、
町税の適正賦課徴収や使用料の適正化などにより、自主財源の確保を図っていきます。
戦略目標4.2.2「自立した町民活動を支援し、まちづくりへの町民参画機会を広げる」について
は、そのすべての指標において、目標を達成できていません。本町の現状を把握したうえで、成
果指標の見直し、ひいては事業の見直しも含めて検討していく必要があります。

戦略目標4.1.1「身近な課題を解決する地域コミュニティを育てる」については、一定の成果がみ
られています。他方で、自治会加入率は年々に低下傾向にあるなど、地域コミュニティの希薄化
が進んでいるとも考えられます。引き続き、地域コミュニティ活動の活発化に向けて、行政とし
ての支援を講じていく必要があります。

○

○

○

○
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　平成26（2014）年11月、「まち・ひと・しごと創生法」が公布・施行され、本町では、平成27（2015）

年10月に、「佐々町長期人口ビジョン」を策定するとともに、人口減少及び地方創生関連施策に特化

した「佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「第６次佐々町総合計画」とともに一体とし

て推進してきました。

　今般、「第２期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、その前提となる、

「佐々町長期人口ビジョン」について、改訂を行います。

1 人口ビジョン策定の趣旨

2 国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

総合計画および総合戦略と人口ビジョンの関係

人口問題をめぐる現状と
見通し2-1

（1）人口減少の現状と見通し
2008 年に始まった人口減少は、今後加速度
的に進み、2020 年代初めは毎年50万人程度
の減少だが、2040 年代頃には年 90万人程
度の減少にまで加速すると推計されている。
人口減少は、第一段階（若年減少、老年増加）、
第二段階（若年減少、老年維持・微減）、第三段

●

●

●

人口減少問題に取り組む
意義　2-2

（1）人口減少に対する危機感の高まり
平成26（2014）年に民間機関が発表した「消
滅可能性」に関する分析結果は、多くの地方公
共団体や地方関係者に強い衝撃を与えた。
内閣府が、平成26（2014）年に実施した世論
調査においては、９割以上の国民が「人口減少
は望ましくない」と答えており、「政府は人口
減少の歯止めに取り組んでいくべき」とする回
答は７割を超えるなど、人口減少に対する意
識や危機感は浸透している。

●

●

（3）国民の希望とその実現
国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研
という）が実施した「出生動向基本調査」（平
成27（2014）年）によると、結婚した場合の希
望子ども数は男性で1.91人、女性で2.02人。
こうした希望等が叶うとした場合に想定され
る合計特殊出生率を「国民希望出生率」とし
て、一定の仮定に基づく計算を行えば、おおむ
ね1.8程度となることに対し、平成30（2018）
年の合計特殊出生率は1.42となっている。
地域の実情に合わせた取組を通じて、結婚・出
産・子育てに関する国民の希望を実現してい
くことが重要。

●

●

●

●

（2）人口減少が地域経済社会に
　 与える影響
地域社会の担い手が減少するだけでなく、消
費市場が縮小し地方の経済が縮小するなど、
様々な社会的・経済的な課題（生活サービスや
都市機能の維持）が生じる。
この状況が継続すると、人口減少が地域経済

●

●

（2）東京圏への一極集中の
　　現状と見通し
東京圏には日本の総人口の約29%（2018年）
もの人が住んでおり、過度に人口が集中してお
り、欧米などの首都圏の人口比率と比べても
相当程度高い水準。
今日、大幅な転入超過が続いているのは、東
京圏のみ。（2018年年間転入超過数：約 13.6 
万人）
近年は地方でも求人状況は高い水準となって
いるが、若い世代にとって魅力的な仕事が東
京圏に集まっており、就職時に地元に帰るU
ターンなどの動きも減少している。
東京圏は、通勤時間や家賃などの居住にかか
るコストなどで、地方に比べてデメリットを有
している。また、過度な東京圏への一極集中の
進行により、首都直下地震などの巨大災害に
伴う被害が増大するリスクも高まっている。

●

●

●

●

階（若年減少、老年減少）を経て進行するが、東
京都区部や中核市などが「第一段階」であるの
に対し、人口５万人以下の市町村では「第二段
階」、過疎地域市町村では「第三段階」に入って
いる。
地方における人口急減は、若い世代が大量に
流出する「社会減」と、出生率が低下する「自然
減」の両者が相まって生じている。また、地方の
人口が減少し、地方から大都市への人材供給
が枯渇すると、いずれ大都市も衰退する。

の縮小を呼び、地域経済の縮小が更に人口減
少を加速させるという負のスパイラルに陥る
こととなる。
地方では、地域経済社会の維持が重大な局面
を迎える。このまま推移すると、2050年には、
現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下
に減少、２割の地域では無居住化すると推計
されている。

第7次佐々町総合計画

総合戦略

実行計画

基本
構想

人口
ビジョン

目指す将来のまちの姿として「将来像」、将来像実現のため
の施策の基本的な方向を示す「基本目標」から構成される

基本構想（期間：10年）

基本構想に掲げる「将来像」および「基本目標」を達成する
ための政策目標を示し、実行する計画

実行計画（期間：5年）

実行計画のうち、人口減少・地方創生関連施策に特化した
計画

総合戦略（期間：5年）

基本構想とともに、実行計画・総合戦略の前提となる40年
先を見据えた人口の将来展望

人口ビジョン（期間：40年）
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されている。

第7次佐々町総合計画

総合戦略

実行計画

基本
構想

人口
ビジョン

目指す将来のまちの姿として「将来像」、将来像実現のため
の施策の基本的な方向を示す「基本目標」から構成される

基本構想（期間：10年）

基本構想に掲げる「将来像」および「基本目標」を達成する
ための政策目標を示し、実行する計画

実行計画（期間：5年）

実行計画のうち、人口減少・地方創生関連施策に特化した
計画

総合戦略（期間：5年）

基本構想とともに、実行計画・総合戦略の前提となる40年
先を見据えた人口の将来展望

人口ビジョン（期間：40年）
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　本町の住宅数は、世帯数の増加に比例して年々増加しています。一方で、本町の持家所有世帯割

合は、平成27（2015）年では64.0％となっており、徐々に減少しています。

住居を所有する世帯数の推移＜持家・借家別＞（国勢調査）
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　また、合計特殊出生率については、全国平均及び県内平均を大きく上回っており、1.90（平成25

（2013）年～平成29（2017）年）となっています。

人口動態(自然増減・社会増減)の推移（住民基本台帳人口動態調査）

3 人口動態住居を所有する世帯の推移　

人口動態の推移

2-2

3-1

世帯数の増加にあわせ住宅数が増加しているが、持家所有世帯割合は減少し
ている。

●

平成14年以降、社会減が続いていたが、ここ５年程で社会増に転じつつある。●
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達成状況の評価判定

第１期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略構成のイメージ図

基本目標１ 暮らしを支える雇用を佐々町内に創出する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に戦略的取組
1-2-1「新たなビジネスの創出」については、目標値からの乖離がみられます。他方で、新規起業・
創業者支援に関しては、商工会において、創業検討者向けイベントや創業支援塾、空き店舗調査
等を実施したことにより、少しずつ創業者を引き込める環境が整いつつあります。今後も、PR活
動の充実をはじめ、新たな雇用を創出するための取組を加速させていく必要があります。

第1期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略の振り返り検証3

○

達成率が100％以上

達成率が80％以上100％未満

達成率が60％以上80％未満

達成率が60％未満

指標が未公表、あるいは廃止されたなどにより評価できないもの

成果指標の達成状況の評価にあたっては、以下の基準により判定しています。

：

：

：

：

：

優

良

可

要検討

評価なし

 

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略的取組

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標

戦略目標町の基本目標

基本目標1
暮らしを支える雇用を
佐々町に創出する

基本目標2
色んな世代が交流する
新しいひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえ、

子育てのしやすい環境を高める

基本目標4
豊かな地域コミュニティが息づく
安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標5
全員参加型のまちづくりを

進める

国の基本目標

基本目標1
地方における安定した
雇用を創出する

基本目標2
地方への新しい
ひとの流れをつくる

基本目標3
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

基本目標4
時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

24取組10目標5目標4目標
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長期的な展望　2-3

（1）人口の長期的展望
社人研「将来推計人口（平成29（2017）年推
計）」によれば、このまま人口が推移すると、
2060年の総人口は9,284万人にまで落ち込
むと推計されている。
仮に2040年に合計特殊出生率が、人口置換
水準と同程度の値である2.07まで回復する
ならば、2060年に総人口１億人程度を確保
し、その後の2100年前後には人口が定常状
態になることが見込まれる。
若い世代の結婚・出産・子育ての希望が実現す
るならば、我が国の合計特殊出生率は1.8程
度の水準まで向上することが見込まれるた
め、我が国においてまず目指すべきは、特に若
い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現に取
り組み、合計特殊出生率の向上を図ることで
ある。
既に高齢者数がピークを迎えている地方は、
人口流出の歯止めと合計特殊出生率の改善
によって、人口構造が若返る余地が大きく、仮
に合計特殊出生率の全国平均値が2040年ま
でに2.07に回復するとした場合、地方が東京
圏より先行して若返っていくこととなる。

●

●

●

●

（2）地域経済社会の長期的展望
人口構造の若返りは、若い世代の「働き手」が
経済成長の原動力となるとともに、高齢者等
を支える「働き手」の一人当たり負担が低下し
ていく「人口ボーナス」が期待できる。
さらに、高齢者が健康な状態を保ち、経済社
会に参加することができる「健康寿命」が伸
び、高齢期もできる限り就労する「健康長寿社
会」が到来すれば、高齢者の更なる労働力の
確保が期待できる。
グローバル化が急速に進展し、日進月歩で変
化する世界経済の荒波の中では、それぞれの
地域が、独自性を活かし、その潜在力を引き出
すことにより多様な地域社会を創り出してい
くことが基本となる。
そのためには、自らが、将来の成長・発展の種
となるような地域資源を活用し、地域の内に
とどまらず、地域の外からも稼ぐ力を高め、地
域内経済循環の実現に取り組んでいくことが
重要である。
それぞれの地域の潜在力を引き出すために
は、外部の人材を取り込んでいくことに加え、
外に向かって地域を開き、外部の良さを取り
込み、外部と積極的につながっていく必要が
ある。
在留資格「特定技能」の創設に伴って、外国人
住民の更なる増加が見込まれる中で、多様な
価値観や経験、技術を有する海外からの人材
が日本でその能力を一層発揮してもらいやす
くすることや、特定の地域に継続的に多様な
形で関わる関係人口の創出・拡大に取り組む
ことが重要である。

●

●

●

●

●

●
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年齢階級別人口移動数の推移（国勢調査）

自然増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

社会増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

合計特殊出生率の推移（人口動態保健所統計）
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基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子育てのしやすい環境を高める基本目標2 色んな世代が交流する新しいひとの流れをつくる

基本目標全体を通して、一定の成果がみられています。特に、戦略的取組3-1-1「結婚・妊娠・出
産・育児までの一貫した支援」において、就学前の転入世帯数が目標値を上回るなかで、戦略的
取組3-1-2「安心して子育てできる環境づくり」において、待機児童数が発生していないことか
ら、基本目標全体としての施策が機能していることが確認できます。今後も、子育てしやすい環
境整備を継続していきます。
具体的な取組に至らなかった事業もあることから、子育て世代のニーズの把握に努めつつ、既存
事業との関係性も踏まえ、事業の見直しも含めて、取組内容を検討していく必要があります。

戦略的取組2-1-3「高齢者の活躍の場づくり」については、一定の成果がみられています。「いき
いき百歳体操」の展開や「元気カフェぷらっと」の活動の広がりにより、住民主体の介護予防・地
域づくりを推進できているものと考えられます。今後も、こうした取組を推進していきます。
戦略的取組2-2-1「コミュニティが生まれやすい住まいづくり」については、その多くの指標にお
いて、目標を達成できていません。今後も、商工会等と連携しながら、取組を加速させていく必
要があります。

○

○

○

○
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Ⅱ：人口の現状分析
1.人口数・人口構成
2.世帯数・住まい
3.人口動態
4.就業人口・通勤通学人口

　本町の人口は、平成27（2015）年国勢調査では13,626人となり、増加傾向となっています。

　しかし、平成30（2018）年社人研の推計によると、令和２（2020）年以降は減少傾向に転じると

予測され、令和42年（2060）年には10,105人まで減少すると予測されています。

　一方、本町の住民基本台帳でみた人口の推移は、国勢調査が実施された平成27（2015）年以降で

増加をしており、令和２（2020）年１月１日現在の人口は14,013人となっています。

1 人口数・人口構成

総人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

総人口の推移と将来推計

●佐々町の総人口数は増加傾向が続いているが、将来推計では
　減少に転じると予測される。

1-1

総人口の推移（住民基本台帳人口）
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　本町の社会動態を転入転出した県内自治体別にみると、転入転出ともに佐世保市が最も多く、

転入超過となっています。また、平戸市や松浦市に対しても、転入超過となっています。

県内市郡別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

都道府県別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

　本町の就業者数は、平成27（2015）年国勢調査では6,609人となり、微増傾向で推移しています。産

業3部門別にみると、第3次産業の人口が増加しており、第2次産業は減少しています。

　平成27（2015）年の就業者数を産業大分類でみると「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が

最も多く、男女別でみると、男性は「建設業」「製造業」が多く、女性は「医療・福祉」が多くなっています。

就業者人口（総数）の推移（国勢調査）

産業３部門別就業者人口の推移（国勢調査）

4 就業人口・通勤通学人口地域別転入転出数

産業別就業者数の推移　

3-2

4-1

佐世保市からの転入超過が、近年の社会増の要因となっている。●

第3次産業の就業者数が増加している。
「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が多く、男性は「建設業」「製造
業」、女性は「医療・福祉」の就業者が多い。

●
●
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基本目標5 全員参加型のまちづくりを進める基本目標4 豊かな地域コミュニティが息づく安全でコンパクトなまちを形成する

基本目標全体を通して、多くの指標において、目標を達成できていません。特に、ふるさと納税
件数に関しては、地方税法の改正に伴う返礼品の適用範囲の厳格化により、寄附額の大幅な減
少となったため、今後、魅力ある返礼品の開拓を進めるなどして、寄附額の増額につながる取組
を実施していく必要があります。

戦略的取組4-1-1「歩き回れる、魅力あるまちなかの創出」については、一定の成果がみられてい
ます。今後も、補助金等を通じた松浦鉄道の安全運行、利便性向上の支援等を継続していきます。
戦略的取組4-2-3「防犯・防災性の高い地域づくり」についても、一定の成果がみられています。
今後も「国土強靭化地域計画」をはじめとした各種計画に基づき、総合的な防災・減災対策を推
進していきます。

○

○

○ 
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　本町の総人口を５年ごとの増減率でみると、平成２（1990）年や平成22年（2010）年に微減と

なっていることを除き、増加となってきましたが、社人研による令和２年（2020）年以降の将来推計

では、増加率がマイナスに転じていくと予測され、令和42（2060）年には▲4.4％の減少になると推

計されています。

人口増減率の推移（国勢調査及び社人研推計）

　人口ピラミッドにより、人口を比較すると、平成27（2015）年では、男女ともに60歳代の人口が最

も多くなっています。また、令和42（2060）年の推計では、生産年齢人口（15～64歳）を中心に、総

人口が大きく縮小する一方で、80歳以上の人口については、増加する予測となっており、特に90歳以

上の人口は、２倍超で増加すると予測されます。

平成27年の人口ピラミッド（総人口：13,626人）（国勢調査）

令和42年の人口ピラミッド（総人口：10,105人）（社人研推計）

※年齢不詳は除く

総人口の増減率の推移と将来推計 年齢階級別の人口推移

●佐々町の総人口の増減率は令和２年度以降の将来推計ではマイナス
　に転じ、令和42（2060）年には▲4.4％程度の減少になると予測される。

1-2

●総人口が大きく縮減する一方で、8 0歳以上の人口が増加するものと
　予測される。

1-3
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　平成27（2015）年国勢調査によれば、本町に常住する就業者のうち、自宅を含む町内に従業する人

は、2,703人（41.5％）であり、3,817人(58.5%)が町外に通勤し従業しています。過去からの推移をみ

ると町外へ従業する人は、年々増加しています。

　就業者の町外の従業先の80.8％は佐世保市となっており、次いで松浦市、平戸市となっています。

15歳以上の通学者の通学先についても佐世保市が最も多く、次いで平戸市となっています。また、町外

から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっています。

就業者数の従業地（H27国勢調査） 就業者数の従業地の推移（H27国勢調査）

就業者・通学者の従業・通学先（H27年国勢調査）

本町の従業地・通学地からみた就業者人口4-2

町内に常住する就業者のうち町外へ通勤し従業する人は平成27（2015）年で
58.5％となっており、増加傾向にある。主な就業先は佐世保市で80.8％と大半
を占めている。
町外から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっている。

●

●

2,703 - 285 -
3,817 100.0% 395 100.0%

3,086 80.8% 321 81.3%
257 6.7% 1 0.3%
194 5.1% 36 9.1%
43 1.1% - -
38 1.0% - -
29 0.8% 2 0.5%
26 0.7% 8 2.0%
19 0.5% 3 0.8%
15 0.4% 6 1.5%

2,703 - 285 -
2,439 100.0% 345 100.0%

2,110 86.5% 271 78.6%
129 5.3% 27 7.8%
124 5.1% 30 8.7%
16 0.7% 1 0.3%
10 0.4% 3 0.9%
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Ⅰ：人口ビジョン策定の趣旨

　1.人口ビジョン策定の趣旨　
　2.国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

佐々町長期人口ビジョン

Ⅱ：人口の現状分析

　1.人口数・人口構成
　2.世帯数・住まい
　3.人口動態
　4.就業人口・通勤通学人口

Ⅲ：将来人口分析

　1.人口減少段階の分析
　2.将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

Ⅳ：アンケート調査からみた町民の意向分析

　1.町民アンケート調査（令和元年実施）

Ⅴ：人口の将来展望

　1.目指すべき将来の方向性
　2.人口の将来展望

Ⅰ：人口ビジョン策定の趣旨
1.人口ビジョン策定の趣旨　
2.国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

160
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　本町の人口の推移と将来推計を年齢３区分別で見ると、平成12（2000）年に、老年人口（65歳

以上）が年少人口（０～14歳）を上回るなど、高齢化が進展してきましたが、令和２（2020）年以降

の将来推計では、老齢人口の伸びがやや横ばいから減少傾向に推移することにより、高齢化の進

展のスピードは、徐々に緩くなっていくものと予想されます。また、生産年齢人口（15～64歳）の割

合は、減少を続ける見込みである一方、年少人口（０～14歳）の割合は、比較的維持されていくもの

と予想されます。

年齢3区分別人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

年齢3区分別人口割合の推移（国勢調査及び社人研推計）

　本町の世帯数は、平成27（2015）年国勢調査では、5,102世帯となり、人口の増加傾向にあわせ、増

加しています。一方、世帯当たりの人員は年々減少しており、核家族化が進んでいることが分かります。

　また、平成27（2015）年国勢調査による高齢者単身世帯数は、565世帯となっており、25年前の平

成2（1990）年の約2.7倍と急速に増えていることが分かります。今後の高齢化に伴い、高齢者単身世

帯の増加傾向がさらに高まることが予測され、将来的に空き家が増加することも懸念されます。

世帯数・世帯当たりの人員数の推移（国勢調査）

※年齢不詳は除く

2 世帯数・住まい

高齢者単身世帯数の推移（国勢調査）

年齢３区分別人口の推移と将来推計　

世帯数の推移

1-4

2-1

高齢化が進展してきているものの、老年人口が横ばいから減少傾向に転じるこ
となどにより、その進展のスピードは徐々に緩くなっていくものと予想される。

●

世帯数の増加は続いているが、世帯当たりの人員数は減少し、核家族化が進
んでいる。
高齢者単身世帯の増加が顕著になっており、今後、空き家の増加が懸念される。

●

●
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社人研推計
国勢調査
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23.5% 64.8% 11.7%

24.7% 62.6% 12.7%

22.3% 62.9% 14.7%

19.4% 64.1% 16.5%

18.0% 63.3% 18.7%

17.7% 62.6% 19.7%

16.6% 61.8% 21.6%

16.2% 57.8% 26.0%

15.9% 54.6% 29.5%

15.5% 53.2% 31.3%

15.1% 52.9% 32.1%

14.7% 52.7% 32.5%

14.7% 51.4% 33.9%

14.6% 50.4% 35.0%

14.5% 49.6% 35.9%

14.4% 49.4% 36.2%

14.3% 49.5% 36.2%
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Ⅲ：将来人口分析
1.人口減少段階の分析
2.将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

　国の将来人口の推計では、将来の人口減少は、大きく分けて「第１段階：若年人口の減少・老年人口

の増加」「第２段階：若年人口の減少・老年人口の維持・微減」「第３段階：若年人口の減少・老年人口

の減少」の３つの段階を経て進行するとされています。

　本町の社人研の推計によると、平成27（2010）年の人口を100とした場合、令和7（2025）年が老

年人口のピークにあたり、これ以降、緩やかな減少傾向に転じる第２段階に入り、令和32（2050）年

頃には、大きな減少に転じる第３段階に入る見込みとなっています。

1 人口減少段階の分析

年齢3区分別にみた将来人口推移（社人研の推計をもとにH27年の人口を100とした場合の指数）
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　平成26（2014）年11月、「まち・ひと・しごと創生法」が公布・施行され、本町では、平成27（2015）

年10月に、「佐々町長期人口ビジョン」を策定するとともに、人口減少及び地方創生関連施策に特化

した「佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「第６次佐々町総合計画」とともに一体とし

て推進してきました。

　今般、「第２期佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、その前提となる、

「佐々町長期人口ビジョン」について、改訂を行います。

1 人口ビジョン策定の趣旨

2 国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの示す方向

総合計画および総合戦略と人口ビジョンの関係

人口問題をめぐる現状と
見通し2-1

（1）人口減少の現状と見通し
2008 年に始まった人口減少は、今後加速度
的に進み、2020 年代初めは毎年50万人程度
の減少だが、2040 年代頃には年 90万人程
度の減少にまで加速すると推計されている。
人口減少は、第一段階（若年減少、老年増加）、
第二段階（若年減少、老年維持・微減）、第三段

●

●

●

人口減少問題に取り組む
意義　2-2

（1）人口減少に対する危機感の高まり
平成26（2014）年に民間機関が発表した「消
滅可能性」に関する分析結果は、多くの地方公
共団体や地方関係者に強い衝撃を与えた。
内閣府が、平成26（2014）年に実施した世論
調査においては、９割以上の国民が「人口減少
は望ましくない」と答えており、「政府は人口
減少の歯止めに取り組んでいくべき」とする回
答は７割を超えるなど、人口減少に対する意
識や危機感は浸透している。

●

●

（3）国民の希望とその実現
国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研
という）が実施した「出生動向基本調査」（平
成27（2014）年）によると、結婚した場合の希
望子ども数は男性で1.91人、女性で2.02人。
こうした希望等が叶うとした場合に想定され
る合計特殊出生率を「国民希望出生率」とし
て、一定の仮定に基づく計算を行えば、おおむ
ね1.8程度となることに対し、平成30（2018）
年の合計特殊出生率は1.42となっている。
地域の実情に合わせた取組を通じて、結婚・出
産・子育てに関する国民の希望を実現してい
くことが重要。

●

●

●

●

（2）人口減少が地域経済社会に
　 与える影響
地域社会の担い手が減少するだけでなく、消
費市場が縮小し地方の経済が縮小するなど、
様々な社会的・経済的な課題（生活サービスや
都市機能の維持）が生じる。
この状況が継続すると、人口減少が地域経済

●

●

（2）東京圏への一極集中の
　　現状と見通し
東京圏には日本の総人口の約29%（2018年）
もの人が住んでおり、過度に人口が集中してお
り、欧米などの首都圏の人口比率と比べても
相当程度高い水準。
今日、大幅な転入超過が続いているのは、東
京圏のみ。（2018年年間転入超過数：約 13.6 
万人）
近年は地方でも求人状況は高い水準となって
いるが、若い世代にとって魅力的な仕事が東
京圏に集まっており、就職時に地元に帰るU
ターンなどの動きも減少している。
東京圏は、通勤時間や家賃などの居住にかか
るコストなどで、地方に比べてデメリットを有
している。また、過度な東京圏への一極集中の
進行により、首都直下地震などの巨大災害に
伴う被害が増大するリスクも高まっている。

●

●

●

●

階（若年減少、老年減少）を経て進行するが、東
京都区部や中核市などが「第一段階」であるの
に対し、人口５万人以下の市町村では「第二段
階」、過疎地域市町村では「第三段階」に入って
いる。
地方における人口急減は、若い世代が大量に
流出する「社会減」と、出生率が低下する「自然
減」の両者が相まって生じている。また、地方の
人口が減少し、地方から大都市への人材供給
が枯渇すると、いずれ大都市も衰退する。

の縮小を呼び、地域経済の縮小が更に人口減
少を加速させるという負のスパイラルに陥る
こととなる。
地方では、地域経済社会の維持が重大な局面
を迎える。このまま推移すると、2050年には、
現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下
に減少、２割の地域では無居住化すると推計
されている。

第7次佐々町総合計画

総合戦略

実行計画

基本
構想

人口
ビジョン

目指す将来のまちの姿として「将来像」、将来像実現のため
の施策の基本的な方向を示す「基本目標」から構成される

基本構想（期間：10年）

基本構想に掲げる「将来像」および「基本目標」を達成する
ための政策目標を示し、実行する計画

実行計画（期間：5年）

実行計画のうち、人口減少・地方創生関連施策に特化した
計画

総合戦略（期間：5年）

基本構想とともに、実行計画・総合戦略の前提となる40年
先を見据えた人口の将来展望

人口ビジョン（期間：40年）
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　本町の住宅数は、世帯数の増加に比例して年々増加しています。一方で、本町の持家所有世帯割

合は、平成27（2015）年では64.0％となっており、徐々に減少しています。

住居を所有する世帯数の推移＜持家・借家別＞（国勢調査）

　本町の人口動態の推移をみると、自然動態は、出生数が死亡数を上回る自然増を維持してきました

が、平成25（2013）年頃から、均衡状態に近づいています。一方で、社会動態については、平成14

（2002）年以降、一部の年を除いて、転出数が転入数を上回る社会減で推移してきましたが、平成26

（2014）年頃から、徐々に社会増に転じてきています。

　なお、社会動態を年齢階級別の人口移動数でみると、10代後半から20代前半の転出数が多く、20

代後半から30代の転入数が多くなっています。

　また、合計特殊出生率については、全国平均及び県内平均を大きく上回っており、1.90（平成25

（2013）年～平成29（2017）年）となっています。

人口動態(自然増減・社会増減)の推移（住民基本台帳人口動態調査）

3 人口動態住居を所有する世帯の推移　

人口動態の推移

2-2

3-1

世帯数の増加にあわせ住宅数が増加しているが、持家所有世帯割合は減少し
ている。

●

平成14年以降、社会減が続いていたが、ここ５年程で社会増に転じつつある。●

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
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Ⅳ：アンケート調査からみた
　　町民の意向分析
1.町民アンケート調査（令和元年11月実施）
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　平成30（2018）年の社人研の将来人口推計をもとに以下の設定から将来人口の推計をシミュ

レーションし、将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析を行いました。

　「シミュレーション１」の条件のとおり、合計特殊出生率が上昇した場合、令和42（2060）年の人口

は10,141人と、社人研推計の10,105人をわずか36人上回るのみであり、合計特殊出生率の改善に

よる人口への影響は小さいと考えられます。

　一方、「シミュレーション２」の条件のとおり、人口移動が均衡した場合、令和42（2060）年の人口

は12,361人と、社人研推計の10,105人を2,256人上回ることとなり、移動均衡の実現による人口

への影響は、大きいものと考えられます。

2 将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

人口推計シミュレーションによる推計（社人研推計との比較）

シミュレーション１　
社人研推計において、合計特殊出生率が、令和１２（２０３０）年に人口置換水準（2.1）まで
上昇した場合
⇒社人研推計との比較による自然増減の影響度分析

シミュレーション２
「シミュレーション１」において、人口移動が均衡した場合（移動がゼロとなった場合）の
シミュレーション
⇒シミュレーション１との比較による社会増減の影響度分析
※人口置換水準…人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わ
るための大きさを表す水準のこと。社人研により算出。

●

●

■自然増減・社会増減の影響度分析のための人口推計シミュレーション
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国の人口の推移と長期的見通し
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長期的な展望　2-3

（1）人口の長期的展望
社人研「将来推計人口（平成29（2017）年推
計）」によれば、このまま人口が推移すると、
2060年の総人口は9,284万人にまで落ち込
むと推計されている。
仮に2040年に合計特殊出生率が、人口置換
水準と同程度の値である2.07まで回復する
ならば、2060年に総人口１億人程度を確保
し、その後の2100年前後には人口が定常状
態になることが見込まれる。
若い世代の結婚・出産・子育ての希望が実現す
るならば、我が国の合計特殊出生率は1.8程
度の水準まで向上することが見込まれるた
め、我が国においてまず目指すべきは、特に若
い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現に取
り組み、合計特殊出生率の向上を図ることで
ある。
既に高齢者数がピークを迎えている地方は、
人口流出の歯止めと合計特殊出生率の改善
によって、人口構造が若返る余地が大きく、仮
に合計特殊出生率の全国平均値が2040年ま
でに2.07に回復するとした場合、地方が東京
圏より先行して若返っていくこととなる。

●

●

●

●

（2）地域経済社会の長期的展望
人口構造の若返りは、若い世代の「働き手」が
経済成長の原動力となるとともに、高齢者等
を支える「働き手」の一人当たり負担が低下し
ていく「人口ボーナス」が期待できる。
さらに、高齢者が健康な状態を保ち、経済社
会に参加することができる「健康寿命」が伸
び、高齢期もできる限り就労する「健康長寿社
会」が到来すれば、高齢者の更なる労働力の
確保が期待できる。
グローバル化が急速に進展し、日進月歩で変
化する世界経済の荒波の中では、それぞれの
地域が、独自性を活かし、その潜在力を引き出
すことにより多様な地域社会を創り出してい
くことが基本となる。
そのためには、自らが、将来の成長・発展の種
となるような地域資源を活用し、地域の内に
とどまらず、地域の外からも稼ぐ力を高め、地
域内経済循環の実現に取り組んでいくことが
重要である。
それぞれの地域の潜在力を引き出すために
は、外部の人材を取り込んでいくことに加え、
外に向かって地域を開き、外部の良さを取り
込み、外部と積極的につながっていく必要が
ある。
在留資格「特定技能」の創設に伴って、外国人
住民の更なる増加が見込まれる中で、多様な
価値観や経験、技術を有する海外からの人材
が日本でその能力を一層発揮してもらいやす
くすることや、特定の地域に継続的に多様な
形で関わる関係人口の創出・拡大に取り組む
ことが重要である。

●

●

●

●

●

●
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年齢階級別人口移動数の推移（国勢調査）

自然増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

社会増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

合計特殊出生率の推移（人口動態保健所統計）
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　佐々町は住みよい場所であるか聞いたところ、「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせ

た９割以上が、住み心地がよいと回答しました。

　U・I・Jターンや定住施策において、強化していく必要がある施策を聞いたところ、第１位は「若者の

地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設など）」で51.7％、第２位は

「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」で49.4％、第３位は「若い単

身者やファミリー世帯向けの良好な住宅の供給で41.7%となっています。

　一方、住みにくいと感じる理由については、「まちの魅力に乏しく、個性がない」（32.4％）と「通勤・

通学など交通の便が悪い」（29.4％）の割合が高くなっています。

　また、住みよいと感じる理由については、「買い物など日常生活が便利である」が63.0％で最も

多く、次いで「自然環境が豊かである」（46.1％）、「静かでのんびりしている」（44.6％）の順となり

ました。

1 町民アンケート調査（令和元年11月実施）

住みやすさについて1-1

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について　1-2
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Ⅱ：人口の現状分析
1.人口数・人口構成
2.世帯数・住まい
3.人口動態
4.就業人口・通勤通学人口

　本町の人口は、平成27（2015）年国勢調査では13,626人となり、増加傾向となっています。

　しかし、平成30（2018）年社人研の推計によると、令和２（2020）年以降は減少傾向に転じると

予測され、令和42年（2060）年には10,105人まで減少すると予測されています。

　一方、本町の住民基本台帳でみた人口の推移は、国勢調査が実施された平成27（2015）年以降で

増加をしており、令和２（2020）年１月１日現在の人口は14,013人となっています。

1 人口数・人口構成

総人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

総人口の推移と将来推計

●佐々町の総人口数は増加傾向が続いているが、将来推計では
　減少に転じると予測される。

1-1

総人口の推移（住民基本台帳人口）
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　本町の社会動態を転入転出した県内自治体別にみると、転入転出ともに佐世保市が最も多く、

転入超過となっています。また、平戸市や松浦市に対しても、転入超過となっています。

県内市郡別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

都道府県別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

　本町の就業者数は、平成27（2015）年国勢調査では6,609人となり、微増傾向で推移しています。産

業3部門別にみると、第3次産業の人口が増加しており、第2次産業は減少しています。

　平成27（2015）年の就業者数を産業大分類でみると「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が

最も多く、男女別でみると、男性は「建設業」「製造業」が多く、女性は「医療・福祉」が多くなっています。

就業者人口（総数）の推移（国勢調査）

産業３部門別就業者人口の推移（国勢調査）

4 就業人口・通勤通学人口地域別転入転出数

産業別就業者数の推移　

3-2

4-1

佐世保市からの転入超過が、近年の社会増の要因となっている。●

第3次産業の就業者数が増加している。
「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が多く、男性は「建設業」「製造
業」、女性は「医療・福祉」の就業者が多い。

●
●
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Ⅴ：人口の将来展望
1.目指すべき将来の方向性
2.人口の将来展望

　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和２（2020）年は、減少に転じるとされていま

す。一方で、住民基本台帳人口によると、社人研がその推計の基礎としている平成27（2015）年の国

勢調査以降において、人口が増加している状況が分かります。これは佐世保市からの転入などによ

る社会増に起因するものです。また、町民アンケート調査によれば、町民の約９割が、分本町を「住み

よい」と考えていることが分かります。

　今後、なお一層、本町が、町民が住み続けたいと思われるまち、町外から転入をしたいと思われるま

ちであり続けるために、町の将来像である「暮らしいちばん！住むなら さざ～みんなが輝き、みんな

で創るまち～」を理念として、まちづくりを進めていきます。

なお、本ビジョンを踏まえた、本町の地方創生に関する具体的な方向性については、「第６章 総合戦

略」の中で示します。

1 目指すべき将来の方向性

　国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの方向性や本町の人口の現状分析、将来人口の分析など

を踏まえ、本町の人口の将来展望の方向性を以下のように整理します。

2 人口の将来展望 

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、「令
和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。
(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2 .07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和７
（2025）年までに約800人増、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の３つ
の考え方の条件を設定)
本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口の増加が
確認されたところです。（令和２（2020）年1月１日現在の住民基本台帳人口は14,013人）
このように比較的順調に人口が推移していることから、今後も「目指すべき将来の方向性」で
示した方向性を踏まえ、各種の施策に取り組み、「10年後の令和12（2030）年に13,900人、
40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とする」こととします。
なお、この人口を確保するためには、引き続き、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2.07とすること、②令和７（2025）年までに、平成27（2015）年から現在までの増加分も含
めて、約800人の社会増を実現することが必要です。（平成30（2018）年社人研推計を基本）

●

●

●

●

将来展望の考え方
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　本町の総人口を５年ごとの増減率でみると、平成２（1990）年や平成22年（2010）年に微減と

なっていることを除き、増加となってきましたが、社人研による令和２年（2020）年以降の将来推計

では、増加率がマイナスに転じていくと予測され、令和42（2060）年には▲4.4％の減少になると推

計されています。

人口増減率の推移（国勢調査及び社人研推計）

　人口ピラミッドにより、人口を比較すると、平成27（2015）年では、男女ともに60歳代の人口が最

も多くなっています。また、令和42（2060）年の推計では、生産年齢人口（15～64歳）を中心に、総

人口が大きく縮小する一方で、80歳以上の人口については、増加する予測となっており、特に90歳以

上の人口は、２倍超で増加すると予測されます。

平成27年の人口ピラミッド（総人口：13,626人）（国勢調査）

令和42年の人口ピラミッド（総人口：10,105人）（社人研推計）

※年齢不詳は除く

総人口の増減率の推移と将来推計 年齢階級別の人口推移

●佐々町の総人口の増減率は令和２年度以降の将来推計ではマイナス
　に転じ、令和42（2060）年には▲4.4％程度の減少になると予測される。

1-2

●総人口が大きく縮減する一方で、8 0歳以上の人口が増加するものと
　予測される。

1-3
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　平成27（2015）年国勢調査によれば、本町に常住する就業者のうち、自宅を含む町内に従業する人

は、2,703人（41.5％）であり、3,817人(58.5%)が町外に通勤し従業しています。過去からの推移をみ

ると町外へ従業する人は、年々増加しています。

　就業者の町外の従業先の80.8％は佐世保市となっており、次いで松浦市、平戸市となっています。

15歳以上の通学者の通学先についても佐世保市が最も多く、次いで平戸市となっています。また、町外

から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっています。

就業者数の従業地（H27国勢調査） 就業者数の従業地の推移（H27国勢調査）

就業者・通学者の従業・通学先（H27年国勢調査）

本町の従業地・通学地からみた就業者人口4-2

町内に常住する就業者のうち町外へ通勤し従業する人は平成27（2015）年で
58.5％となっており、増加傾向にある。主な就業先は佐世保市で80.8％と大半
を占めている。
町外から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっている。

●

●

2,703 - 285 -
3,817 100.0% 395 100.0%

3,086 80.8% 321 81.3%
257 6.7% 1 0.3%
194 5.1% 36 9.1%
43 1.1% - -
38 1.0% - -
29 0.8% 2 0.5%
26 0.7% 8 2.0%
19 0.5% 3 0.8%
15 0.4% 6 1.5%

2,703 - 285 -
2,439 100.0% 345 100.0%

2,110 86.5% 271 78.6%
129 5.3% 27 7.8%
124 5.1% 30 8.7%
16 0.7% 1 0.3%
10 0.4% 3 0.9%
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町民アンケート調査結果（概要）

　第７次佐々町総合計画、施策の検討に反映するための基礎的データを得ることを目的として、町民

の日常生活の中で感じている意見や希望、要望などのニーズを定量的に把握しました。アンケート項

目内には、公共施設マネジメント、人口減少や地方創生に関する分野も盛り込み、実施しています。

1 調査目的

2 調査方法

3 調査項目

将来的展望人口

●本町の将来展望人口は、
　10年後の令和12（2030）年に13,900人
　40年後の令和42（2060）年に11,900人 に留めることを目標とします。

15,000

平成27年国勢調査人口＋平成30年社人研推計人口

※令和2年国勢調査の速報値は、13,923人、確定値は、令和3年9月頃に公表予定です。

（人）

14,000

13,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

12,000

11,000

10,000

9,000

将来展望人口（前回ビジョン） 将来展望人口

13,626
13,940 14,050

13,236

13,848

目標13,900人

10,567

10,105

11,885

11,014

11,473

11,950

12,438

12,880

13,487

13,499

目標11,900人
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　本町の人口の推移と将来推計を年齢３区分別で見ると、平成12（2000）年に、老年人口（65歳

以上）が年少人口（０～14歳）を上回るなど、高齢化が進展してきましたが、令和２（2020）年以降

の将来推計では、老齢人口の伸びがやや横ばいから減少傾向に推移することにより、高齢化の進

展のスピードは、徐々に緩くなっていくものと予想されます。また、生産年齢人口（15～64歳）の割

合は、減少を続ける見込みである一方、年少人口（０～14歳）の割合は、比較的維持されていくもの

と予想されます。

年齢3区分別人口の推移（国勢調査及び社人研推計）

年齢3区分別人口割合の推移（国勢調査及び社人研推計）

　本町の世帯数は、平成27（2015）年国勢調査では、5,102世帯となり、人口の増加傾向にあわせ、増

加しています。一方、世帯当たりの人員は年々減少しており、核家族化が進んでいることが分かります。

　また、平成27（2015）年国勢調査による高齢者単身世帯数は、565世帯となっており、25年前の平

成2（1990）年の約2.7倍と急速に増えていることが分かります。今後の高齢化に伴い、高齢者単身世

帯の増加傾向がさらに高まることが予測され、将来的に空き家が増加することも懸念されます。

世帯数・世帯当たりの人員数の推移（国勢調査）

※年齢不詳は除く

2 世帯数・住まい

高齢者単身世帯数の推移（国勢調査）

年齢３区分別人口の推移と将来推計　

世帯数の推移

1-4

2-1

高齢化が進展してきているものの、老年人口が横ばいから減少傾向に転じるこ
となどにより、その進展のスピードは徐々に緩くなっていくものと予想される。

●

世帯数の増加は続いているが、世帯当たりの人員数は減少し、核家族化が進
んでいる。
高齢者単身世帯の増加が顕著になっており、今後、空き家の増加が懸念される。

●

●

14,000

（人）

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
昭
和
55
年

昭
和
60
年

平
成
2
年

平
成
7
年

平
成
12
年

平
成
17
年

平
成
22
年

平
成
27
年

令
和
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年

令
和
7
年

令
和
12
年

令
和
17
年

令
和
22
年

令
和
27
年

令
和
32
年

令
和
37
年

令
和
42
年

総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口

7,363
7,044 6,809 6,558

6,139
5,777

5,464 5,225 5,002

11,812

7,652

2,776

1,384

3,017

1,553

2,687

1,779

2,460

2,099

2,497

2,399 2,427 2,251 2,203 2,151 2,051 1,941 1,834 1,756 1,678 1,599 1,520 1,447

2,701 2,938
3,539 3,973 4,141 4,131 4,045 4,055 4,018 3,951 3,822 3,655

7,642 7,596
8,136 8,439 8,569 8,406

7,882

12,212 12,068
12,695

13,335

13,697 13,599 13,626 13,487
12,880

12,438
11,950

11,473
11,014

10,567
10,105

13,236

社人研推計
国勢調査

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■年少人口　■生産年齢人口　■老年人口

昭和55年
昭和60年
平成2年
平成7年
平成12年
平成17年
平成22年
平成27年
令和2年
令和7年
令和12年
令和17年
令和22年
令和27年
令和32年
令和37年
令和42年

23.5% 64.8% 11.7%

24.7% 62.6% 12.7%

22.3% 62.9% 14.7%

19.4% 64.1% 16.5%

18.0% 63.3% 18.7%

17.7% 62.6% 19.7%

16.6% 61.8% 21.6%

16.2% 57.8% 26.0%

15.9% 54.6% 29.5%

15.5% 53.2% 31.3%

15.1% 52.9% 32.1%

14.7% 52.7% 32.5%

14.7% 51.4% 33.9%

14.6% 50.4% 35.0%

14.5% 49.6% 35.9%

14.4% 49.4% 36.2%

14.3% 49.5% 36.2%
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Ⅲ：将来人口分析
1.人口減少段階の分析
2.将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

　国の将来人口の推計では、将来の人口減少は、大きく分けて「第１段階：若年人口の減少・老年人口

の増加」「第２段階：若年人口の減少・老年人口の維持・微減」「第３段階：若年人口の減少・老年人口

の減少」の３つの段階を経て進行するとされています。

　本町の社人研の推計によると、平成27（2010）年の人口を100とした場合、令和7（2025）年が老

年人口のピークにあたり、これ以降、緩やかな減少傾向に転じる第２段階に入り、令和32（2050）年

頃には、大きな減少に転じる第３段階に入る見込みとなっています。

1 人口減少段階の分析

年齢3区分別にみた将来人口推移（社人研の推計をもとにH27年の人口を100とした場合の指数）
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食料品などの買い物先は、９割以上が町内となっている。

洋服などの買い物先は、「④佐世保市中心部」が多い。

病院および幼稚園・保育所は、「①町内（佐々駅～役場周辺）」が多い。

介護施設は、「⑦その他」の割合が多くなっている。

勤務先は、「⑤佐世保市（④以外の佐世保市内）」の割合が多くなっている。

日常生活において行動・利用する外出先への利用手段

いずれの外出先も「①自家用車」の利用が過半数を超え、特に、食料品などの買い物、洋服などの

買い物、病院への自家用車利用は、８割以上となっている。

4 調査結果 問１②、③日常生活において行動・利用する外出先および
　　　　 外出先への移動手段

性別

年齢 職業

居住年数

町内区分

前居住地 高齢者同居

・

・

・

・

・

属性4-1
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　本町の住宅数は、世帯数の増加に比例して年々増加しています。一方で、本町の持家所有世帯割

合は、平成27（2015）年では64.0％となっており、徐々に減少しています。

住居を所有する世帯数の推移＜持家・借家別＞（国勢調査）
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代後半から30代の転入数が多くなっています。

　また、合計特殊出生率については、全国平均及び県内平均を大きく上回っており、1.90（平成25

（2013）年～平成29（2017）年）となっています。

人口動態(自然増減・社会増減)の推移（住民基本台帳人口動態調査）

3 人口動態住居を所有する世帯の推移　

人口動態の推移

2-2

3-1

世帯数の増加にあわせ住宅数が増加しているが、持家所有世帯割合は減少し
ている。

●

平成14年以降、社会減が続いていたが、ここ５年程で社会増に転じつつある。●
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Ⅳ：アンケート調査からみた
　　町民の意向分析
1.町民アンケート調査（令和元年11月実施）
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　平成30（2018）年の社人研の将来人口推計をもとに以下の設定から将来人口の推計をシミュ

レーションし、将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析を行いました。

　「シミュレーション１」の条件のとおり、合計特殊出生率が上昇した場合、令和42（2060）年の人口

は10,141人と、社人研推計の10,105人をわずか36人上回るのみであり、合計特殊出生率の改善に

よる人口への影響は小さいと考えられます。

　一方、「シミュレーション２」の条件のとおり、人口移動が均衡した場合、令和42（2060）年の人口

は12,361人と、社人研推計の10,105人を2,256人上回ることとなり、移動均衡の実現による人口

への影響は、大きいものと考えられます。

2 将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

人口推計シミュレーションによる推計（社人研推計との比較）

シミュレーション１　
社人研推計において、合計特殊出生率が、令和１２（２０３０）年に人口置換水準（2.1）まで
上昇した場合
⇒社人研推計との比較による自然増減の影響度分析

シミュレーション２
「シミュレーション１」において、人口移動が均衡した場合（移動がゼロとなった場合）の
シミュレーション
⇒シミュレーション１との比較による社会増減の影響度分析
※人口置換水準…人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わ
るための大きさを表す水準のこと。社人研により算出。

●

●

■自然増減・社会増減の影響度分析のための人口推計シミュレーション
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①住みよいか

「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせた９割以上が、住み心地がよいと回答している。

（問２・3）現在の定住意向

③住みにくいと感じる理由

「まちの魅力に乏しく、個性がない」（32.4％）と「通勤・通学など交通の便が悪い」（29.4％）の

割合が高くなっている。

②住みよいと感じる理由

「買い物など日常生活が便利である」が63 .0％で最も多く、次いで「自然環境が豊かである」

（46.1％）、「静かでのんびりしている」（44.6％）の順で、この３つが突出して高い。

定住意向4-2
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年齢階級別人口移動数の推移（国勢調査）

自然増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

社会増減の推移（総務省住民基本台帳人口動態調査）

合計特殊出生率の推移（人口動態保健所統計）
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　佐々町は住みよい場所であるか聞いたところ、「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせ

た９割以上が、住み心地がよいと回答しました。

　U・I・Jターンや定住施策において、強化していく必要がある施策を聞いたところ、第１位は「若者の

地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設など）」で51.7％、第２位は

「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」で49.4％、第３位は「若い単

身者やファミリー世帯向けの良好な住宅の供給で41.7%となっています。

　一方、住みにくいと感じる理由については、「まちの魅力に乏しく、個性がない」（32.4％）と「通勤・

通学など交通の便が悪い」（29.4％）の割合が高くなっています。

　また、住みよいと感じる理由については、「買い物など日常生活が便利である」が63.0％で最も

多く、次いで「自然環境が豊かである」（46.1％）、「静かでのんびりしている」（44.6％）の順となり

ました。

1 町民アンケート調査（令和元年11月実施）

住みやすさについて1-1

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について　1-2
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①誰もが健康で安心して暮らしていけるまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は、「高齢者や障害者の方々が、安心して福祉サービスを受けることができる」（35.4％）

で、次いで「夜間や急病でもすぐに安心して救急医療サービスを受けることができる」（34.8％）、

「まち医者から総合病院に至るまで、医療サービス体制が身近な地域で整っている」（34.0％）の

順となっている。

（問４）将来のまちの姿と具体的なまちの状態

②自分と郷土に誇りを持った人材が育っているまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「子どもたちに人へのやさしさや思いやり、マナーなどが身についている」（47.1％）で、

次いで「地域社会みんなが子どもたちの成長を見守っている」（41.3％）、「小さい頃から自然体

験や環境教育を通じて、自然を大切に思うやさしい心が育っている」（39.8％）の順となっている。

施策の目標4-3
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　本町の社会動態を転入転出した県内自治体別にみると、転入転出ともに佐世保市が最も多く、

転入超過となっています。また、平戸市や松浦市に対しても、転入超過となっています。

県内市郡別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

都道府県別転入転出数（上位10位）（長崎県異動人口調査）※H29-R1年の合算

　本町の就業者数は、平成27（2015）年国勢調査では6,609人となり、微増傾向で推移しています。産

業3部門別にみると、第3次産業の人口が増加しており、第2次産業は減少しています。

　平成27（2015）年の就業者数を産業大分類でみると「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が

最も多く、男女別でみると、男性は「建設業」「製造業」が多く、女性は「医療・福祉」が多くなっています。

就業者人口（総数）の推移（国勢調査）

産業３部門別就業者人口の推移（国勢調査）

4 就業人口・通勤通学人口地域別転入転出数

産業別就業者数の推移　

3-2

4-1

佐世保市からの転入超過が、近年の社会増の要因となっている。●

第3次産業の就業者数が増加している。
「医療・福祉」や「卸売業・小売業」の就業者数が多く、男性は「建設業」「製造
業」、女性は「医療・福祉」の就業者が多い。

●
●
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Ⅴ：人口の将来展望
1.目指すべき将来の方向性
2.人口の将来展望

　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和２（2020）年は、減少に転じるとされていま

す。一方で、住民基本台帳人口によると、社人研がその推計の基礎としている平成27（2015）年の国

勢調査以降において、人口が増加している状況が分かります。これは佐世保市からの転入などによ

る社会増に起因するものです。また、町民アンケート調査によれば、町民の約９割が、分本町を「住み

よい」と考えていることが分かります。

　今後、なお一層、本町が、町民が住み続けたいと思われるまち、町外から転入をしたいと思われるま

ちであり続けるために、町の将来像である「暮らしいちばん！住むなら さざ～みんなが輝き、みんな

で創るまち～」を理念として、まちづくりを進めていきます。

なお、本ビジョンを踏まえた、本町の地方創生に関する具体的な方向性については、「第６章 総合戦

略」の中で示します。

1 目指すべき将来の方向性

　国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの方向性や本町の人口の現状分析、将来人口の分析など

を踏まえ、本町の人口の将来展望の方向性を以下のように整理します。

2 人口の将来展望 

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、「令
和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。
(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2 .07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和７
（2025）年までに約800人増、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の３つ
の考え方の条件を設定)
本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口の増加が
確認されたところです。（令和２（2020）年1月１日現在の住民基本台帳人口は14,013人）
このように比較的順調に人口が推移していることから、今後も「目指すべき将来の方向性」で
示した方向性を踏まえ、各種の施策に取り組み、「10年後の令和12（2030）年に13,900人、
40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とする」こととします。
なお、この人口を確保するためには、引き続き、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2.07とすること、②令和７（2025）年までに、平成27（2015）年から現在までの増加分も含
めて、約800人の社会増を実現することが必要です。（平成30（2018）年社人研推計を基本）

●

●

●

●

将来展望の考え方



資
料
編

資料編

186

　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和２（2020）年は、減少に転じるとされていま
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略」の中で示します。

1 目指すべき将来の方向性

　国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの方向性や本町の人口の現状分析、将来人口の分析など

を踏まえ、本町の人口の将来展望の方向性を以下のように整理します。

2 人口の将来展望 

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、「令
和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。
(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2 .07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和７
（2025）年までに約800人増）、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の３
つの考え方の条件を設定)
本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口の増加が
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●

●
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産業大分類別男女別就業人口（H27国勢調査）
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　平成27（2015）年国勢調査によれば、本町に常住する就業者のうち、自宅を含む町内に従業する人

は、2,703人（41.5％）であり、3,817人(58.5%)が町外に通勤し従業しています。過去からの推移をみ

ると町外へ従業する人は、年々増加しています。

　就業者の町外の従業先の80.8％は佐世保市となっており、次いで松浦市、平戸市となっています。

15歳以上の通学者の通学先についても佐世保市が最も多く、次いで平戸市となっています。また、町外

から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっています。

就業者数の従業地（H27国勢調査） 就業者数の従業地の推移（H27国勢調査）

就業者・通学者の従業・通学先（H27年国勢調査）

本町の従業地・通学地からみた就業者人口4-2

町内に常住する就業者のうち町外へ通勤し従業する人は平成27（2015）年で
58.5％となっており、増加傾向にある。主な就業先は佐世保市で80.8％と大半
を占めている。
町外から本町に通勤し従業する人の常住先も佐世保市が多くなっている。

●

●

2,703 - 285 -
3,817 100.0% 395 100.0%

3,086 80.8% 321 81.3%
257 6.7% 1 0.3%
194 5.1% 36 9.1%
43 1.1% - -
38 1.0% - -
29 0.8% 2 0.5%
26 0.7% 8 2.0%
19 0.5% 3 0.8%
15 0.4% 6 1.5%

2,703 - 285 -
2,439 100.0% 345 100.0%

2,110 86.5% 271 78.6%
129 5.3% 27 7.8%
124 5.1% 30 8.7%
16 0.7% 1 0.3%
10 0.4% 3 0.9%
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調査項目は、以下のとおりです。

将来人口の現状推移と将来展望人口

資料編資料編
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町民アンケート調査結果（概要）

　第７次佐々町総合計画、施策の検討に反映するための基礎的データを得ることを目的として、町民

の日常生活の中で感じている意見や希望、要望などのニーズを定量的に把握しました。アンケート項

目内には、公共施設マネジメント、人口減少や地方創生に関する分野も盛り込み、実施しています。

1 調査目的

2 調査方法

3 調査項目

将来的展望人口

●本町の将来展望人口は、
　10年後の令和12（2030）年に13,900人
　40年後の令和42（2060）年に11,900人 に留めることを目標とします。

15,000

平成27年国勢調査人口＋平成30年社人研推計人口

※令和2年国勢調査の速報値は、13,923人、確定値は、令和3年9月頃に公表予定です。

（人）

14,000

13,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

12,000

11,000

10,000

9,000

将来展望人口（前回ビジョン） 将来展望人口

13,626
13,940 14,050

13,236

13,848

目標13,900人

10,567

10,105

11,885

11,014

11,473

11,950

12,438

12,880

13,487

13,499

目標11,900人
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Ⅲ：将来人口分析
1.人口減少段階の分析
2.将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

　国の将来人口の推計では、将来の人口減少は、大きく分けて「第１段階：若年人口の減少・老年人口

の増加」「第２段階：若年人口の減少・老年人口の維持・微減」「第３段階：若年人口の減少・老年人口

の減少」の３つの段階を経て進行するとされています。

　本町の社人研の推計によると、平成27（2010）年の人口を100とした場合、令和7（2025）年が老

年人口のピークにあたり、これ以降、緩やかな減少傾向に転じる第２段階に入り、令和32（2050）年

頃には、大きな減少に転じる第３段階に入る見込みとなっています。

1 人口減少段階の分析

年齢3区分別にみた将来人口推移（社人研の推計をもとにH27年の人口を100とした場合の指数）

資
料
編

日常生活において行動・利用する外出先
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189 190

食料品などの買い物先は、９割以上が町内となっている。

洋服などの買い物先は、「④佐世保市中心部」が多い。

病院および幼稚園・保育所は、「①町内（佐々駅～役場周辺）」が多い。

介護施設は、「⑦その他」の割合が多くなっている。

勤務先は、「⑤佐世保市（④以外の佐世保市内）」の割合が多くなっている。

日常生活において行動・利用する外出先への利用手段

いずれの外出先も「①自家用車」の利用が過半数を超え、特に、食料品などの買い物、洋服などの

買い物、病院への自家用車利用は、８割以上となっている。

4 調査結果 問１②、③日常生活において行動・利用する外出先および
　　　　 外出先への移動手段

性別

年齢 職業

居住年数

町内区分

前居住地 高齢者同居

・

・

・

・

・

属性4-1
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・
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Ⅳ：アンケート調査からみた
　　町民の意向分析
1.町民アンケート調査（令和元年11月実施）
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　平成30（2018）年の社人研の将来人口推計をもとに以下の設定から将来人口の推計をシミュ

レーションし、将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度分析を行いました。

　「シミュレーション１」の条件のとおり、合計特殊出生率が上昇した場合、令和42（2060）年の人口

は10,141人と、社人研推計の10,105人をわずか36人上回るのみであり、合計特殊出生率の改善に

よる人口への影響は小さいと考えられます。

　一方、「シミュレーション２」の条件のとおり、人口移動が均衡した場合、令和42（2060）年の人口

は12,361人と、社人研推計の10,105人を2,256人上回ることとなり、移動均衡の実現による人口

への影響は、大きいものと考えられます。

2 将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響

人口推計シミュレーションによる推計（社人研推計との比較）

シミュレーション１　
社人研推計において、合計特殊出生率が、令和１２（２０３０）年に人口置換水準（2.1）まで
上昇した場合
⇒社人研推計との比較による自然増減の影響度分析

シミュレーション２
「シミュレーション１」において、人口移動が均衡した場合（移動がゼロとなった場合）の
シミュレーション
⇒シミュレーション１との比較による社会増減の影響度分析
※人口置換水準…人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わ
るための大きさを表す水準のこと。社人研により算出。

●

●

■自然増減・社会増減の影響度分析のための人口推計シミュレーション
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①住みよいか

「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせた９割以上が、住み心地がよいと回答している。

（問２・3）現在の定住意向

③住みにくいと感じる理由

「まちの魅力に乏しく、個性がない」（32.4％）と「通勤・通学など交通の便が悪い」（29.4％）の

割合が高くなっている。

②住みよいと感じる理由

「買い物など日常生活が便利である」が63 .0％で最も多く、次いで「自然環境が豊かである」

（46.1％）、「静かでのんびりしている」（44.6％）の順で、この３つが突出して高い。

定住意向4-2
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　佐々町は住みよい場所であるか聞いたところ、「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせ

た９割以上が、住み心地がよいと回答しました。

　U・I・Jターンや定住施策において、強化していく必要がある施策を聞いたところ、第１位は「若者の

地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設など）」で51.7％、第２位は

「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」で49.4％、第３位は「若い単

身者やファミリー世帯向けの良好な住宅の供給で41.7%となっています。

　一方、住みにくいと感じる理由については、「まちの魅力に乏しく、個性がない」（32.4％）と「通勤・

通学など交通の便が悪い」（29.4％）の割合が高くなっています。

　また、住みよいと感じる理由については、「買い物など日常生活が便利である」が63.0％で最も

多く、次いで「自然環境が豊かである」（46.1％）、「静かでのんびりしている」（44.6％）の順となり

ました。

1 町民アンケート調査（令和元年11月実施）

住みやすさについて1-1

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について　1-2
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①誰もが健康で安心して暮らしていけるまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は、「高齢者や障害者の方々が、安心して福祉サービスを受けることができる」（35.4％）

で、次いで「夜間や急病でもすぐに安心して救急医療サービスを受けることができる」（34.8％）、

「まち医者から総合病院に至るまで、医療サービス体制が身近な地域で整っている」（34.0％）の

順となっている。

（問４）将来のまちの姿と具体的なまちの状態

②自分と郷土に誇りを持った人材が育っているまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「子どもたちに人へのやさしさや思いやり、マナーなどが身についている」（47.1％）で、

次いで「地域社会みんなが子どもたちの成長を見守っている」（41.3％）、「小さい頃から自然体

験や環境教育を通じて、自然を大切に思うやさしい心が育っている」（39.8％）の順となっている。

施策の目標4-3
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「まち医者から総合病院に至るまで、医療サービス体制が身近な地域で整っている」（34.0％）の

順となっている。

（問４）将来のまちの姿と具体的なまちの状態

②自分と郷土に誇りを持った人材が育っているまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「子どもたちに人へのやさしさや思いやり、マナーなどが身についている」（47.1％）で、

次いで「地域社会みんなが子どもたちの成長を見守っている」（41.3％）、「小さい頃から自然体

験や環境教育を通じて、自然を大切に思うやさしい心が育っている」（39.8％）の順となっている。
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Ⅴ：人口の将来展望
1.目指すべき将来の方向性
2.人口の将来展望

　社人研による人口推計によれば、本町の人口は、令和２（2020）年は、減少に転じるとされていま

す。一方で、住民基本台帳人口によると、社人研がその推計の基礎としている平成27（2015）年の国

勢調査以降において、人口が増加している状況が分かります。これは佐世保市からの転入などによ

る社会増に起因するものです。また、町民アンケート調査によれば、町民の約９割が、分本町を「住み

よい」と考えていることが分かります。

　今後、なお一層、本町が、町民が住み続けたいと思われるまち、町外から転入をしたいと思われるま

ちであり続けるために、町の将来像である「暮らしいちばん！住むなら さざ～みんなが輝き、みんな

で創るまち～」を理念として、まちづくりを進めていきます。

なお、本ビジョンを踏まえた、本町の地方創生に関する具体的な方向性については、「第６章 総合戦

略」の中で示します。

1 目指すべき将来の方向性

　国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョンの方向性や本町の人口の現状分析、将来人口の分析など

を踏まえ、本町の人口の将来展望の方向性を以下のように整理します。

2 人口の将来展望 

平成27（2015）年に策定した前回の人口ビジョンでは、本町の人口の将来展望について、「令
和42（2060）年に総人口11,885人の確保を目指す」としています。
(平成25（2013）年社人研推計を基本に、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2 .07、②まちなか町有地への集合住宅の誘導など町独自の取組による社会増（令和７
（2025）年までに約800人増、③人口の移動率を令和２（2020）年までに0.5倍に縮小の３つ
の考え方の条件を設定)
本町では、この前回の人口ビジョンで示した方向性を踏まえ、「佐々町まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定し、平成27（2015）年からの５年間、人口減少対策を実施し、人口の増加が
確認されたところです。（令和２（2020）年1月１日現在の住民基本台帳人口は14,013人）
このように比較的順調に人口が推移していることから、今後も「目指すべき将来の方向性」で
示した方向性を踏まえ、各種の施策に取り組み、「10年後の令和12（2030）年に13,900人、
40年後の令和42（2060）年に11,900人に留めることを目標とする」こととします。
なお、この人口を確保するためには、引き続き、①合計特殊出生率を令和２（2020）年以降に
2.07とすること、②令和７（2025）年までに、平成27（2015）年から現在までの増加分も含
めて、約800人の社会増を実現することが必要です。（平成30（2018）年社人研推計を基本）

●

●

●

●

将来展望の考え方
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③住民の安全が守られているまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「地震や台風などによる建物の倒壊や土砂・浸水災害に対する不安が少ない」（50.2％）

で、次いで「町内での犯罪件数が少ない」（47.7％）の順となっている。

④豊かな自然環境を大切にし、自然と共生しているまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「生活排水などによる水質の悪化がなく、河川が良好に保たれている」（67.7％）で、次い

で「資源のリサイクルや再利用がなされ、ゴミの発生量が抑制されている」（51.0％）の順となっ

ている。

⑤日常生活が便利で快適に過ごしていけるまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「買い物や娯楽などの日常的な活動が身近な場所で行える」（63.7％）となっており、

第２位以下と大きく差が開いた。

⑥多様な産業が盛んで働きやすいまちをめざす場合に重要と思われるまちの状態

第１位は「子育てや高齢者介護などの家庭の負担が軽減され、家庭と仕事の両立が行いやすい」

（4 8 . 8％）で、次いで「商業やサービス業が盛んで、商店街に活気があり、働く場もある」

（45 . 6％）、「道路や公共交通などの交通利便性がよく、通勤しやすい環境が整っている」

（44.6％）の順となっている。
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調査項目は、以下のとおりです。

将来人口の現状推移と将来展望人口
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町民アンケート調査結果（概要）

　第７次佐々町総合計画、施策の検討に反映するための基礎的データを得ることを目的として、町民

の日常生活の中で感じている意見や希望、要望などのニーズを定量的に把握しました。アンケート項

目内には、公共施設マネジメント、人口減少や地方創生に関する分野も盛り込み、実施しています。

1 調査目的

2 調査方法

3 調査項目

将来的展望人口

●本町の将来展望人口は、
　10年後の令和12（2030）年に13,900人
　40年後の令和42（2060）年に11,900人 に留めることを目標とします。

15,000

平成27年国勢調査人口＋平成30年社人研推計人口

※令和2年国勢調査の速報値は、13,923人、確定値は、令和3年9月頃に公表予定です。

（人）

14,000

13,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

12,000

11,000

10,000

9,000

将来展望人口（前回ビジョン） 将来展望人口

13,626
13,940 14,050

13,236

13,848

目標13,900人

10,567

10,105

11,885

11,014

11,473

11,950

12,438

12,880

13,487

13,499

目標11,900人
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上位３つは「①誰もが健康で安心して暮らしている」（73.5％）、「⑤日常生活が便利で快適に過

ごしている」（64.2％）、「③住民の安全が守られている」（56.0％）となっている。

（問５）最も望む将来の佐々町の姿

資料編資料編　　

197 198

⑦住民の交流や活動が活発に行われていけるまちをめざす場合

第１位は「町内会など地域でのコミュニティ活動が活発に行われている」（47.3％）で、次いで「地

域や世代を越えた、住民相互の交流活動がさかんである」（44.0％）の順となっている。

現状の満足度と今後の重要度4-4

相対的にみて改善の余地がある施策は、町民が「７：環境教育・学習に関する取り組み」となって

いる。

（問６－１）自然との共生
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いる。

（問６－１）自然との共生
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第１位は「統廃合はある程度進めながら、他の分野でも経費を抑えることで対処すべきであり、

施設数の減少によって多少の不便が生じることは仕方がないと思う」（37.3%）となっている。

第２位は「統廃合は行わず、現在ある施設を維持すべきであり、他の分野の経費を抑制すること

で対処すべきである」（27.3%）となっている。

・

・

（問９）今後の公共施設のあり方

第１位は「財政規模に見合った施設数にする」（54.4％）となっている。第２位は「計画的な改修を

行って、施設の長寿命化を図り、建設費や維持管理費を抑制する」（46.7％）となっている。

（問10）公共施設の建替えや維持管理に必要な財源の不足への対応
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相対的にみて改善の余地がある施策は、「11：高齢者などが移動しやすい環境の整備（バリアフ

リー）」、「12：路線バスや町内循環バスなどの公共交通の整備」および「18：生活排水・産業排水

などの処理に関する取り組み」となっている。

（問６－２）生活環境・安全

相対的にみて改善の余地がある施策は、「24：農業の担い手の育成」および「26：既存商店街の

整備、商業振興」となっている。

（問６－３）産業・交流
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第１位は「若者の地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設な

ど）」で51.7％となっている。

第２位は「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」（49.4％）

となっている。

・

・

（問11）強化していく必要がある定住施策

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について4-6

（問12）情報提供について強化すべき取組

今後の住民参加について4-7

第１位は「町の広報紙、回覧板等による情報提供の充実」（43.3％）となっている。

第２位は「住民説明会など、重要事項決定に関する直接的な対話機会の充実」（32.3％）となっ

ている。

・

・
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相対的にみて改善の余地がある施策は、「36：専門学校等の高等教育の充実、整備」、「38：青少

年の健全育成、指導」、「64：男女共同参画社会の啓発や支援」となっている。

（問６－４）教育・文化・人権

相対的にみて改善の余地がある施策は、「43：医療体制、施設の充実」となっている。

（問６－５）健康福祉
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第１位は「住民参加活動の内容、時間、場所、方法など、参加しやすい運営上の工夫」（37.7％）

となっている。

第２位は「まちづくり活動の情報提供やPRの充実」（35.6％）となっている。

・

・

（問13）住民のまちづくりへの参画を図るうえで強化すべき取組

上位３つは「安心・安全」（47.9％）、「快適さ」（27.3％）、「便利さ」（22.9％）となっている。

（問14）佐々町がめざすまちの姿を表すものとして、
　　　 どのような「言葉（キーワード）」がふさわしいか



0.12 0.98 5.7% 21.7% 27.4%

0.59 1.41 18.4% 45.6% 63.9%

0.35 1.25 13.1% 29.6% 42.7%

0.33 1.11 11.3% 35.9% 47.3%

0.45 1.31 15.5% 43.2% 58.7%

0.08 0.87 6.6% 24.1% 30.7%

0.30 1.17 11.1% 29.9% 41.0%

0.01 0.82 8.9% 30.2% 39.0%

0.28 1.11

0.61 1.24 22.9% 45.8% 68.6%

0.35 1.30 18.1% 43.2% 61.3%

-0.35 1.36 4.0% 21.1% 25.1%

-0.43 1.22 6.0% 21.4% 27.4%

0.12 0.70 6.2% 28.4% 34.6%

0.18 0.62 7.0% 35.2% 42.3%

0.07 0.41 6.6% 31.8% 38.4%

0.13 0.78 6.6% 31.8% 38.4%

0.08 0.95 30.1% 46.4% 76.5%

0.02 0.92 20.3% 41.4% 61.7%

-0.02 0.87 11.1% 43.1% 54.2%

0.02 0.81 13.9% 45.4% 59.2%

0.07 0.76 20.3% 41.5% 61.8%

0.07 0.77 13.4% 41.8% 55.2%

0.05 0.78 14.3% 38.5% 52.8%

0.05 0.83 8.3% 36.5% 44.9%

0.04 0.84 9.2% 34.1% 43.3%

0.06 0.89

0.51 1.11 13.7% 39.2% 52.9%

0.03 0.81 4.3% 28.5% 32.8%

-0.28 1.15 3.3% 10.0% 13.2%

-0.05 0.84 3.3% 16.6% 19.9%

-0.26 0.98 4.3% 22.1% 26.5%

-0.08 0.62 5.5% 23.7% 29.2%

-0.14 0.84 4.4% 17.7% 22.1%

-0.23 0.73 3.3% 12.0% 15.3%

-0.06 0.89 3.7% 15.2% 18.9%

-0.13 0.86 3.1% 15.5% 18.6%

-0.15 0.86 3.1% 12.3% 15.3%

-0.14 0.83 4.4% 19.5% 23.9%

-0.15 0.83 3.9% 20.4% 24.3%

-0.09 0.87

0.45 0.83 11.6% 43.3% 54.9%

0.97 1.03 32.0% 44.8% 76.8%

0.52 1.35 14.7% 39.7% 54.4%

0.24 1.05 10.4% 28.0% 38.5%

0.44 0.91 12.1% 44.3% 56.4%

0.28 1.20 9.0% 33.8% 42.8%

0.33 0.77 8.7% 36.4% 45.1%

0.23 0.74 8.1% 27.6% 35.7%

0.43 0.98 9.8% 42.6% 52.4%

0.43 1.00 5.4% 26.6% 32.0%

0.36 1.00 4.6% 24.8% 29.4%

0.42 0.99

0.44 1.30 11.6% 41.6% 53.2%

0.08 1.62 10.1% 38.8% 48.9%

0.55 1.33 16.3% 43.2% 59.4%

0.99 1.48 33.6% 44.2% 77.8%

0.39 1.41 12.8% 34.5% 47.3%

0.12 1.17 6.3% 27.5% 33.8%

0.07 1.18 5.2% 23.3% 28.5%

0.22 1.34 7.9% 31.9% 39.8%

0.36 1.36 5.7% 26.3% 31.9%

0.35 1.36 7.2% 30.9% 38.2%

0.38 1.33 6.1% 25.5% 31.7%

0.36 1.35

0.18 1.16 7.9% 30.4% 38.3%

0.24 1.24 8.8% 25.2% 34.0%

0.11 1.10 6.9% 22.3% 29.2%

0.26 0.78 5.8% 30.8% 36.5%

0.10 0.66 4.2% 20.0% 24.2%

0.12 0.82 4.0% 24.4% 28.5%

0.10 1.35 5.4% 25.0% 30.4%

0.24 1.36 9.2% 36.0% 45.2%

0.17 1.06 4.6% 19.2% 23.8%

0.17 1.04 4.2% 22.3% 26.5%

0.16 1.02 4.4% 24.2% 28.7%

0.16 1.01 4.6% 21.3% 26.0%

0.17 1.05

0.20 1.05
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相対的にみて改善の余地がある施策は、「59：情報・通信基盤の整備」、「67：行財政の健全化」と

なっている。

（問６－６）情報・市民活動・行政運営
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0.45 1.31 15.5% 43.2% 58.7%

0.08 0.87 6.6% 24.1% 30.7%

0.30 1.17 11.1% 29.9% 41.0%

0.01 0.82 8.9% 30.2% 39.0%

0.28 1.11

0.61 1.24 22.9% 45.8% 68.6%

0.35 1.30 18.1% 43.2% 61.3%

-0.35 1.36 4.0% 21.1% 25.1%

-0.43 1.22 6.0% 21.4% 27.4%

0.12 0.70 6.2% 28.4% 34.6%

0.18 0.62 7.0% 35.2% 42.3%

0.07 0.41 6.6% 31.8% 38.4%

0.13 0.78 6.6% 31.8% 38.4%

0.08 0.95 30.1% 46.4% 76.5%

0.02 0.92 20.3% 41.4% 61.7%

-0.02 0.87 11.1% 43.1% 54.2%

0.02 0.81 13.9% 45.4% 59.2%

0.07 0.76 20.3% 41.5% 61.8%

0.07 0.77 13.4% 41.8% 55.2%

0.05 0.78 14.3% 38.5% 52.8%

0.05 0.83 8.3% 36.5% 44.9%

0.04 0.84 9.2% 34.1% 43.3%

0.06 0.89

0.51 1.11 13.7% 39.2% 52.9%

0.03 0.81 4.3% 28.5% 32.8%

-0.28 1.15 3.3% 10.0% 13.2%

-0.05 0.84 3.3% 16.6% 19.9%

-0.26 0.98 4.3% 22.1% 26.5%

-0.08 0.62 5.5% 23.7% 29.2%

-0.14 0.84 4.4% 17.7% 22.1%

-0.23 0.73 3.3% 12.0% 15.3%

-0.06 0.89 3.7% 15.2% 18.9%

-0.13 0.86 3.1% 15.5% 18.6%

-0.15 0.86 3.1% 12.3% 15.3%

-0.14 0.83 4.4% 19.5% 23.9%

-0.15 0.83 3.9% 20.4% 24.3%

-0.09 0.87

0.45 0.83 11.6% 43.3% 54.9%

0.97 1.03 32.0% 44.8% 76.8%

0.52 1.35 14.7% 39.7% 54.4%

0.24 1.05 10.4% 28.0% 38.5%

0.44 0.91 12.1% 44.3% 56.4%

0.28 1.20 9.0% 33.8% 42.8%

0.33 0.77 8.7% 36.4% 45.1%

0.23 0.74 8.1% 27.6% 35.7%

0.43 0.98 9.8% 42.6% 52.4%

0.43 1.00 5.4% 26.6% 32.0%

0.36 1.00 4.6% 24.8% 29.4%

0.42 0.99

0.44 1.30 11.6% 41.6% 53.2%

0.08 1.62 10.1% 38.8% 48.9%

0.55 1.33 16.3% 43.2% 59.4%

0.99 1.48 33.6% 44.2% 77.8%

0.39 1.41 12.8% 34.5% 47.3%

0.12 1.17 6.3% 27.5% 33.8%

0.07 1.18 5.2% 23.3% 28.5%

0.22 1.34 7.9% 31.9% 39.8%

0.36 1.36 5.7% 26.3% 31.9%

0.35 1.36 7.2% 30.9% 38.2%

0.38 1.33 6.1% 25.5% 31.7%

0.36 1.35

0.18 1.16 7.9% 30.4% 38.3%

0.24 1.24 8.8% 25.2% 34.0%

0.11 1.10 6.9% 22.3% 29.2%

0.26 0.78 5.8% 30.8% 36.5%

0.10 0.66 4.2% 20.0% 24.2%

0.12 0.82 4.0% 24.4% 28.5%

0.10 1.35 5.4% 25.0% 30.4%

0.24 1.36 9.2% 36.0% 45.2%

0.17 1.06 4.6% 19.2% 23.8%

0.17 1.04 4.2% 22.3% 26.5%

0.16 1.02 4.4% 24.2% 28.7%

0.16 1.01 4.6% 21.3% 26.0%

0.17 1.05

0.20 1.05
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相対的にみて改善の余地がある施策は、「59：情報・通信基盤の整備」、「67：行財政の健全化」と

なっている。

（問６－６）情報・市民活動・行政運営
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料
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資料編資料編　　　　　　　

213 214

概要

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（一般町民向け）」実施報告

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（中学生向け）」実施報告

概要

結果

6 「SAZA未来カフェ」実施報告

結果
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205 206

第１位は「職員の能力向上」（48.8％）であり、次いで「積極的で分かりやすい行政の情報公開」

（46.3％）となっている。

（問７）行政改革を進めて行くうえで必要なこと
北部体育館、南部体育館、ぷくぷくクラブについては、8割を超える人が「ほとんど行かない」と

回答している。

町内会集会所、皿山公園、図書館、福祉センター・健康相談センターについては、年に１回以上

の利用（「週に１回以上」から「年に１回～３回程度」までの合計）が、４～５割となっている。

・

・

（問８）過去１年間における施設の利用回数行政改革について4-5
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205 206

第１位は「職員の能力向上」（48.8％）であり、次いで「積極的で分かりやすい行政の情報公開」

（46.3％）となっている。

（問７）行政改革を進めて行くうえで必要なこと
北部体育館、南部体育館、ぷくぷくクラブについては、8割を超える人が「ほとんど行かない」と

回答している。

町内会集会所、皿山公園、図書館、福祉センター・健康相談センターについては、年に１回以上

の利用（「週に１回以上」から「年に１回～３回程度」までの合計）が、４～５割となっている。

・

・

（問８）過去１年間における施設の利用回数行政改革について4-5 町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（PTA会員向け）」実施報告
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215 216

概要

結果

一般町民対象のワークショップの様子

PTA会員対象のワークショップの様子

中学生対象のワークショップの様子
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第１位は「統廃合はある程度進めながら、他の分野でも経費を抑えることで対処すべきであり、

施設数の減少によって多少の不便が生じることは仕方がないと思う」（37.3%）となっている。

第２位は「統廃合は行わず、現在ある施設を維持すべきであり、他の分野の経費を抑制すること

で対処すべきである」（27.3%）となっている。

・

・

（問９）今後の公共施設のあり方

第１位は「財政規模に見合った施設数にする」（54.4％）となっている。第２位は「計画的な改修を

行って、施設の長寿命化を図り、建設費や維持管理費を抑制する」（46.7％）となっている。

（問10）公共施設の建替えや維持管理に必要な財源の不足への対応
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207 208

第１位は「統廃合はある程度進めながら、他の分野でも経費を抑えることで対処すべきであり、

施設数の減少によって多少の不便が生じることは仕方がないと思う」（37.3%）となっている。

第２位は「統廃合は行わず、現在ある施設を維持すべきであり、他の分野の経費を抑制すること

で対処すべきである」（27.3%）となっている。

・

・

（問９）今後の公共施設のあり方

第１位は「財政規模に見合った施設数にする」（54.4％）となっている。第２位は「計画的な改修を

行って、施設の長寿命化を図り、建設費や維持管理費を抑制する」（46.7％）となっている。

（問10）公共施設の建替えや維持管理に必要な財源の不足への対応

資
料
編

資料編資料編
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「第７次佐々町総合計画」における実行計画と総合戦略の相関表7
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相対的にみて改善の余地がある施策は、「11：高齢者などが移動しやすい環境の整備（バリアフ

リー）」、「12：路線バスや町内循環バスなどの公共交通の整備」および「18：生活排水・産業排水

などの処理に関する取り組み」となっている。

（問６－２）生活環境・安全

相対的にみて改善の余地がある施策は、「24：農業の担い手の育成」および「26：既存商店街の

整備、商業振興」となっている。

（問６－３）産業・交流
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資料編資料編

209 210

第１位は「若者の地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設な

ど）」で51.7％となっている。

第２位は「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」（49.4％）

となっている。

・

・

（問11）強化していく必要がある定住施策

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について4-6

（問12）情報提供について強化すべき取組

今後の住民参加について4-7

第１位は「町の広報紙、回覧板等による情報提供の充実」（43.3％）となっている。

第２位は「住民説明会など、重要事項決定に関する直接的な対話機会の充実」（32.3％）となっ

ている。

・

・
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209 210

第１位は「若者の地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設な

ど）」で51.7％となっている。

第２位は「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」（49.4％）

となっている。

・

・

（問11）強化していく必要がある定住施策

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について4-6

（問12）情報提供について強化すべき取組

今後の住民参加について4-7

第１位は「町の広報紙、回覧板等による情報提供の充実」（43.3％）となっている。

第２位は「住民説明会など、重要事項決定に関する直接的な対話機会の充実」（32.3％）となっ

ている。

・

・
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「実行計画」・「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧8

「実行計画」における基本目標の成果指標一覧
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201 202

相対的にみて改善の余地がある施策は、「36：専門学校等の高等教育の充実、整備」、「38：青少

年の健全育成、指導」、「64：男女共同参画社会の啓発や支援」となっている。

（問６－４）教育・文化・人権

相対的にみて改善の余地がある施策は、「43：医療体制、施設の充実」となっている。

（問６－５）健康福祉
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211 212

第１位は「住民参加活動の内容、時間、場所、方法など、参加しやすい運営上の工夫」（37.7％）

となっている。

第２位は「まちづくり活動の情報提供やPRの充実」（35.6％）となっている。

・

・

（問13）住民のまちづくりへの参画を図るうえで強化すべき取組

上位３つは「安心・安全」（47.9％）、「快適さ」（27.3％）、「便利さ」（22.9％）となっている。

（問14）佐々町がめざすまちの姿を表すものとして、
　　　 どのような「言葉（キーワード）」がふさわしいか
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211 212

第１位は「住民参加活動の内容、時間、場所、方法など、参加しやすい運営上の工夫」（37.7％）

となっている。

第２位は「まちづくり活動の情報提供やPRの充実」（35.6％）となっている。

・

・

（問13）住民のまちづくりへの参画を図るうえで強化すべき取組

上位３つは「安心・安全」（47.9％）、「快適さ」（27.3％）、「便利さ」（22.9％）となっている。

（問14）佐々町がめざすまちの姿を表すものとして、
　　　 どのような「言葉（キーワード）」がふさわしいか
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「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧



0.12 0.98 5.7% 21.7% 27.4%

0.59 1.41 18.4% 45.6% 63.9%

0.35 1.25 13.1% 29.6% 42.7%

0.33 1.11 11.3% 35.9% 47.3%

0.45 1.31 15.5% 43.2% 58.7%

0.08 0.87 6.6% 24.1% 30.7%

0.30 1.17 11.1% 29.9% 41.0%

0.01 0.82 8.9% 30.2% 39.0%

0.28 1.11

0.61 1.24 22.9% 45.8% 68.6%

0.35 1.30 18.1% 43.2% 61.3%

-0.35 1.36 4.0% 21.1% 25.1%

-0.43 1.22 6.0% 21.4% 27.4%

0.12 0.70 6.2% 28.4% 34.6%

0.18 0.62 7.0% 35.2% 42.3%

0.07 0.41 6.6% 31.8% 38.4%

0.13 0.78 6.6% 31.8% 38.4%

0.08 0.95 30.1% 46.4% 76.5%

0.02 0.92 20.3% 41.4% 61.7%

-0.02 0.87 11.1% 43.1% 54.2%

0.02 0.81 13.9% 45.4% 59.2%

0.07 0.76 20.3% 41.5% 61.8%

0.07 0.77 13.4% 41.8% 55.2%

0.05 0.78 14.3% 38.5% 52.8%

0.05 0.83 8.3% 36.5% 44.9%

0.04 0.84 9.2% 34.1% 43.3%

0.06 0.89

0.51 1.11 13.7% 39.2% 52.9%

0.03 0.81 4.3% 28.5% 32.8%

-0.28 1.15 3.3% 10.0% 13.2%

-0.05 0.84 3.3% 16.6% 19.9%

-0.26 0.98 4.3% 22.1% 26.5%

-0.08 0.62 5.5% 23.7% 29.2%

-0.14 0.84 4.4% 17.7% 22.1%

-0.23 0.73 3.3% 12.0% 15.3%

-0.06 0.89 3.7% 15.2% 18.9%

-0.13 0.86 3.1% 15.5% 18.6%

-0.15 0.86 3.1% 12.3% 15.3%

-0.14 0.83 4.4% 19.5% 23.9%

-0.15 0.83 3.9% 20.4% 24.3%

-0.09 0.87

0.45 0.83 11.6% 43.3% 54.9%

0.97 1.03 32.0% 44.8% 76.8%

0.52 1.35 14.7% 39.7% 54.4%

0.24 1.05 10.4% 28.0% 38.5%

0.44 0.91 12.1% 44.3% 56.4%

0.28 1.20 9.0% 33.8% 42.8%

0.33 0.77 8.7% 36.4% 45.1%

0.23 0.74 8.1% 27.6% 35.7%

0.43 0.98 9.8% 42.6% 52.4%

0.43 1.00 5.4% 26.6% 32.0%

0.36 1.00 4.6% 24.8% 29.4%

0.42 0.99

0.44 1.30 11.6% 41.6% 53.2%

0.08 1.62 10.1% 38.8% 48.9%

0.55 1.33 16.3% 43.2% 59.4%

0.99 1.48 33.6% 44.2% 77.8%

0.39 1.41 12.8% 34.5% 47.3%

0.12 1.17 6.3% 27.5% 33.8%

0.07 1.18 5.2% 23.3% 28.5%

0.22 1.34 7.9% 31.9% 39.8%

0.36 1.36 5.7% 26.3% 31.9%

0.35 1.36 7.2% 30.9% 38.2%

0.38 1.33 6.1% 25.5% 31.7%

0.36 1.35

0.18 1.16 7.9% 30.4% 38.3%

0.24 1.24 8.8% 25.2% 34.0%

0.11 1.10 6.9% 22.3% 29.2%

0.26 0.78 5.8% 30.8% 36.5%

0.10 0.66 4.2% 20.0% 24.2%

0.12 0.82 4.0% 24.4% 28.5%

0.10 1.35 5.4% 25.0% 30.4%

0.24 1.36 9.2% 36.0% 45.2%

0.17 1.06 4.6% 19.2% 23.8%

0.17 1.04 4.2% 22.3% 26.5%

0.16 1.02 4.4% 24.2% 28.7%

0.16 1.01 4.6% 21.3% 26.0%

0.17 1.05

0.20 1.05
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203 204

相対的にみて改善の余地がある施策は、「59：情報・通信基盤の整備」、「67：行財政の健全化」と

なっている。

（問６－６）情報・市民活動・行政運営
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資料編資料編　　　　　　　

213 214

概要

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（一般町民向け）」実施報告

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（中学生向け）」実施報告

概要

結果

6 「SAZA未来カフェ」実施報告

結果
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概要

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（一般町民向け）」実施報告

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（中学生向け）」実施報告

概要

結果

6 「SAZA未来カフェ」実施報告

結果

関連する個別計画9
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205 206

第１位は「職員の能力向上」（48.8％）であり、次いで「積極的で分かりやすい行政の情報公開」

（46.3％）となっている。

（問７）行政改革を進めて行くうえで必要なこと
北部体育館、南部体育館、ぷくぷくクラブについては、8割を超える人が「ほとんど行かない」と

回答している。

町内会集会所、皿山公園、図書館、福祉センター・健康相談センターについては、年に１回以上

の利用（「週に１回以上」から「年に１回～３回程度」までの合計）が、４～５割となっている。

・

・

（問８）過去１年間における施設の利用回数行政改革について4-5 町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（PTA会員向け）」実施報告
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215 216

概要

結果

一般町民対象のワークショップの様子

PTA会員対象のワークショップの様子

中学生対象のワークショップの様子



町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（PTA会員向け）」実施報告
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215 216

概要

結果

一般町民対象のワークショップの様子

PTA会員対象のワークショップの様子

中学生対象のワークショップの様子

10 策定体制
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225 226

　町長の諮問機関として、学識経験者、さまざまな分野の団体代表者で構成し、総合計画（総合

戦略を含む）に関する事項を調査・審議する「総合計画審議会」を設置しました。

●総合計画審議会の設置

　副町長、教育長、理事、各課等の長で構成し、総合計画にかかる各施策の横断的な調整、また重

要な事項の協議、計画原案の作成を行う「総合計画策定会議」を設置しました。また、庁内関係職

員により構成し、次期計画の策定過程で各分野の課題抽出などを行う「庁内ワーキング会議」を

設置しました。

●庁内検討体制

PTA)

町民アンケート調査
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207 208

第１位は「統廃合はある程度進めながら、他の分野でも経費を抑えることで対処すべきであり、

施設数の減少によって多少の不便が生じることは仕方がないと思う」（37.3%）となっている。

第２位は「統廃合は行わず、現在ある施設を維持すべきであり、他の分野の経費を抑制すること

で対処すべきである」（27.3%）となっている。

・

・

（問９）今後の公共施設のあり方

第１位は「財政規模に見合った施設数にする」（54.4％）となっている。第２位は「計画的な改修を

行って、施設の長寿命化を図り、建設費や維持管理費を抑制する」（46.7％）となっている。

（問10）公共施設の建替えや維持管理に必要な財源の不足への対応

資
料
編

資料編資料編

217 218

「第７次佐々町総合計画」における実行計画と総合戦略の相関表7
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217 218

「第７次佐々町総合計画」における実行計画と総合戦略の相関表7 11 策定の経緯・総合計画審議会答申書
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資料編

日　程
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209 210

第１位は「若者の地元企業への就職支援（企業就職合同説明会、専門能力研修講座の開設な

ど）」で51.7％となっている。

第２位は「産前産後の休暇など女性が働ける環境づくりや子育て支援環境の充実」（49.4％）

となっている。

・

・

（問11）強化していく必要がある定住施策

Ｕ・Ｉ・Ｊターンや定住施策について4-6

（問12）情報提供について強化すべき取組

今後の住民参加について4-7

第１位は「町の広報紙、回覧板等による情報提供の充実」（43.3％）となっている。

第２位は「住民説明会など、重要事項決定に関する直接的な対話機会の充実」（32.3％）となっ

ている。

・

・
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「実行計画」・「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧8

「実行計画」における基本目標の成果指標一覧
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「実行計画」・「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧8

「実行計画」における基本目標の成果指標一覧

資料編

231
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●お問い合わせ●
佐々町企画財政課

〒857－0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2
TEL：0956－62－2101／FAX：0956－62－3178
URL:https://www.sazacho-nagasaki.jp
E-mail:kikaku@saza.nagasaki.jp

佐々町
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211 212

第１位は「住民参加活動の内容、時間、場所、方法など、参加しやすい運営上の工夫」（37.7％）

となっている。

第２位は「まちづくり活動の情報提供やPRの充実」（35.6％）となっている。

・

・

（問13）住民のまちづくりへの参画を図るうえで強化すべき取組

上位３つは「安心・安全」（47.9％）、「快適さ」（27.3％）、「便利さ」（22.9％）となっている。

（問14）佐々町がめざすまちの姿を表すものとして、
　　　 どのような「言葉（キーワード）」がふさわしいか
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「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧
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221 222

「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧
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概要

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（一般町民向け）」実施報告

町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（中学生向け）」実施報告

概要

結果

6 「SAZA未来カフェ」実施報告

結果

関連する個別計画9

資
料
編

資料編資料編
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関連する個別計画9
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町民ワークショップ「SAZA未来カフェ（PTA会員向け）」実施報告
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資料編資料編

215 216

概要

結果

一般町民対象のワークショップの様子

PTA会員対象のワークショップの様子

中学生対象のワークショップの様子

10 策定体制
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225 226

　町長の諮問機関として、学識経験者、さまざまな分野の団体代表者で構成し、総合計画（総合

戦略を含む）に関する事項を調査・審議する「総合計画審議会」を設置しました。

●総合計画審議会の設置

　副町長、教育長、理事、各課等の長で構成し、総合計画にかかる各施策の横断的な調整、また重

要な事項の協議、計画原案の作成を行う「総合計画策定会議」を設置しました。また、庁内関係職

員により構成し、次期計画の策定過程で各分野の課題抽出などを行う「庁内ワーキング会議」を

設置しました。

●庁内検討体制

PTA)

町民アンケート調査



10 策定体制
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225 226

　町長の諮問機関として、学識経験者、さまざまな分野の団体代表者で構成し、総合計画（総合

戦略を含む）に関する事項を調査・審議する「総合計画審議会」を設置しました。

●総合計画審議会の設置

　副町長、教育長、理事、各課等の長で構成し、総合計画にかかる各施策の横断的な調整、また重

要な事項の協議、計画原案の作成を行う「総合計画策定会議」を設置しました。また、庁内関係職

員により構成し、次期計画の策定過程で各分野の課題抽出などを行う「庁内ワーキング会議」を

設置しました。

●庁内検討体制

PTA)

町民アンケート調査



資
料
編

資料編資料編

217 218

「第７次佐々町総合計画」における実行計画と総合戦略の相関表7 11 策定の経緯・総合計画審議会答申書
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資料編

日　程



11 策定の経緯・総合計画審議会答申書
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資料編

日　程
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「実行計画」・「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧8

「実行計画」における基本目標の成果指標一覧

 

 
 

      

 
 

       
 

 
 
 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

資料編

資
料
編

資料編

229 230

総合計画審議会　答申書
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「総合戦略」における基本目標の成果指標一覧
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